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その実現には  

生・量、優先的利用確保（母子家庭  スピード感あるサービス量の抜本的拡充が   

現行制度は、市町村に「保育の実施義務」を課し、市町村の義  
務履行を通じ、保護者に保育所が利用される仕組み。  

※ 受入先保育所の決定とは独立して実施（需要地 。認定証明書   
の交付、認定者の登録管理、待機児童の情報開示を行う。  

※ 保育対象範囲、優先的利用確保の基本的事項は、国が基準を設定。  
・：・ハニトタイム、 早朝・た間の就労、求職者、同居親族 た、いる囁台も必要1て  

を認定。専業主婦家庭にもー定量の一時預かりを保障。  

が有り、保育所が足りな  ただし、  
な保護」（認可外のあっせん）でも可。  ければ、「その他  

②例外ない保育保障：認定を受けた子どもには、公的保  
育を受けることができる地位を付与。  

市町村の実施責務の明示（例外ない公的保育の保障責務、質の  
確保された提供体制確保責務、利用支援責務、保育費用の支払義務）  

がいる市町村で客観的基準を満たしていても、必ずしも認可さ  
ず。  

④ 利用者が保育所と公的保育契約を締結。  
※ 保育所には、応諾義務（正当理由なく拒んではならない）と、優度量△  

義魔（母子家庭、虐待等の優先受入決定）。  

⑤参入は最低基準により客観的に判断。指定制を基本としつ   
つ、検討。  

⑥ 所得に関らず一定の質の保育を保障するため公定価格。   
必要量に応じた月額単価設定を基本。  

0 認可保育所の質の向上：財源確保とともに詳細検討  
・保育指針に基づく保育のため、職員配置、保育士の処遇、専門性確保等   
施設長や保育士の研修の制度的保障、ステップアップの仕組み等   



1これからの保育制度のあり方について（続き）  
◆ 新たな保育の仕組み（ヨ  ◆ 現行の保育制度の課題（続き）  

○ 認可外保育施設の質の向上   

約23万人にのぼる子どもが利用。利用者の6割は、認可保育所  
と比較の上で、空きがない等の理由で認可外保育施設を利用。   

可外保育施設の質の引上げ   
一 最低基準への到達に向け、一定水準以上の施設に対して   

一定期間の経過的財政支援  
・小規模サービス類型の創設  すべての子どもに健やかな育ちを支える環境を保障する必要。  

○ 人口減少地域における保育機能の維持・向上   
現行は「小規模保育所」でも、定員20人以上が必要。一方、  

地域の子ども集団の中での成長を保障する必要性。  

能の維持・向上  

○ 地域の保育機 ・小規模サービス類型の創設  
・多機能型の支援  

質を確保しつつ量的拡充を図ることが重要。  

基準の必要性やあり方等、制度上の位置づけ（実施責任、  

○ 制度上の位置づけが、市町村の努力義務にとどまっており、   
利用保障が弱い。質の確保はガイドライン等で対応している  

○ 財源面についても、裁量的補助であり、国庫補助基準額と  
ヒについて、さらに検討が必要。   

従事者の処遇も厳しい状況。  運営費用の実態の帝離が指摘。  



社会保障審議会少子化対策特別部会  
第1次報告（案）  

一次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けて－【概要・詳細版】  

O「基本的考え方」やこうした指摘も踏まえ、本部会は9月に検討を再開、制度の具体化に向け、保育を中心に、●回に渡り議論。   
今後の新たな制度体系の詳細設計に向け、保育を中心に議論の中間的なとりまとめを行うもの。  

1これからの保育制度のあり方について  
（1）これまでの保育制度が果たしてきた役割   

○ 現在の保育制度は、昭和20年代、女性の雇用労働者としての就労が一般的でなかった当時、特に支援を要する「保育に欠け  

る」子どものために骨格がつくられた。その後、関係者の尽力により、家庭の状況等に関わらず子どもの健やかな育ちを支援。   

○ 平成9年に、従来の措置制度を一部見直し、市町村が利用者の希望を勘案して入所決定する制度へ。  
しかしながら、待機児童の解消や地域の保育機能の維持など、近年の社会環境の変化による課題に対応しきれていない現状。  

（2）検討に際しての前提   

O「基本的考え方」に基づき、すべての子どもの健やかな育ちの支援を基本に置くこと、  を踏まえること、人口  

3）保育をとりまく近年の社会環境の変化（検討の背景  

㈹ 保育需要の飛躍的増大  

＝特に支援を要する子どもの措置としての性格から、多くの子育て家庭が広く一般的に利用するサービスヘ  
未就学児のいる母親の「就業希望の高さ」と現実の「就業率の低さ止の大きなギャップ   大きなさ  

→女性の就業率の高まりに対応し、子どもに健やかな育ちを支える環境を保障するためには、スピード感ある抜本的拡充が不可欠  

ヒ‥・子育て期の  女性の相当部分はパート等非正規雇用、母親の多くも子どもが小さい間、短時間勤務を希望  き方の  
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3）働（続き）  
④働こ伴う役割の深化  

・‥女性が「就労」を断念せずに「結婚・出産・子育て」ができる社会の実現を通じ、我が国の社会経済や働介護を含む   
社会保障制度全体の持続可能性を確保していくという緊急的・国家的課題に関わる新たな役割が期待されるように。  

⑤ 多額の公費投入を受ける制度としての透明性・客観性等の要請…年間1兆円の公費投入がある制度となったことに伴う要請  

（4）現行の保育制度の課題   

の スピード感あるサービス量の抜本的拡充が  

現行制度は、市町村に「保育の実施義務」を課し、市町村の義務履行を通じ、保護者に保育所が利用される仕組み。  
ただし、「保育の実施義務」には「例外」が有り、保育所が足りなければ、「その他適切な保護」もあり得る（認可外のあっせんでも可）。  
このように、個人に対する利用保障が弱い上、厳しい財政状況との兼合いから市町村の基盤整備も困難な仕組み。   
＊ 他の社会保障制度（医療・介護・障害）では、認定等でサービスの必要性が客観的に認められれば、例外なく受給権が生じ、保険者又は行政  

が、義務的にサービス利用に伴う費用を支払う仕組み。  

ii）認可の裁量性による新規参入抑制  

保育所の認可権看である都道府県に広い裁量有り。待機児童がいる市町村で客観的基準を満たしていても、必ずしも認可されず。   
＊ 他の社会保障制度（医療・介護・障害）では、客観的基準を満たした事業者は、原則として給付対象として指定される仕組み。  

iii）主体間の補助格差や運営費の使途制限等による新規参入抑制  

NPOや株式会社は施設整備補助の対象外。また、運営費収入の使途制限により、既存施設による経験を活かした新規開設に制約。  

iv）保育の必要性の判断と受入保育所決定の一体実施lこ伴う需要 の潜在化  

市町村が保育の必要性の判断と受入保育所決定を一体的に実施。定員より過剰になると、窓口等で需要を潜在化させやすい側面。  

② 深化・多様化したニーズへの対応  

i）保育の必要性の判断基準のあり方  

「保育に欠ける」か否かの判断基準が条例に委ねられており、保育所が足りないと短時間就労は認めないなど、財政状況との兼合い  
等の十分な利用確保がなされていない。  等で基準を厳しくせざるを得ない傾向。また、地域により、   

㈱性の判断基準の内容  

盈盟や塵塵盟、立腹畳だと認められにくい、同居親族がいると認められない等。  

i旧保護者と保育所との関係性  

実情を最も良く理解している保護者・保育所の当事者間で、より良い保育に向けた相互理解や協働をより深めていけるような、より向  

き合った仕組みの制度的な保障   



（居住地域にかかわらず子どもに健やかな育ちを支援する環境を保障しつつ、地域の創意工夫を活かせる  

仕組みの要請）  

（子どもの発達保障のための施設設備・従事者の資質・配置のあり方）   

車i）保育士の養成・研修・処遇等（保育の量の抜本的拡充に向けた計画的養成、専門性向上に向けた研修、処遇改善等）  

等  

④ 認可外保育施設の質の向上   

現在、約1万箇所の認可外保育施設を約23万人の子どもが利用（認可保育所の施設数の1／2、利用児童数の約1割）。   

一部の補助・助成を除き、制度的な公費投入はない。  

・個人立の小規模施設が多く、面積基準を満たしているのは6割以上、調理室は約半数、保育士比率は約6割という現状。  

・利用者の6割は、認可保育所と比較の上で、空きがない等の理由で認可外保育施設を利用しており、すべての子どもに健やかな   

育ちを支える環境を保障するため、脚こ向けた支援が必要。また、公平性確保のための方策も要検討。   

⑤ 人口減少地域における保育機 能の維持・向土  

■ 現行制度では、過疎地域等のための「小規模保育所」（認可保育所）の制度があるが、定員20人以上が求められる。また、   

「へき地保育所」（認可外保育施設）であれば10人で足りるものの、財政支援が一定水準にとどまる。一方、人口減少地域では、   

一般に非常に厳しい財政状況を抱えている中、すべての子どもに地域の子ども集団の中での成長を保障する必要性。   

応）多様な保育サービスについて  

i）休日保育・夜間保育等  

・現行制度では、実施の要否を市町村の判断に委ねているが、整備が進まず（認可保育所に占める実施率は休日保育3．8％、  

間保育0．3％）。事実上、休日・夜間は認可外保育施設の利用とならざるを得ない場合が多く見られる。  

現行制度では、実施の要否を市町村の判断に委ねているが、整備が進まず（認可保育所の利用児童約2700人に1箇所 
1市町村当たり0．4箇所）。また、現行の補助制度は、施設類型毎の単一な単価設定で、受入人数規模や実績に対応せず。  

一方、病児・病後児保育は、利用者数の変動が大きく、脚特質。こうした特質と事業実績の双方に配慮した  

拡充方策が必要。   
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i）基本的仕組み：「質」の確保されたスピード感ある拡充のため、最低基準により客観的に判断。指定制を基本としつつ、検討。  

≠）NPO法人等に対する施設整備補助：施設整備費（減価償却費）相当板の運営費上乗せを検討。ただし、集中的整備促進の   
ための補助や、経過期間における改修費用等の補助は稚持。（社会福祉法人の特性を考慮）  

：他制度の例も参考に見直し。会計基準の適用は引続き検討。株式配当の可否も引続き慎重に検討。  

旬）多様な提供主体の参入や「量」の抜本的拡充に際しての「質lの担保・指導監督   

突然の撤退等により、子どもの保育確保が困難とならないような措置（指定基準のあり方等）について、さらに検討。  

④最低基準：客観的基準（最低基準）を満たす事業者を費用の支払いの対象とし、質を確保。  

⑤ 費用 設定   

○ 所得にかかわりなく一定の質の保育を保障するため、公定価格（公費l  用
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○ 利用量（※実利用量ではなく必要量）に応じた月額単価設定を基本としつつ、安定的運営に配慮。  
○ 保育料（利用者負担）のあり方については、所得に対する十分な配慮を基本に、今後、具体的あり方を検討。   

○ 市町村が、保育の費用の支払い義務を負う。   
○ 保育料の決定は、国の定める基準の下、市町村が行う。保育料徴収は、具体的方策（市町村と保育所の役割等）をさらに検討。  

（∋ 認可保育所の質の向上：以下について、保育所保育指針に示された保育を進めるため、財源確保とともに、さらに詳細を検討。   
○ 保育所に求められる役割、専門性の高まり等に対応した職員配置、保育士の処遇、専門性確保等   
○ 施設長や保育士の研修の制度的保障、実務経験と研修受講を通じてステップアップが図れる仕組み   
○ ステップアップした者の配置に対する費用支払い上の評価等による処遇改善   

○ 保育の質が子どもの育ちに与える影響等について、科学的・実証的な調査・研究により、継続的に検証を行う仕組みを構築 等  

（診 認可外保育施 設の質の引上げ   

○ 最低基準を満たした施設を費  川
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○ 最低基  定水準以上の施設に対する一定期間の経過的財政支援）が必要。   
○ 小規模サービス類型の創設  

（勤 地域の保育機能の維持■向上   

○ 小規模サービス類型の創設、多機能型の支援、人口減少地域において保育所が担ってきた機能のあり方をさらに検討。  

㈹ 多様な保育サービス   

○ 休日保育・早朝・夜間保育：早朝・夜間帯の保育の基準について、その特性を踏まえ、さらに検討。   
○ 延長保育・特定保育：保障上限量を超える利用に対する財政支援、働き方の見直しを踏まえた負担のあり方を併せて検討。   
○ 病児・病後児保育：事業者参入を促進し、実績を評価しつつ安定的運営も配慮した給付設定。  

㈹ 情報公表・評価の仕組み：職員の雇用形態や経験年数等を含め、質に関わる一定の情報を保育所自身と公的主体が公表。  

討において、定貞  
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2 放課後児童クラブについて  

○ 保育と同様に、大きな潜在需要に対応した量の抜本的拡充に向け、場所・人材の確保が大きな課題。  
はガイドライン等で対応している。  ○ 制度上の位置づけも、市町村の努力義務にとどまっており、利用保障が弱い。   

○ 財源面についても、裁量的補助であり、国庫補助基準額と運営費用の実態の帝離が指摘。従事者の処遇も厳しい状況。  

（2）新たな制度体系における方向性  

○ 質の確保を図りつつ、量的拡充を図ることが重要。小学校の活用とともに、財源確保と併せ人材確保のための処遇改善が必要。  
○ 基準の必要性やあり方等、融 面の強化lこついて、さらlこ検討が必要。  

3 すべての子育て家庭に対する支援について  

○ 各種の子育て支援事業は、市町村の努力義務にとどまっており、実施状況に大きな地域格差。  
○ とりわけ、一時預かりについては、保育との公費投入の公平性の観点からも、一定の利用保障が求められる。  

（2）新たな制度体系における方向性  

○ すべての子育て家庭に対し、子育ての孤立感・不安感・負担感の解消に向け、支援を強化する必要性。  
○ 一時預かりの保障強化に向け、制度上の位置づけ（実施 責任、利用■給付方式等）・財源面の強化について、さらに検討が必要。  

○ 相談援助やサービス利用調整等を含む子育て支援のコーディネート機能の位置づけ、地域子育て支援拠点事業の量的拡充  
制度上の位置づけ、財源のあり方についてもさらに検討。  や機能充実、各種事業の担い手の育成等についてさらに検討が必要。   

4 情報公表・評価の仕組みについて  
職員の雇用形態や経験年数等を含め、サービスの質に関する  ○ 利用者のより良い選択、サービスの質の確保・向上等に向け、   

定の情報につき、公的主体による情報公表制度の具体化に向けさらに検討。  
受審促進の方策等についてさらに検討。  度 については、評価機  関の質の向   ○ 第三者評価制  

担について  5 財源・   

○ 社会保障国民会議最終報告の指摘のとおり、少子化対策は国の社会経済や社会保障全体の持続可能性の根幹に関わるもの。   

新たな制度体系の実現には財源確保が不可欠であるが、必要な負担を次世代に先送りすることはあってはならない。社会全体  

（国・地方■事業主・個人）で重層的に支え合う仕組みが必要であることを前提に、新たな制度体系の全体像を検討する中で、   

以下の点について、引き続き検討。   
■ 地方負担については、不適切な地域差が生じないような仕組み、また、公立保育所一般財源化の影響を踏まえた議論  

こついては、働き方と関連の深いサービスなど受益と負担の；  

○  

今後、本報告を踏まえ、「包括性・体系性」「普遍性」「連続性」を備えた新たな制度体系の具体化に向け、税制改革の動向も踏まえ   
ながら、検討を続けていく。   

・】  



要撃  社会保障審議会少子化対策特別部 
第1次報告（案）  

一次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けて－【概要・詳細版】  

をとりまとめ。  ○本部会は、次世代育成支援のための新たな制度体系の設計のため、昨年3月に検討開始、   
○その後「経済財政改革の基本方針2008」の「保育サービスの規制改革について平成20年内に結論」等、各方面より様々な指摘0  
0「基本的考え方」やこうした指摘も踏まえ、本部会は9月に検討を再開、制度の具体化に向け、保育を中心に、●回に渡り議論。   

今後の新たな制度体系の詳細設計に向け、保育を中心に重義論の中間的なとりまとめを行うもの。  

1これからの保育制度のあり方について  
（1）これまでの保育制度が果たしてきた役割  

○現在の保育制度は、昭和20年代、女性の雇用労働者としての就労が一般的でなかった当時、特に支援を要する「保育に欠け   
る」子どものために骨格がつくられた。その後、関係者の尽力により、家庭の状況等に関わらず子どもの健やかな育ちを支援。  

○平成9年に、従渓の を一部見直し、市町村が利用者の希望を勘案して入所決定する制度へ。  
や地域の保育機能の維持など、近年の社会環境の変化による課題に対応しきれていない現状。  しかしながら、待機児童の解消  

（2）検討lこ際しての前提  

O「基本的考え方」に基づき、すべての子どもの健やかな育ちの支援を基本に置くこと  を踏まえること、△月  

3）保育をとりまく近年の社会環境の変イヒニ（検言寸の背景  

需要の飛躍的増大   

面丁毎に支援を要する子どもの措置としての性格から、多くの子育て家庭が広く一般的に利用するサービスへ  
プ
 
 

未就学児のいる母親の蜘  大きなさ  

子どもに健やかな育ちを支える環境を保障するためには、スピード感ある抜本的拡充が不可欠。  →女性の就業率の高まりに対応し、  

已・‥子育て期の女性の相当部分はづ「卜等非正規雇用、母親の多くも子どもが小さい間、短時間勤務を希望  動き方の  

人ひとりの塞と向き合い、成長を支援する必要性   瀾・‥子育て環境が変化する中、  

市すべての子育て家庭への支援の必要性・・t核家族化・地域のつながりの希薄化の中、王卓三の孤立感・不安敵負盟盛が増大  

③地域の保育機能の絶遠 ・・・待機児童がいる都市部等の一方、人口減少が進み、地域の保育機能の維持が困難となる地域も0  
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3）保育をとりまく近年の社会環境の変化（検討の背景）（続き）  

④急速な少子高齢化への対応一社会経済 役割の深化   

■・・女性が「就労」を断念せずに「結婚・出産・子育て」ができる社会の実現を通じ、我が国の社会経済や、年金■医療・介護を含む   
社会保障制度全体の持続可能性を確保していくという緊急的・国家的課題に関わる新たな役割が期待されるように。  

⑤ 多額の公費投入を受ける制度としての透明性・客観性等 の要請・・・年間1兆円の公費投入がある制度となったことに伴う要請   

現行制度は、市町村に「保育の実施義務」を課し、市町村の義務履行を通じ、保護者に保育所が利用される仕組み。  
ただし、「保育の実施義務」には「例外lが有り、保育所が足りなければ、「その他適切な保護」もあり得る（認可外のあっせんでも可）。   

このように、個人に対する利用保障が弱い上、厳しい財政状況との兼合いから市町村の基盤整備も困難な仕組み。   
＊ 他の社会保障制度（医療・介護・障害）では、認定等でサービスの必要性が客観的に認められれば、例外なく受給権が生じ、保険者又は行政  

が、義務的にサービス利用に伴う費用を支払う仕組み。  

ij）認可の裁量性による新規参入抑制   

保育所の認可権着である都道府県に広い裁量有り。待機児童がいる市町村で客観的基準を満たしていても、必ずしも認可されず。   
＊ 他の社会保障制度（医療・介護・障害）では、客観的基準を満たした事業者は、原則として給付対象として指定される仕組み。  

iii）主体間の補助格差や運営費の使途制限等による新規参入抑制   

NPOや株式会社は施設整備補助の対象外。また、運営費収入の使途制限により、既存施設による経験を活かした新規開設に制約。  iv）働掛 こ伴う需要の潜在化   

市町村が保育の必要性の判断と受入保育所決定を一体的に実施。定員より過剰になると、窓口等で需要を潜在化させやすい側面。  

②深化・多様化したチーズへの対応  

i）保育の必要性の判断基準のあり方  

「保育に欠ける」か否かの判断基準が条例に委ねられており、保育所が足りないと短時間就労は認めないなど、財政状況との兼合い  

等で基準を厳しくせざるを得ない傾向。また、地域により、  等の十分な利用確保がなされていない。  

ii）保育の必要性の判断基準の内容  

査盟や短時間、求職者だと認められにくい、同居親族がいると認められない等。  

iii）保護者と保育所との関係性   

実情を最も良く理解している保護者・保育所の当事者間で、より良い保育に向けた相互理解や協働をより深めていけるような、より向  

き合った仕組みの制度的な保障   



（居住地域にかかわらず子どもに健やかな育ちを支援する環境を保障しつつ、地域の創意工夫を活かせる  
仕組みの要請）  

（子どもの発達保障のための施設設備・従事者の資質・配置のあり方）   

iii）保育士の養成・研修■処遇等（保育の量の抜本的拡充に向けた計画的養成、専門性向上に向けた研修、処遇改善等）  

等  

碩）認可外保育施設の質の向上  

・現在、約1万箇所の認可外保育施設を約23万人の子どもが利用（認可保育所の施設数の1／2、利用児童数の約1割）。   
一部の補助・助成を除き、制度的な公費投入はない。   
個人立の小規模施設が多く、面積基準を満たしているのは6割以上、調理室は約半数、保育士比率は約6割という現状。  

・利用者の6割は、認可保育所と比較の上で、空きがない等の理由で認可外保育施設を利用しており、すべての子どもに健やかな   
育ちを支える環境を保障するため、最低基準の到達に向けた支援が必要。また、公平性確保のための方策も要検討。  

⑤‡人口減少地域における保育機 能の維持・向上  

・現行制度では、過疎地域等のための「小規模保育所」（認可保育所）の制度があるが、定員20人以上が求められる。また、   
「へき地保育所」（認可外保育施設）であれば10人で足りるものの、財政支援が一定水準にとどまる。一方、人口減少地域では、   
一般に非常に厳しい財政状況を抱えている中、すべての子どもに地域の子ども集団の中での成長を保障する必要性。   

（説 多様な保育サービスについて  

⊥〕㈱夜間保育等  

・現行制度では、実施の要否を市町村の判断に委ねているが、整備が進まず（認可保育所に占める実施室は休日保育3．8‰  
間保育0．3％）。事実上、休日・夜間は認可外保育施設の利用とならざるを得ない場合が多く見られる。  

現行制度では、実施の要否を市町村の判断に委ねているが、整備が進まず（認可保育所の利用児童約2700人に1箇所、  
1市町村当たり0．4箇所）。また、現行の補助制度は、施設類型毎の単一な単価設定で、受入人数規模や実績に対応せず。  
一方、病児・病後児保育は、利用者数の変動が大きく、運営が安定し難い特質。こうした特質と事業実績の双方に配慮した  

拡充方策が必要。   
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豊」象△型蛙鰻重  

⊥⊥基本的仕組み ‥「質」の確保されたスピード感ある拡充のため、最低基準により客観的に判断。指定制を基本としつつ、検討。  

止辿巨塑造人≡引こ対する施設整備ネ甫助：施設整備費（減価償却費）相当額の運営費上乗せを検討。ただし、集中白勺整備促進の   
ための補助や、経過期間における改修費用等の補助は維持。（社会福祉法人の特性を考慮）  

：他制度の例も参考に見直し。会計基準の適用は引続き検討。株式配当の可否も引続き慎重に検討。  

虹剋塵僅二過重監査   

突然の撤退等により、子どもの保育確保が困難とならないような措置（指定基準のあり方等）について、さらに検討。  

旦＿凰星基準」：客観的基準（最低基準）を満たす事業者を費用の支払いの対象とし、質を確保。  

○ 所得にかかわりなく一定の質の保育を保障するため、公定価格（公真による補助額＋利用者負担額）。   
○ 利用量（※実利用量ではなく必要量）に応じた月額単価設定を基本としつつ、安定的運営に配慮。   
○ 保育料（利用者負担）のあり方については、所得に対する十分な配慮を基本に、今後、具体的あり方を検討。  

淑左迭   

○ 市町村が、保育の費用の支払い義務を負う。   
○ 保育料の決定は、国の定める基準の下、市町村が行う。保育料徴収は、具体的方策（市町村と保育所の役割等）をさらに検討。  

丑過払土 二 以下について、保育所保育指針に示された保育を進めるため、財源確保とともに、さらに詳細を検討。   
○ 保育所に求められる役割、専門性の高まり等に対応した職員配置、保育士の処遇、専門性確保等   
○ 施設長や保育士の研修の制度的保障、実務経験と研修受講を通じてステップアップが図れる仕組み   
○ ステップアップした者の配置に対する費用支払い上の評価等による処遇改善   
○ 保育の質が子どもの育ちに与える影響等について、科学的・実証的な調査・研究により、継続的に検証を行う仕組みを構築 等  

塵孟監亘弘倶喜施設但雲担迫L土ぜ   

○ 最低基準を満たした施設を費用支払いの対象とすることを基本とする。   
○ 最低基準到達支援（最低基準への到達に向けた一定水準以上の施設に対する一定期間の経過的財政支援）が必要。   
○ 小規模サービス類型の創設  

盈脚L匝土   
○ 小規模サービス類型の創設、多機能型の支援、人口減少地域において保育所が担ってきた機能のあり方をさらに検討。  

姐多様な保育サニビ星   

○ 休日保育・早朝・夜間保育：早朝・夜間帯の保育の基準について、その特性を踏まえ、さらに検討。   
○ 延長保育・特定保育：保障上限量を超える利用に対する財政支援、働き方の見直しを踏まえた負担のあり方を併せて検討。   
○ 病児一病後児保育：事業者参入を促進し、実績を評価しつつ安定的運営も配慮した給付設定。  

価の仕組塾：職員の雇用形態や経験年数等を含め、質に関わる一定の情報を保育所自身と公的主体が公表。  

今後の検討において、定員別   
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はガイドライン等で対応している。   ○ 制度上の位置づけも、市町村の努力義務にとどまっており、利用保障が弱い。  

○ 財源面についても、裁量的補助であり、国庫補助基準額と運営費用の実態の帝離が指摘。従事者の処遇も厳しい状況。  

（2）新たな制度体系における方向性  

○ 質の確保を図りつつ、量的拡充を図ることが重要。小学校の活用とともに、財源確保と併せ人材確保のための処遇改善が必要。   
○ 基準の必要性やあり方等、制度上の位置づけ（実施責任、腑引、財源面の強化lこついて、さらlこ検討が必要。  

3 すべての子育て家庭に対する支援について  

○ 各種の子育て支援事業は、市町村の努力義務にとどまっており、実施状況に大きな地域格差。  
○ とりわけ、一時預かりについては、保育との公費投入の公平性の観点からも、一定の利用保障が求められる。  

（2）新たな制度体系における方向性  

○ すべての子育て家庭に対し、子育ての孤立感・不安感・負担感の解消に向け、支援を強化する必要性。  
○ 一時預かりの保障強化に向け、制度上の位置づけ（実施責任、利用・給付方式等）・財源面の強化lこついて、さらlこ検討が必要。  

○ 相談援助やサービス利用調整等を含む子育て支援のコーディネート機能の位置づけ、地域子育て支援拠点事業の量的拡充  
や機能充実、各種事業の担い手の育成等にういてさらに検討が必要。制度上の位置づけ、財源のあり方についてもさらに検討。  

公表二証．価成＿仕戯腿て  
○ 弄り用者のより良い選択、サービスの質の確保・向上等に向け、職員の雇用形態や経験年数等を含め、サービスの質に関する   

一定の情報につき、公的主体による情報公表制度の具体化に向けさらに検討。  
○ 第三者評価制度については、評価機関の質の向上、受審促進の方策等についてさらに検討。  

5 財源■費用負担について  
○ 社会保障国民会議最終報告の指摘のとおり、少子化対策は国の社会経済や社会保障全体の持続可能性の根幹に関わるもの。   

新たな制度体系の実現には財源確保が不可欠であるが、必要な負担を次世代に先送りすることはあってはならない。社会全体  

（国・地方・事業主個人）で重層的に支え合う仕組みが必要であることを前提に、新たな制度体系の全体像を検討する中で、   

以下の点について、引き続き検討。  

・地方負担については、不適切な地域差が生じないような仕組み、また、公立保育所一般財源化の影響を踏まえた議論  

旦については、h働き方と関連の深い士＝ビスなど受益と急迫瓜  

○ 今後、本報告を踏まえ、「包括性・体系性」「普遍性」「連続性」を備えた新たな制度体系の具体化に向け、税制改革の動向も踏まえ   
ながら、検討を続けていく。   
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して第1次報告を行うものである。【別紙3】  

なお、検討に際しては、  

日々子育てに向き合っている保護者の支援はもちろんのこと、いかに「子ども   

の視点」を尊重する仕組みとするかが重要であること  

・都市部と地方部等、地域により子育て支援の課題やニーズに違いがあることを   

踏まえ、地域にかかわらず保障されるべき共通の施策とともに、地域の特徴に応   

じた柔軟な施策の展開を促すことのできる仕組みとする必要があること  

という認識の下に取り組んできた。これらは今後の詳細設計に際しても重要な視点  

である。  

また、本第1次報告は、仕事と子育ての両立支援、とりわけ保育制度のあり方   
を中心としたものとなったが、次世代育成支援のためには「すべての子育て家庭   

への支援」も同様に重要な課題であり、今後十分に議論が深められる必要がある。  

さらに、少子化の流れを変えるためには、次世代育成支援のための給付・サービ   

ス基盤の拡充のみならず、男女を通じた働き方の見直しによる「仕事と生活の調   

和」の実現が「車の両輪」として力強く進められることが不可欠である。  

「『子どもと家族を応援する日本』重点戦略」（平成19年12月27日少子化社   

会対策会議決定）においても、「結婚」「出産」「子育て」に関する国民の希望と   

現実の間には大きな帝離があり、その帝離を生み出している要因としては、「結   

婚」については若い人々の経済的基盤、雇用・キャリアの将来の見通し、安定性   

に対する不安が、また、「出産」l羊ついては子育てしながら仕事を続けられる見   

通しや仕事と生活の調和の確保度合いの低さ等が指摘されている。  

当部会の今後の検討に際しても、常に、この「仕事と生活の調和」の実現の重   

要性を意識しながら進められる必要がある。   

はじめに   

社会保障審議会少子化対策特別部会においては、平成19年末の「『子どもと家族  

を応援する日本』重点戦略」のとりまとめを受け、昨年3月より、6回に渡り議論  
を行い、昨年5月20日、「次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた  

基本的考え方」（以下「基本的考え方」という。）をとりまとめた。【別紙5】  

「基本的考え方」においては、新たな制度体系が目指すものとして、「すべての子  

どもの健やかな育ちの支援」を基本におくとともに、「国民の希望する結婚・出産・  

子育てが実現できる社会」としていくこと、また、「未来への投資」として将来の我  

が国の担い手の育成の基礎を築いていくことを確認した。   

また、新たな制度体系に求められる要素として、「包括性・体系性」（様々な考え  

方に基づいて実施されている各種の次世代育成支援策の包括化・体系化）とともに、  

「普遍性」（誰もが、どこに住んでいても、必要なサービスを選択・利用できること）、  

「連続性」（切れ目ない支援が行われること）を備えるべきものと確認した。   

さらに、我が国の次世代育成支援に対する財政投入量は、欧州諸国と比較して際  

だって低水準であることも踏まえれば、今後、一定規模の効果的財政投入が必要で  

あり、そのための負担は、税制改革の動向を踏まえつつ、社会全体（国、地方公共  
団体、事業主、個人）で重層的に支え合う仕組みが求められることを確認した。  

その後も、「保育サービスの規制改革について平成20年内に結論を得る」ことと  

された「経済財政改革の基本方針2008」（昨年6月27日閣議決定）をはじめとして、  

次世代育成支援に関しては、各方面より様々な指摘がなされている。  

また、社会保障国民会議最終報告（昨年11月）においては、新たな制度体系の構築  
に向け、潜在的な保育サービス等の需要に対し、速やかにサービス提供されるシス  

テムとすることや、子どもや親の視点に立った仕組みとすること等に対する期待が  

寄せられている。また、少子化対策は、社会保障制度全体の持続可能性の根幹にか  

かわる政策であり、その位置付けを明確にした上で、効果的な財政投入を行うこと  

が必要であり、「未来への投資」として、国・地方・事業主・国民が、それぞれの役割  

に応じ、費用を負担していくよう、合意形成が必要等とされた。  

さらに、その後、「持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた『中期プ  

ログラム』」（昨年12月24日閣議決定）において、税制抜本改革により安定財源を  

確保すべき施策の中に、少子化対策が位置付けられた。また、同プログラムにおい  

ては、改革の諸課題を記載した「社会保障の機能強化の工程表」の中に、少子化対  

策に関する新たな制度体系の設計の検討が位置づけられた。  

本部会においては9月に議論を再開し、これらの各方面の指摘も踏まえ、制度の  

具体化に向け、保育の提供の新しい仕組みを中心に、●回に渡り、議論を重ね、こ  

のたび、今後の新たな制度体系のさらなる検討に向け、議論の中間的とりまとめと  

2  
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1これからの保育制度のあり方について  

（1）これまでの保育制度が果たしてきた役割  

○ 現行の保育制度は、昭和20年代に、未だ核家族化が進んでおらず、また、   

女性の雇用労働者としての就労が一般的でなかった時代に、特に支援を必要と   

する家庭（「保育に欠ける」児童）に対する福祉として、その骨格がつくられ   

た。その後、昭和36年に「保育に欠ける」旨の判断に関する基準が通知によ   

り示されるなどして今日に至っている。   

○ その後、保育関係者の長年の尽力により、我が国は、家庭の状況や保護者の   

所得にかかわらず、すべての子どもに健やかな育ちを支える環境を保障してき   

た。諸外国に比べ、決して手厚いとは言えない従事者の配置の中で、累次の保   

育所保育指針の改定に対応し、入所する児童の最善の利益を第一に考え、その   

福祉を積極的に推進することに最もふさわしい生活の場を目指し、乳幼児の健   

全な心身の発達を図るための努力が重ねられてきた。保護者からの保育所に対   

する信頼は一般に厚〈、社会から寄せられる期待も非常に大きい。   

○ また、少子化が進み、地域の中で子ども同士の交わりを通じた成長が保障し   

づらくなっている中、保育所は、全国を通じ、集団の中で子どもが成長する機   

会を保障する役割も担っている。我が国では、人口減少が進む過疎地域であっ   

たとしても、ほぼすべての子どもに、小学校就学前に集団の中で子どもが成長   

する機会を保障できるようになっており、このような地域においては、とりわ   

け保育所が多くの子どもの育ちを担っている。   

○ さらに、待機児童の多い都市部を中心に、定員を超過しながらの積極的な受   

入れにも努めるなど、限られた保育資源の中で、可能な限りの受入れの努力が   

なされてきた。また、近年は、「保育に欠ける」子どもに対する保育のみならず、   

地域の核として、多様な子育て支援に取組む場面も多〈見られるようになって   

きている。   

○ こうした中、平成9年には、従来の措置制度を一部見直し、利用者が入所希   

望保育所を記載した上で、市町村へ利用申込みをし、市町村が利用者の希望を   

勘案して入所決定する制度に改めることにより、利用者による選択を可能とす   

る仕組みを目指した。しかしながら、後述するように、利用者に対するサービ   

ス保障が弱く、また、事業者の新規参入が行政の広い裁量に委ねられているこ   

とから、その範囲内において、より適正な判断を目指し、財政状況との兼合い   

からも厳格にならざるを得ない等により、都市部を中心に待機児童が解消され   

ておらず、真に選択が可能な状況に至っていない。また、人口減少が進む地域   

において、統廃合を迫られ、地域の保育機能の維持が難しくなっている等、近   

年の社会環境の変化に対応しきれていない現状がある。  

4  

（2瑚ビスの提供のイ士組みの横言引こ際しての前提  

○ 本部会は、昨年5月の「基本的考え方」において、質の確保された保育サー   

ビスを量的に拡大し、利用者の多様なニーズに応じた選択を可能とするため、   

保育の公的性格・特性を踏まえた新たな保育メカニズム（完全な市場メカニズ   

ムとは別個の考え方）として、新たな提供の仕組みを検討してい〈方向を示し   

たところである。   

○ こうした「基本的考え方」を踏まえ、新たな保育の提供の仕組みの検討に際   

しての前提を以下のように整理した。  

◇ 良好な育成環境の保障を通じたすべての子どもの健やかな育ちの支援が  

必要であり、所得等によって利用できるサービスの質など子どもの発達保障  

が左右されない仕組みが必要であること  

◇ 情報の非対称性や、質や成果の評価に困難が伴うこと、選択者（保護者）  

と最終利用者（子ども）が異なることといった保育サービスの特性を踏まえ、  

保護者の利便性等の視点だけでなく、子どもの健全な発達保障の視点が重要  

であること  

◇ 規としての成長の支援など保育サービスの提供者と保護者の関係は経済  

取引関係で捉えきれない相互性があること  

◇ 急速な児童人口減が現実化している地域の保育機能の維持・向上が図られ  

るような仕組みが必要であること  

◇ 保育サービスは、利用の態様等から、生活圏で提供されることが基本の地  

域性の強いサービスであること  

◇ 新しい仕組みを導入する場合には、保育サービスを選択できるだけの「量」  

が保障されること、また、それを裏付ける財源の確保がなされることが不可  

欠であること  

（3）保育委とりまく近年の社会環境の変化（保育制度の検討が必要となっている葺景）   

こうした検討の前提も踏まえ、保育をとりまく近年の社会環境をみると、以下  

のような変化が見られる。   



また、女性の育児期の働き方に対する希望を見ても、子どもが0歳の間は、  

育児休業の取得や育児に専念することを希望し、子どもが1歳～小学校就学  

前の問は、短時間勤務を希望し、小学校就学後には、フルタイムで残業のな  

い働き方を希望する母親が多くを占めている。  

また、少数ではあるが、医療現場などの交代制勤務者やサービス業など、  

夜間・深夜・休日に就労する女性もいる。その一方で、夜間・深夜・休日の  

保育の受け皿の整備はほとんど進んでいない。このため、夜間・深夜・休日  
に就労する場合、ベビーホテルなど公費の支援がない認可外保育施設に頼ら  

ざるを得ない現状にある。   

T「尼迅西暦訳同盟㌧習鋭意臼且   

核家族化が進んだ今日においては、子育て経験を有する祖父母と同居する  

者は少なく、日々の子育ての中で支援や助言を受けながら、自然に子育ての  

力を高めていくことが難しい。   

また、現在の母親世代は、自らの兄弟姉妹の数も減少しており、年の離れ  
た兄弟姉妹の育ちを間近で見た経験も少なく、自らの子育て力に自信が持て  

ないと感じる親が増えている。   

加えて、地域のつながりも希薄化し、近隣の支援が期待しにくくなってお  

り、孤立感・不安感・負担感も大きい。   

さらに、働き方の見直しが進められるべき一方で、現実には、子育てと仕  

事の両立は様々な局面において容易ではない。   

このように子育て環境が変化する中、保育は、子どもを預かり、養護と教  

育を行うのみならず、一人ひとりの親と向き合い、親としての成長や、仕事  
をしながら子どもを健やかに育てていくことを支援する役割が求められてき  

ている。   

却）すべての子育て家庭への支援の必要性   

核家族化が進み、地域のつながりも希薄化する中で、従来一般的であった  

親族や近隣の支援が得られにくくなり、親が孤立感・不安感・負担感の中で  

子育てに向き合う場面が増えている。こうした側面は、保育所等による支援  

がなされにくい専業主婦家庭により強く見られる。  

の 保育需要の飛躍的増大   

＝共働き世帯の増加（サービスの一般化）   

我が国は、1990年代頃まで、被雇用者である夫と専業主婦から構成される   

世帯が多数を占め、被雇用者の共働き世帯は少数であった。しかしながら、  

1997年を境に共働き世帯が専業主婦世帯を上回り、その後も、共働き世帯の   

割合が年々増加し続けている。  

このように、女性の雇用労働者としての働き方が一般化した今日、保育は、   

特別に支援を必要とする家庭に対する措置としての性格から、多くの子育て   

家庭が広く一般的に利用するサービスヘと変化し、多くの子どもの健やかな   

育ちの基盤としての役割を担うようになってきた。   

iり大きな潜在需要（未就学児がいる母親の「就業希望の高さ」と現実の「就業率の   

低さ」との大きなギヤップ1  

それでもなお、我が国は、未就学児がいる母親の就業率が相当低い水準に   

あり、欧州諸国と比較しても際だっている。  

しかしながら、これは我が国の女性の就業意欲が低い結果では決してない。   

現在、働いていない未就学児がいる母親であっても、就業希望を持っている   

者は非常に多く、「就業希望の高さ」と現実の「就業率の低さ」との間には、   

大きなギャップが存在する。そして、未就学児がいる母親のうち、実際に働   
いている者の率（就業率）と、働いていないが就業希望を持っている者の率   

（潜在的就業率）を足し合わせると、スウェーデンやフランスといった女性   

の労働市場参加が進んだ欧州諸国に近い水準に到達する。  

今後、こうした未就学児がいる母親の就業希望の実現を支え、女性の労働   

市場参加を進めていく中で、すべての子どもに健やかな育ちを支える環境を   

保障していくためには、昨年2月の「新待機児童ゼロ作戦」で示されたよう   

に、質の確保された保育サービス量を、スピード感をもって抜本的に拡充す   

ることが不可欠となってきている。  

頑  

②保育需要の深化・多様化   

＝働き方の多様化（短時間・夜間・休日等）  

一方で、我が国の女性の働き方を見ると、依然として第一子出産を機に退   

職する女性が多く、その後正社員としての復職が必ずしも容易でないことも   

あり、子育て期である30～40代の女性の相当部分は、パートを中心とする非   

正規雇用となっている。  

③地域の保育機能の維持の必要性   

一方、人口減少が進み、地域の保育機能の維持が困難となっている地域も   

みられる。   

小学校就学前に幼稚園又は保育所を経験した比率（幼児教育経験者比峯）   

を見ると、1970年頃は全国と過疎地域とでは大きな格差があったが、近年は  
ほぼ格差がなくなり、過疎地域においても、ほとんど（97％）の子どもが小学  

7   



校就学前に集団の中で成長する機会を得られるようになってきた。   

しかしながら、こうした人口減少地域においては、年々児童数が減少し、  

地域の子どもに、集団の中での成長を保障していくことが困難となってきて  

いる。子どもの健やかな育ちのためには、子ども同士の関わりが欠かせない。  

児童数が減少し、自然には子ども集団が形成されにくい地域にこそ、保育所  

の機能の維持が大きな意味を持つ。   

待機児童の解消という緊急度の高い大きな課題のみならず、こうした児童  

人口が急速に減少する地域における保育機能の維持という両方の課題に、地  

域の実態の差を把握しつつ、取り組んでいく必要がある。  

課題となっている。  

妙現行の保育制度の課題   

①二珊ビス量の抜本的拡充が困難  

「待機児童の解消」が重要な政策課題となって久しい。この間、現行制度   

の下で、各自治体による保育所の整備が続けられてきた。しかしながら、過   

去5年間（平成15～20年）をみても、13万人の定員増に対し、待機児童は  
7千人しか減少していない。  

これは、行政に入所申込みをすることにより「待機児童」として把握され   

ている数は、顕在化した一部の需要であり、その背後には、保育が利用でき   
ないために求職活動もできずに就労を断念するなど、申込み以前に保育の利   

用を諦めていたり、「待機」する余裕なく認可外保育施設の利用に至っている  

などの大きな「潜在需要」があることを示している。  

先に述べた女性の就業希望を実現するためには、昨年2月の「新待機児童   

ゼロ作戦」において示されたとおり、今後10年間で、保育サービスの提供   

率（その年齢の子どもに占める保育サービス利用児童の割合）を、0～2歳  

で20％（平成19年度）から38％に引き上げることが必要とされており、従  

来のペースを造かに上回る抜本的な拡充が求められている。  

一方、待機児童はごく一部の限られた都市の問題であるという認識がなさ   

れやすい。しかしながら、既に顕在化している待機児童だけを捉えても、待   

機児童のいる市町村数は全国の2苦りを占め、また、当該市町村に居住する子  

育て世代（20～39歳）の人口は7割近くに達する。  

さらに、働く希望を持つすべての女性が保育を利用できるためには、現在、  

既に待機児童として把握され顕在化している需要を造かに上回る「潜在需要」  

が存在していることを踏まえる必要がある。今、既に顕在化している待機児  

童を解消しても、女性の就業率が上昇すれば、過去においてもそうだったよ  

うに、次々と潜在需要が出てくると考えられる。人口減少が著しい地域など  

に対する配慮とともに、全国的な課題として取り組んでいくことが求められ  

る。  

このように、保育の量のスピード感ある抜本的拡充は喫緊の課題であるが、  

他方、現行制度には以下の制度的課題がある。   

み 急速な少子高齢化への対応 一 社会経済の変化に伴う役割の深化   

我が国は、近年の急速な少子高齢化によって、  

女性が「結婚・出産」のために「就労」を断念すれば、労働市場参加が   

進まないことにより、中期的（～2030年頃）な労働力人口の減少が避け  

られず、  

・逆に、「就労」のために「結婚・出産」を断念すれば、出生率の低下を通  

じた人口減少により、長期的（2030年以降）な労働力確保が困難となる   

という状況におかれており、女性の労働市場参加の促進と、国民が希望する  

結婚・出産・子育ての実現という二兎を追わなければならない状況におかれ  

ている。  

そして、労働力人口の減少は、経済成長を大きく制約し、ひいては年金・  

医療・介護を含む我が国の社会保障全体の持続可能性に大きな影響を及ぼす。  

こうした中で、保育は、現に「保育に欠けている」子どもに対する福祉と  

いう従来からの役割を超え、女性が「就労」を断念せずに「結婚・出産・子  

育て」ができる社会の実現を通じ、我が国の社会経済や社会保障全体の持続  

可能性を確保していくという緊急的・国家的課題に関わる新たな役割が期待   

されるに至っている。   

そして、この保育の新たな役割は、すべての子どもに健やかな育ちを支え  

る環境を保障しながら果たしていかなければならない。  

⑤頗性等の要言青  

近年の保育需要の飛躍的増大に伴い、保育制度は、国・地方を通じ、年間  

1兆円もの公費投入を受ける制度となっており、様々な次世代育成支援策の   
中でも、児童手当制度に並び、最も大きな公費が投じられている。  

こうした多額の公費投入を受ける制度としての透明性・客観性等の確保が   

求められるようになってきており、また、財源の公平・公正な配分が重要な  
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i）利用保障醐  
ことも許容せざるを得ない仕組み）   

現行制度では、市町村に対して、「保育の実施義務」（認可保育所において  

保育する義務）を課しており、市町村による義務履行（＝公立保育所におい  

て自ら保育するか、私立保育所へ保育を委託）を通じて、保護者に認可保育  

所が利用される仕組みとなっている。   

ただし、「保育の実施義務」には例外が設けられており、「付近に保育所が  

ない等やむを得ない事由」があるときは、「その他適切な保護」（認可外保育  

施設のあっせんでも可）もあり得るという制度となっている。  

このように、現行制度においては、個人が保育サービスを利用できるか否  

かが市町村の判断に委ねられており、特に、地域に認可保育所が足りない場  

合には、「保育に欠ける」と判断された場合であっても、市町村が財政状況と  

の兼合い等で、支援を受けられないことも許容せざるを得ない仕組みとなっ  

ている。このように、個人に対しては、権利としての利用保障がなされない  

上、市町村に対しても、厳しい財政状況との兼合いから認可保育所の基盤整  

備が困難な仕組みとなっている。  

一方、他の社会保障制度（医療・介護・障害）においては、近年の改革も  

あり、行政による認定等によって客観的にサービスの必要性が認められた者  

に対しては、例外なく受給権が生じ、受給権に基づくサービス利用に伴う費  

用の支払いを、保険者又は行政が義務的に行う仕組みとなっている。   

旧認可の裁量岨こよる新規参入抑制   

さらに、現行の保育所の認可制度には、認可権者である都道府県に、認可  

の可否の判断に対する幅広い裁量が認められている。このため、待機児童が  

いる市町村で、かつ、客観的な基準を満たしている事業者からの申請であっ  

たとしても、地域の直面する状況によっては、必ずしも認可されないことも  

ある制度となっている。  

一方、他の社会保障制度（医療・介護・障害）においては、客観的な基準  

を満たした事業者は、入院・居住系を中心とする一部のサービスを除き、給付  

対象として指定される仕組みとなっており、指定拒否できる事由が限定的に  

列挙されている。このように、原則として、行政が供給量を抑制することの  

ない、透明度の高い仕組みとなっている。   

とりわけ介護・障害については、従来は、新規の事業者参入に対し、行政  

が幅広い裁量を有する仕組みを採ってきたが、近年の改革により、i）の利  

用保障の強化（行政による客観的な認定に基づく受給権の付与）とも併せ、  

客観的な基準を満たした事業者に対する裁量性のない指定制を導入したこと  

により、飛躍的なサービス量の拡充が図られた。これらの制度にはそれぞれ  
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課題があるものの、サービス量の拡充に際しては、制度改革により大きな成  

果を挙げている。   

㈱こよる新規参入抑制   

また、現行制度においては、初期投資費用である施設整備費用については、  

保育所運営費負担金においては手当てせず、「次世代育成支援対策施設整備交  

付金」（ハード交付金）において手当しているが、同交付金は社会福祉法人や  

公益法人等のみを対象としており、NPO法人や株式会社に対しては手当さ  

れない。このように、公費投入におけるイコールフッティングが図られてい  

ないために、NPO法人や株式会社において初期投資費用の回収が難しく、  

新規参入が活発に進みにくい現状にある。  

さらに、保育所運営費負担金の使途制限において、原則として当該保育所  

の運営費に充当することを求めており、新規の保育所設置費用への充当に一  

定の制限を設けているため、保育所の運営実績のある法人が、その経験を活  

かした新規開設を行うことに制約がある。また、保育所の土地建物の賃借料  

への充当にもー定の制限が設けられているため、賃借による機動的な保育所  

設置が図られにくい。さらに、株式会社の配当への充当が認められていない  

ため、株式会社として参入しづらいとの指摘がある。  

会計基準の適用においても、株式会社であっても、社会福祉法人会計基準  

の適用を求めており、事務的負担が大きいという指摘もある。   

叫）保育の必要性の判断と受入保育所決定の一体実施に伴う需要の潜在化   

さらに、現行制度においては、市町村が、個々人の保育の必要性の判断（「保  

育に欠ける」か否かの判断）と、受入保育所の決定とを一体的に行っている  

ため、地域の認可保育所に空き定員がなく、受入保育所が決定できない場合  

には、窓口においてその旨が伝えられることにより、申込みに至るまでもな  

く諦めざるを得ない事例が指摘されている。   

また、行政が、個々人が利用する受け皿まで個別に決定し、委託していく  

仕組みは、今後の大幅な需要の増加やニーズの多様化を適切に供給主体に伝  

え、それぞれに対応していくことを困難にさせることにもつながり、円滑な  

供給増を図っていく上では課題が多い。  

瞳1  

② 深化・多様化したニーズへの対応   

＝保育の必要性の判断基準のあり方  

現行制度においては、市町村が保育の実施義務を負う対象を「保育に欠け   

る」児童と定義し、「保育に欠ける」か否かの判断基準は、全国的には大枠の   

基準を示すのみであり、詳細の基準は各市町村の条例に委ねる仕組みを採っ  
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地域の柔軟な対応を可能としつつ、地域の財政事情等が判断基準に影響を与  

えたり、不適切な地域差が生じることがないように配慮すべきである。   

噸内容   

また、国で定めている大枠の基準の内容を見ても、就労に関する基準は、  

「昼間」の就労を「常態」としていることを求めており、早朝・夜間の就労  

や、短時間勤務の者、現に就労していない求職者などが保育の必要性を認め  

られに〈い基準となっている。こうした現状からは、就労時間帯を問わず、  

また、短時間であっても、就労量に応じて利用を保障する方向を、また、求  

職者であったとしても保障される方向を制度的に明確にすることが求められ  

ている。  

また、政令において、同居親族等が保育できない場合にのみ、補足的・例  

外的に保育の必要性を認める仕組みとしており、家族形態によって、認めら  

れにくくなっている面がある。   

卿開所時間に着目した区分   
現行制度においては、基本的に、一定の「開所日数」（日曜・祝日以外の週   

6日）と、「開所時間」（一日11時間）の範囲内であるか否かによって、保  

育の提供の仕組みを区分するという、いわば提供者側から捉えた仕組みとな   

っている。  

また、この一定の「開所日数」・「開所時問」を超える休日や早朝・夜間の  

保育については、実施の要否を市町村の判断に委ねた上で、必要なかかり増   

し経費を奨励的に補助する仕組みを採っているが、認可保育所においては、  

現場の環境や体制が抱える課題を克服する困難を伴うこともあり、補助制度   

の活用と十分な受け皿の整備が進んでいない。このため、休日や早朝・夜間   

など、働き方により、利用時間が保育所の「開所日数い「開所時問」とずれ   

ている場合には、受け皿自体がなく、事実上、認可外保育施設の利用となら   

ざるを得ない仕組みとなっている。   

付）保護者と嘩育所との関係性   

現行制度においては、市町村に保育の実施義務が課せられており、保護者   

は市町村へ保育の利用の申込みを行い、市町村が入所保育所を決定の上、市   

町村が保育所に対し、個々の子どもの保育を委託する仕組みとなっている。   

このような仕組みは、保護者・保育所の保育の利用・提供双方にとって、  

信頼性・安定性が期待できる仕組みである一方、市町村との関係性に重点が   

置かれた仕組みとなっている面が否めない。   

保育所にとっても、利用の申込みが間接的であることから、需要動向や選   

ばれている実感が伝わりにくく、保護者にとっても積極的な参画意識等が醸   

成されにくい面もある。さらに当事者である保護者と保育所の問に法的関係  
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ている。   

各市町村の条例を見ると、需要が供給を上回り、受入保育所の決定が難し  
い地域であるほど、例えば週4日以上の就労でないと認めないなど、財政状  

況との兼合い等で基準を厳し〈せざるを得ない傾向にあり、逆に、供給と需  

要が均衡した、又は供給が需要を上回る地域では、大括りで緩い基準とする  

傾向にある。このような傾向は短時間勤務の取扱いのみならず、求職者の取  

扱い等においても市町村の状況により散見される。  

このように、本来であれば、女性の労働市場参加が進む中で、すべての子  

どもに健やかな育ちを支える環境を保障していくためには、短時間勤務、求  
職中等を含め、住んでいる地域に関わらず普遍的に保育の必要性が判断され  

るべきであるが、現行制度では、保育の実施義務の例外規定もあり、市町村  

1の厳しい財政状況との兼合い等で、保育の必要性の判断基準の方を、地域の  

保育の供給基盤の状況に合わせざるを得ない現状がある。  

また、母子家庭や虐待事例など、特に優先的に利用確保されるべき子ども  

について、優先すべきとする概括的な方針を示してはいるものの、市町村に  

ょっては、基本的な優先度を就労量により決定した上で、同一優先ランク内  
の調整指数として勘案したり、そもそも基準に位置づけられていなかったり  

する事例も見受けられる。  

このような実情を踏まえれば、女性の労働市場参加が進む中ですべての子  
どもに健やかな育ちを支える環境を保障すること、また、母子家庭や虐待事  

例など特に優先すべき子どもの利用確保を確実に図ることを国全体で共通的  

に進めていくためには、居住市町村に関わりなく、保育の必要性が認められ  

るべき範囲や、優先的に利用確保されるべき子どもについて、国が定めるこ   

とが求められる。  

一方で、地域によっては、都市部など多様な就労形態が多く見られたり、  
農林漁業など被雇用者でない就労者が多い場合など、平均的な過当たりの就  

労時間で保育の必要量を一律に計ることが難しく、地域の実情に応じたきめ  

細かな判断基準が求められる場合もある。   

また、過疎地域やへき地など、児童人口が著しく少なく生活圏域内に幼稚  
園がない場合、当該地域における保育所は、小学校就学前に集団の中で子ど  

もが成長することを保障する役割を果たしており、保育の必要性の判断を柔  

軟に行うことが求められる地域もある。  

これらの現状を踏まえれば、国が保育の必要性が認められるべき範囲や、  

優先的に利用確保されるべき子どもについての基本的事項を定めた上で、さ   

らに地域の実情に応じた対応を可能とする仕組みが求められる。その際には、  
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がない構成であることから、結果的に、保育所においてニーズに即応した対   

応がしづらいという声もある。   

このため、入所前・後を通じ、実情を最も良く理解している保護者■保育   

所の当事者間で、より良い保育に向けた相互理解や協働をより深めていける   

ような、より向き合った仕組みの制度的な保障が求められている。   

V）すべての子育て家庭に対する支援の必要性  

現行制度においては、専業主婦家庭については、基本的に保育の必要性が   

認められておらず、現に、3歳未満の子どもの8割は、家庭内で育てられて   

いる。今後、保育の量の抜本的拡充を進め、潜在需要を満たしたとしても、   

未就学児のいる母親のなお半数は、育児に専念する状況と想定される。  

しかしながら、前述のとおり、核家族化が進み、地域のつながりも希薄化   

した今日においては、従来一般的であった親族や近隣の支援が得られにくく   

なっており、専業主婦家庭の方がより孤立感・不安感・負担感を抱えながら   

子育てをしている現状がある。孤独で密室化し、周囲の支援が受けられない   

状況の中では、児童虐待に至るリスクも相対的に大きい。  

また、多額の公費を投入する制度としての公平性の観点からも、専業主婦   

家庭に対する一定の支援が求められる。  

生活の空間があるかどうかという点も重要である。  

また、最低基準においては、保育従事者には保育士資格を有することを求   

めている。保育は、家庭における子育てと異なり、他人の子どもを責任をも   

って預かり、集団的に養護・教育（例えば、4歳以上児の配置は30：1）   

するという特性があり、さらに、親支援や障害のある子どもの受入れなど、   

保育所の役割の深化・多様化もあり、保育従事者に求められる資質はますま   

す高まっている・。また、現行の保育士の配置数は、年長児を中心に、国際的   

にみても十分な水準と言えず、また、8時間の保育時間を前提とした配置で   

ありながらこ実際の利用時間は開所時間の11時間に近づいているとの指摘   

もあり、さらに、保育所の役割の深化・多様化に伴う保育士の業務の負担の   

高まりもある。  

一方で、保育従事者の要件の緩和を求める指摘もあるが、子どもの将来に   

向けた発達に悪影響を及ぼす可能性に加え、良質な保育が提供されなければ、   

やはり女性は働くことを断念せざるを得ず、女性の労働市場参加の促進や、   

ひいては持続可能な社会保障制度そのものが堅牢なものとならないことに   

十分留意する必要がある。   

Hi）保育士の養成・研修・処遇等   

現行制度においては、保育士資格は、指定保育士養成施設（大学、短大、   

専修学校等）における2年の養成課程を履修するか、都道府県の実施する保   

育士試験の合格により、取得する仕組みとなっており、年間約5万人の保育   

士が養成されている。保育の量の抜本的拡充を進めていくためには、その担   

い手となる保育士の量・質の確保、計画的な養成が欠かせない。  

また、いったん資格を取得した後は、各保育所における研修や、地方公共   

団体、保育団体による研修への任意の参加に委ねられており、制度的な専門   

性向上に向けた研修の体系は整備されていない。また、研修に参加できるだ   

けの人員の余裕がない等の指摘も聞かれる。   

自治体の中には、認可保育所のみならず、認可外保育施設等を含め、自治   

体内のすべての保育従事者に対する研修や情報共有を積極的に実施してい   

るところもあり、こうした取組も参考にしながら、制度的な研修のあり方を   

検討していく必要がある。  

また、保育士の平均勤続年数・賃金は、女性が7．7年、21．7万円／月、男   

性が5．0年、22．9万円／月となっており、福祉施設介護員（女性が5．3年、   

20，6万円／月、男性が4．9年、22．7万円）より若干勤続年数が長く、賃金が   

高いものの、全産業平均（女性が8．8年、23．9万円／月、男性が13．5年、   

37．3万円）に比べ、低い現状にある。保育士の頻繁な交代は、子どもの心理  
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③ 認可保育所の質の向上  

i）最低基準のあり方  

現行制度においては、住んでいる地域にかかわらず、すべての子どもに健   

やかな育ちを支える環境を保障するため、施設設備や保育士資格者の配置に   

ついて、児童福祉施設最低基準において、全国共通の最低基準を定めている。   

このうち、施設設備の基準については、地方分権の観点から、質の確保のた   

めの方策を前提としつつ、全国一律の最低基準という位置づけを見直し、国   

は標準を示すにとどめ、自治体が条例により決定しうるなど、自治体の創意   

工夫を活かせるような方策を検討すべきと「地方分権改革推進要綱（第1次）」  

（昨年6月地方分権改革推進本部決定）において指摘されており、最低基準の   

あり方について検討が求められている。   

止！ 

児童福祉施設最低基準は昭和23年に定められたが、現行の最低基準でも、   

保育室等の面積については、当時と同じ数値基準を定めている。子どもは、   

自ら周囲の環境に働きかけ、環境との相互作用により発達していくものであ   

るが、限られた空間では、主体的な活動を促すことが難しく、子ども同士の   

関わりも少なくならざるを得ない。また、保育室の面積だけでなく、全体の  

14  
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的安定も妨げる。逆に、保育士が安定して長期間子どもの発達を見ることは、   

子どもの心理的安定に加え、保育士自身の成長にもつながる。保育士が、長   

期に渡り、自身の資質を向上させていけるような仕組みが求められる。  

さらに、退職等により保育現場を離れた保育士の再雇用を視野に入れ、研   

修を含め保育現場に復帰するためのシステムを構築し、増大する保育需要に   

対処していく必要がある。   

瀾こ関する科学的・実証的・継続的な検証   

現行制度においては、保育の質を支える仕組みとして、保育内容について   

は「保育所保育指針」により、保育の目標や内容、計画等について定め、保   

育環境については、児童福祉施設最低基準において、施設設備の状況や保育   

士資格者の配置等を定めている。  

一方、こうした保育の質を支える仕組みのそれぞれについて、子どもの健   

やかな成長に対しどのように影響を与えるかについては、長期に渡る継続的   

な検証が必要であるが、米国等と異なり、我が国ではほとんど科学的・実証   

的・継続的な検証がなされていない。  

保育の質の定義（何が良質な保育であるか）は難しい。親の利用者満足度   

も大切ではあるが、それだけでは決して測ることができないものである。  

アメリカの研究では、親は保育の質を高めに評価しがちであること、また、   

質の悪い保育の危険性を親や社会が十分認識していない場合には、質への需   

要は過小となり、良質な保育に対し、お金を払おうとしないことを意味する   

と指摘されている。  

また、NICHD（アメリカの国立小児保健・人間発達研究所）の大規模な   

長期縦断研究においては、保育の質について、ポジティブな養育という概念   

で定義し、具体的要素として、保育者がポジティブな態度を示す、子どもの   

発声・発話に応答する、子どもに質問する等の要素を示している。さらに、   

こうした保育の質には、大人と子どもの人数比率、クラス規模、保育者の学   

歴、専門教育歴が高いほど良質になるという結果が出されている。  

こうした先行研究の結果や諸外国の例も踏まえつつ、我が国における科学   

的・実証的・継続的な検証の枠組みのあり方や、保育の質について検討して   

いく必要がある。  

④認可外保育施設の質の向皐  

i）認可外保育施設数・財政支援  

現在、我が国には、約1万箇所の認可外保育施設があり、約23万人の子   

どもが利用している。これは認可保育所の施設数の2分の1、利用児童数の   

約1割を占める。中でも、夜間や宿泊を伴う保育を行う「ベビーホテル」に   

増加傾向が見られる。  

一方、現行制度においては、認可保育所の保育の実施費用に対してのみ、   

市町村の支弁義務がかかっており、認可外保育施設に対しては、認可保育所   

への移行を支援する一部の補助金や、事業所内保育施設に対する助成金等を   

除き、制度的な公費投入はな〈、各自治体が独自に支援するか否かに委ねら  

れている。   

ii）認可外保育施設の現状   

（定員規模・設置主体の状況）  

定員規模の状況を見ると、在所児童数が20人以下の施設が半数以上を占   

めており、認可保育所の原則的な定員である60人を超える施設は1割に満   

たない。また、設置主体の約6割が個人と、個人立の小規模な施設が多数を   

占めている。大規模な保育所の設置は相当の初期投資費用を必要とし、機動   

的な設置が難しく、また、保育は日常生活に密着した地域性の高いサービス   

であり、広域集約的に設置するよりは、日常生活圏域で配置されていること   

が望まれるサービスでもある。こうした側面に加え、認可外保育施設の在所   

児童数の現状を踏まえると、定員規模の要件のあり方については課題がある  

ものと考えられる。  

（開所時間の状況）  

開所時間は認可保育所に比して長く、認可保育所による提供が進まない早   

朝や夜間の保育ニーズに対して、主として認可外保育施設が対応している現  

状にある。  

（施設設備の状況）  

施設設備の状況を見ると、面積基準は最低基準を満たしている施設が6割   

以上と推計される一方、調理室に関しては約半数が有していない可能性が伺  

われる。  

（従事者の状況）  

保育従事者の状況を見ると、保育士比率の割合が平均的に約6割にとどま  

っており、認可外保育施設間の格差も大きい。  

（利用料の状況）  

認可外保育施設の利用料を見ると、所得に関わりなく平均的に約3～5万  
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円程度の水準となっており、公費投入を受けていないにもかかわらず、この   

ような利用料水準で運営しているということからは、運営費の大半を占める   

人件費について相当切りつめざるを得ない運営状況が推察される。   

卵引こ関する考え方   

認可外保育施設の考え方を見ると、施設の約4割は、認可保育所への移行   

を希望しており、現状では最低基準に満たない点や、認可保育所への移行手   

続きが煩雑であること等を理由として、認可外保育施設にとどまっている現   

状にある。   

付）認可外保育施設の選択の状況   

こうした認可外保育施設の利用者の選択の実情を見ると、約6割の利用者   

は、認可保育所と比較した上で、認可保育所の供給量不足や、認可保育所が   
ニーズに合わないこと等により、認可外保育施設の利用に至っている。こう   

した選択の実情を踏まえるならば、待機児童の解消ができていない中、認可   

保育所に入所できれば、一定水準の質の保育と公費による支援の両方が得ら   

れ、認可保育所へ入所できなければ、その両方が得られないという点におい   

て、公平性に大きく欠けている現状にある。すべての子どもに健やかな育ち   

を支える環境を保障する観点から、まず最低基準への到達に向けた支援を行   
い、質の底上げを図るとともに、同じように保育を必要としている子ども・   

保護者の間の公平性の確保のための方策の検討の必要がある。  

化が図りにくい。  

また、児童人口が著しく少なく生活圏域内に幼稚園がない場合、当該地域  

における保育所は、小学校就学前に集団の中で子どもが成長することを保障  

する役割も果たしており、こうした地域の保育所が担ってきた機能について、  

認定こども園の活用等も含め、柔軟に検討していくことが求められる。  

⑥御こついて  

i）休日保育・夜間保育等   

現行制度においては、上述のとおり、一定の「開所日数」・「開所時間」を超   

える休日や早朝■夜間の保育については、実施の要否を市町村の判断に委ねた  
上で、必要なかかり増し経費を奨励的に補助する仕組みを採っているが、認可  

保育所においては、現場の環境や体制が抱える課琴を克服する困難を伴うこと   

もあり、補助制度の活用と十分な受け皿の整備が進んでいない。（休日保育の実  

施率は認可保育所の3．8％、夜間保育（早朝を含む）の実施率は認可保育所の   

0．3％にとどまっている。）  

このため、休日や早朝・夜間など、働き方により、利用時問が保育所の「開   
所日数」・「開所時間」とずれている場合には、受け皿自体がな〈、事実上、認   

可外保育施設の利用とならざるを得ない場合が多く見られる。  

一方で、休日や早朝・夜間に就労する者の中には、母子家庭など所得状況が   

厳しい者も多いと指摘されており、多様なニーズヘの対応というだけでなく、   

むしろ児童福祉の観点からも、財政面・子育て面の支援が求められる・。  

なお、こうした多様な保育ニーズの受け皿については、認可保育所はもちろ   

んのこと、家庭的保育や、現状の認可外保育施設の質を向上させることなどに   

ょって、質の確保された多様な担い手を視野に入れて検討する必要がある。   

ii）病児・病後児保育   

現行制度においては、実施の要否を市町村の判断に委ねた上で、裁量的に補   

助を行う仕組みとなっているが、休日保育・夜間保育と同様に、十分な受け皿   

の整備が進んでおらず、200万人を超えるすべての保育所利用児童に利用可能   

性があるサービスであるにもかかわらず、実施箇所数が著しく少ない。（認可保   

育所の利用児童約2700人に1箇所、1市町村当たリ0．4箇汎）こうした中、   

NPOによる非施設型の取組等が、受け皿の不足を補っている現状がある。  

働き方の見直しにより、子の看護のために仕事を休むことが当たり前にでき   

る社会を目指すべき一方で、現に欠勤することが困難な状況にある親もおり、  
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⑤ 人口減少地域lこおける保育機能の維持・向上  

児童人口が著しく少ない地域を含め、すべての子どもに地域の子ども集団   

の中での成長を保障していくことが必要であるが、現行制度においては、認   

可保育所として比較的手厚い財政支援が受けられる「小規模保育所」（認可保   

育所）であるためには、最低定員が20人以上であることが求められている。  

また、「へき地保育所」（認可外保育施設）に関しては、最低入所児童数が10   
人で足りることとされているが、財政支援が一定の水準にとどまっている。  

こうした地域は、一般に非常に厳しい財政状況を抱えており、自治体単独   

で多額の財政投入を行うことは容易でなく、すべての子どもに、地域の子ど   

も集団の中での成長を保障するためには、地域の実情に応じた設置を可能と   

するとともに、相応の水準の財政支援が不可欠である。  

また、児童人口が著しく少ない地域については、対象となる子どもの年齢   

に応じ、地域子育て支援拠点や、児童館、放課後児童クラブなどの各種施設   

を設置することに困難があることも多いが、現行制度においては、こうした   

異年齢を通じた複合施設としての財政支援の枠組みがなく、保育所の多機能  
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病児・病後児保育は、仕事を続けながら子育てをする保護者にとって、いわば  

セーフティーネットとして重要な役割を果たしており、その実施箇所数の拡充  

は不可欠な課題となっている。また、保護者の抱える多様な状況への対応の視  

点も求められる。  

現行の補助制度を見ると、施設類型ごとの均一な単価設定となっており、施  

設の受入人数の規模や実績に応じた仕組みとはなっていない。一方で、病児・  

病後児保育は、子どもが病気の場合に必要となるというサービスの特性上、利  

用者数の変動が大きく、運営が安定し難い特質も持っている。   

こうした事業の特質を踏まえつつ、施設規模や事業実績をより評価する制度  

的な拡充方策が必要となっている。   

② 新たな保育の仕組み（「サービス保障の強化等＋財源確保」案）   

・量の拡充や、多様なニーズヘの対応が進まないのは、財源が不十分であ   

るだけでなく、制度に起因する問題もあり、財源確保とともに、現行制度に   

ついて必要な改革を行うべきという考え方。   

③ 市場原理に基づく直接契約・バウチャー方式とした場合   

…量の拡充や、多様なニーズヘの対応は、市場原理に委ねることにより達成  

されるべき（価格を通じた需給調整に委ねる）とする考え方。  

その結果、本部会においても、「保育事業者検討会」においても、③の市場原  

理に基づく直接契約・バウチャー方式とすべきという御意見はなかった。   

その後、「保育事業者検討会」による議論を経て、以下の案を基本として、今  

後、制度の詳細設計を進めていくべきという結論に達した。  

なお、その実現には、財源確保が欠かせないものであることに留意が必要で  

ある。  

なお、他の社会保障制度（医療・介護・障害）において課題とされてきている事  

項と、それに対する対応も参考にしながら、新たな制度体系の検討を進めていく必  

要がある。  

また、認定こども園のあり方については、現在、「認定こども園の在り方に関する  

検討会」において検討が行われているところであり、当該検討会における検討結果  

も踏まえ、新たな制度体系のあり方の検討をさらに深めていく必要がある。   

認定こども園のあり方をはじめ保育制度について検討していく際には、幼児期に  

おける教育の充実という視点を重視していくことも必要である。  

〈保育制度のあり方に関する基本的考え方〉   

今後の保育制度の姿の検討に際しては、良好な育成環境の保障を通じたすべ  

ての子どもの健やかな育ちの支援を基本とすべきである。   

保育の「量」にはスピード感ある抜本的拡充が必要であるが、「質」の確保され  

た「量」が必要であり、そのため「持続可能な社会保障構築とその安定財源確保  

に向けた『中期プログラム』」（平成20年12月閣議決定）を踏まえた財源確保  

が不可欠であるが、量の拡充や、多様なニーズヘの対応が進まないのは、財源  

が不十分であるだけでなく、制度に起因する問題もある。財源確保とともに、  

現行制度について必要な改革を行うべきである。   

また、保育は、住んでいる地域にかかわらず、我が国の保育を必要とするす  

べての子どもに保障されるべきものである。子どもの健やかな育成は、「未来  

への投資」として、国が責任をもって取り組むべきものであり、保育の保障の   

ために、行政（とりわけ住民に身近な市町村）が果たす役割・責任は大きく重要   

である。財源確保とともに、国・地方を通じた公的責任の強化が図られるべき   

である。  

（5）御士組み一  
本部会においては、以上のような保育をとりまく社会環境の変化や、現行の   

保育制度の課題について、9月以降、議論を深めてきた。また、事業者の立場   

からの検討を深めるため、「次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に関   

する保育事業者検討会」（以下「保育事業者検討会」という。）を設置し、並行   

して議論いただくとともに、随時、議論の状況の報告を受け、それも踏まえて   

検討を進めてきた。  

このように、本部会としての議論と、「保育事業者検討会」における議論、ま   

た、関係各方面の議論も踏まえ、今後の保育制度の姿について、別添の通り、   

以下の3通りの考え方に整理したものを12月に提示した。  

① 現行制度維持（「運用改善＋財源確保」案）  

・量の拡充や、多様なニーズヘの対応が進まないのは、制度的問題ではな  

く、財源が不十分であるためであり、財源確保とともに、運用改善を行うべ  

き（現行制度を基本的に維持）という考え方。  
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① 保育の必要性等の判断  

1）基本的仕組み  

市町村が、  

保育の必要性・量  
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・優先的に利用確保されるべき子ども（母子家庭、虐待等）かどうか   

を判断する。  

※ 保育の必要性・量について、受入先保育所の決定とは独立して判断を実   

施し、その旨の認定証明書を交付するとともに、認定者の登録管理、待機  

児童（認定を受けたにもかかわらず質の確保された公的保育が受けられて  

いない者）に係る情報開示を行う仕組みとする。  

→ 需要を明確化するとともに、客観的に必要性が判断された子どもに  

ついて、公的保育を受けることができる地位を付与する。（例外ない保  

育保障）  

※ 保育所に応諾義務（正当な理由なく拒んではならない）と、優先的に利  

用確保されるべき子どもの優先受入義務を課す。  

※ 母子家庭等については、優先的な利用確保その他配慮が必要である。   

iり判断基準の設定   

保育対象範囲（短時間就労者、求職者等）、優先的に利用確保すべき子ども  

（母子家庭・虐待事例等）の基本的事項については国が基準を設定する。（その   

上で、地域の実情に応じた基準の設定を可能にする（人口減少地域における   

集団の中での子どもの成長機会の保障、きめ細かな判断基準等））   

噸宇（保育対象範囲）   
○ 就労を理由とするものについては、以下のとおり整理する。   

・短時間就労者に対しても就労量に応じた必要量を判断する。   

・昼間の保育を基本としつつ、早朝・夜間など時間帯にかかわらず必要  

量を判断する。   

・求職者に対しても必要性を認める。  

○ 就労以外の事由（同居親族の介護、保護者の疾病・障害等、虐待事例等）  

についても保障する。  

○ 同居親族の有無を問わず必要性を認める。  

○ 専業主婦家庭に対してもー定量の一時預かりを保障する。  

※ 優先的に利用確保すべき子ども（母子家庭、虐待事例等）に加え、需要  

が供給を上回る地域における対象者間（例：フルタイム勤務者と短時間勤  

務者）の優先度の判断の必要性の有無・方法等についてさらに検討する。  

※ 短時間勤務者など定期的・短時間利用や、不定期勤務者について、フル  

タイム利用と受け皿を別とするかどうかは、基本的に個々の事業者の判断  

と考えられるが、新たな給付類型を設けるかどうかさらに検討する。  

※ 専業主婦家庭など不定期・一時的利用については、就労者など定期的利   

用とは、別の受け皿とすることを基本とし、一時預かりとして保障する。  

※ 保護者が非就労である障害児については、障害者施策との関係も含め、  

さらに検討する。  

※ 兄弟姉妹のいる場合に対する配慮について、ニーズを踏まえ、さらに検  

討する。  

iv）保障上限量   

○ 利用者ごとに、保障上限量（時間）を、例えば過当たり2～3区分程度  

を月単位で判断する。  

○ 働き方の見直しが同時に進められるべきであることを踏まえ、就労時間  

と通勤に要する時間、また、子どもの生活の連続性等に配慮した適切な保  

育を行う観点を考慮し、さらに検討する。  

※ 当該時間を超える利用（超過勤務等に伴う利用）に対する財政支援のあ  

り方についてはさらに検討する。  

※ 保障上限量を超える利用に一定の支援を行う場合、働き方の見直しの観  

点も踏まえ、負担のあり方を併せて検討する。  

1  

∨）優先的に利用確保さ岬仕組み   
○ 優先的に利用確保されるべき子ども（母子家庭t虐待事例等）について   

は、市町村が保育の必要性・量の判断と併せ、優先度を判断する。  

○ 保育所に、応諾義務（正当な理由なく利用を拒んではならない）を課す  

とともに、優先的に利用確保されるべき子どもから、受入れを行う優先受  

入義務を課す。  

○ 虐待事例など、保護者の自発的な利用申込みが期待できないケースにつ  

いては、市町村が保育の利用申込みの勧奨等により意思決定を補佐すると  

ともに、必要な場合は児童養護施設等への措置を実施する。   

（こうした市町村としての公的関与の中で、虐待事例等について、関係機  
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関が連携する市町村の支援のネットワークに適切につないでいく仕組み  

が必要である。）  

※ 低所得者、障害などを理由に、事業者の不適切な選別により、サービス  

利用ができなくなることがないよう、公正な選考を保障する仕組みについ  

て、さらに検討。  

※ 優先的に利用確保されるべき子どもが緊急的に生じた場合の受け皿の  

確保策についてさらに検討。   

Vi）汗欠ける」という用言吾の見直し   

「保育に欠ける」という用語について、例えば「保育を必要とする」など、   

今後の保育制度の姿にふさわしいものに見直すこととする。  

みについてさらに検討する。   

‖卿こ対する配慮  

利用者の申込み手続や、事業者の募集・選考等の円滑・公平な実施のため、   

市町村の一定の関与（利用調整等）や、第三者によるコーディネートの仕組   

みについて、さらに検討する。  

③ 参入の仕組み   

＝参入の基本的仕組み  

質の確保された保育所のスピード感ある拡充が図られるよう、市町村が保  

育の費用の支払い義務を負う対象となる保育所の判断は、最低基準により客  

観的に行われる仕組みとする。このため、客観的基準（最低基準）による指  

定制を基本としつつ、検討する。   

iりNPO法人ミ引こ対する晦設整備観助  

施設整備費（減価償却費）については、運営費に相当額の上乗せを検討す  

る。  

ただし、集中的な整備を促進するための補助や、経過期間における改修費  

用等の補助は維持する。  

憲法第89条の問題や社会福祉法人の特性を考慮。   

iii）運営費の使途制限  

他制度の例も参考に見直しを行う。  

※ 社会福祉法人会計基準の適用については、指導監督の適切性が確保でき  

るかどうか等の観点も含め、引き続き検討する。  

※ 株式配当の可否等について、事業運営の安定性確保、保育事業以外への  

資金の流出の妥当性等の観点も含めさらに慎重に検討する。  

※ 保育士の処遇へ与える影響について、さらに検討が必要である。   

iv）僻手旨導  
豊里  

○ 突然の撤退等により子どもの保育の確保が困難となることがないよう  

な措置（指定の際の基準のあり方、公的関与のあり方、事業者に対する監  

査のあり方等）について、さらに検討する。  

○ また、公費による給付の適正性を確保するための方策のあり方について  
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② 保育の提供の仕組み  

i）利用保障の基本的仕組み  

○ 客観的に必要性が判断された子どもについて、公的保育を受けることが  

できる地位を付与する。（例外ない質の確保された公的保育の保障）  

○ 市町村に、保育を必要とする子どもに質の確保された公的保育が着実に  

保障されるための実施責務（以下の内容）を法制度上課す。  

ア） 客観的に保育の必要性が判断された子どもについて、質の確保され  

た公的保育を受けることができる地位を付与（例外ない質の確保された  

公的保育の保障）。  

イ） 質の確保された公的保育の提供体制確保責務（保育の必要性の認定  

を受けた子ども数を勘案し、整備計画の策定・実行等を通じ、着実に質  

の確保された公的保育を保障しうるだけの地域の提供基盤を整備すべ  

き責務。また、最低基準・保育指針等に係る指導・監督、研修の実施等）  

ウ）利用支援責務（利用調整、利用者と保育所における円滑な公的保育  

契約の締結及び履行に関する支援）  

エ） 保育の費用の支払い義務  

ii）利用方式  

市町村が、利用者と保育所に対し、上記ア）～工）の公的責任を果たす三  

者の枠組みの中で、利用者が保育所と公的保育契約を結び、より向合う関係  

にする。【新たな三者関係】  

※ 利用者の保育所への申込み手続や、保育所の募集・選考等の円滑・公平  

な実施のため、市町村の関与や、第三者も含めたコーディネート等の仕組  
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保育を直接受ける子どもの視点をいかに担保できるかという視点に立ち、   

新しい保育所保育指針に示された保育を真に実現するために、保育の質の   

維持・向上を因っていくことが必要である。  

その上で、保育の質を考える上では、子どもとともに親が成長すること   

の支援、子どもと親が地域社会とのつながりを強める場としての機能、保   

護者と保育所がともに子どものことを考える環境、保護者の満足感等の視   

点も重要である。   

○ 認可保育所は、保育を必要とする子どもの健やかな育ちを支援する場の   

要であり、今後とも、その「質」を確保しながら「量」の拡充を図ってい   

くことが必要である。   

○ 親支援の必要性、障害児の受け入れの増加、一人親家庭の増加等、家庭   
環境の変化等に伴って保育所に求められる役割や、専門性の高まり等に対   

応した保育の質の向上（職員配置、保育士の処遇、専門性の確保等）につい   

て、財源確保とともに、さらに詳細を検討する。   

※ 保育の実施に責任を有する市町村が保育所の質の確保のために取り組む   

ことや第三者評価も含めた各保育所の運営の検証・評価の取組を進めるこ   

となども重要である。   

※ 保育の質の維持・向上のためには、行政による監査の徹底・強化、保育   

士と子どもとの問の安定的関係の観点から離職率といった点を把握・点検   

できる仕組み、保育士の職場環境が変わる中実際の保育現場で実践できる   

保育士の育成・研修、保育士の特性と能力を最大限発揮するための職場の   

マネジメントなども重要である。   

○ 施設長や保育士に対する研修の制度的保障の強化や、実務経験と研修受   

講を通じてステップアップが図れる仕組み（専門性ある保育士や、現場の   

保育士を指導助言する役割など）について、また、研修の受講を可能とす   

るためにも配置基準の見直しについて、財源確保とともに、さらに詳細を   

検討する。   

○ さらに、実務経験と研修受講を通じステップアップした者の配置に関し   

ては、費用の支払いにおいて評価する等により、処遇改善を併せて進めて   

いくことについて、財源確保とともに、さらに詳細を検討する。   

※ 量の抜本的拡充を進めるに当たり必要な保育士の計画的養成につき、さ   

らに検討する。  

も、併せて、さらに検討する必要がある。  

④ 最低基準   

客観的基準（最低基準）を満たす事業者を費用の支払いの対象とし、保育の   

質を確保する。  

⑤ 費用設定  

○ 所得にかかわりなく一定の質の保育を保障するため、保育の価格（公費に   

よる補助額＋利用者負担額）を公定する。（公定価格）  

○ 利用量（実利用量ではなく必要量）に応じた月額単価設定を基本としつつ、  

安定的運営に配慮する。   

○ 弄り用者負担のあり方については、所得に対する十分な配慮を基本に、今後、   

具体的なあり方を検討する。また、利用者負担の水準の決定は、国の定める   

基準の下、所得を把握しうる市町村において行うものとする。  

※ 付加的サービスについての価格設定等の取扱いについて、さらに検討する。  

＠ 費用の支払い方法   

○ 市町村が保育の費用の支払い義務を負う。  

○ 保育料（利用者負担）の水準の決定は、国の定める基準の下、所得を把撞  

しうる市町村において行うものとする。  

○ 保育料徴収については、選択者（保護者）と最終利用者（子ども）が異な  

るという保育の特性を踏まえ、未納があっても子どもの保育が確保されるよ  

う、また、保育所における徴収事務体制がないこと等の課題を踏まえ、具体  

的な方策（市町村と保育所の役割等）をさらに検討する。   

◎ 認可保育所の質の向上   

り最低基準のあり方  

地域によって子どもに保障される保育の質が異なることはあってはならず、  

最低限の水準を確保すべきである。  

り保育の質の具体的向上  

○ 子どもの最善の利益を保障し、子どもの健やかな育ちを支援するため、  
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榊）早朝・夜間保育  ※ 研修の制度的保障の強化に当たっては、認可保育所のみならず、認可外   

保育施設まで含め、地域内のすべての保育従事者に対して行うものとする   

方向で、さらに検討する。   

㈱正の仕組みの構築  

保育の質が子どもの育ちに与える影響等について、科学的・実証的な調   

査・研究により、継続的に検証を行っていく仕組みを構築する。  

早朝一夜間帯の保育については、その特性を踏まえ、必要な基準等につい  

て、さらに検討する。  

㈱酎寺・向上  

凋め、以下   

が必要である。   

上潮ビス類型の創設  

家庭的保育（保育ママ）事業に加え、新たな小規模保育サービス類型を創設  

する。  
※ 必要な基準等については、さらに検討する。  

＝）多機能型の支援  

人口減少地域において、保育所が、地域子育て支援拠点や児童館、放課後  

児童クラブなどの役割を併せて担う「多機能型」を支援することにより、地  

域の子育て支援の拠点として、また、地域社会の核としての役割を果たすこ  

とを支援する。  

※ 必要な基準等については、さらに検討する。  

棚引ナる保育機能のあり方  

人口減少地域の実情に応じ、保育所が担ってきた機能のあり方について、  

認定こども園の活用等も含め、さらに検討する。  

⑧ 認可外保育施設の質の引上げ  

」 エゴ 

○ 最低基準を満たした施設を費用の支払いの対象とすることを基本とす  

る。  

○ 認可外保育施設を現に利用している子どもを含め、すべての子どもに健  

やかな育ちを保障する観点から、最低基準への到達に向け、一定水準以上  

の施設に対して、一定期間の経過的な財政支援（最低基準到達支援）が必  

要である。  

※ どの水準の施設まで経過的な最低基準到達支援の対象とするかはさら  

に検討する。  

※ 無資格の従事者が業務に従事しながら資格取得を図れる仕組みを含め、  

認可外保育施設の従事者に対する研修のあり方等をさらに検討する。  

※ 最低基準を満たす保育の量の拡充や、認可外保育施設の経過的な最低基  

準到達支援を行ってもなお、給付対象サービスのみでは需要を満たし得な  

い地域における利用者間の公平性の確保の方法については、さらに検討す  

る。  

○ 認可外保育施設の質の確保・向上に向けて、都道府県の指導監督の強化  

とともに、地域内のすべての保育従事者を対象とした研修の実施や、地域  

内の認可保育所や子育て支援に関わる者とのネットワーク形成など、市町  

村と連携した取組をさらに検討する。   

‖）小規模サービス類型の創設   

家庭的保育（保育ママ）事業に加え、新たな小規模保育サービス類型を創   

設する。   

※ 必要な基準等については、さらに検討する。  

⑲欄   

㈱（一部再掲）  
○ 保育のサービス保障の基本的な仕組みが②i）のとおりとなることによ  

り、曜日や時間帯を問わず、個人に必要な保育量が認められ、また、市町  

村が保育の費用の支払い義務を負う対象となる保育所の判断は、③りの  

とおり最低基準により客観的に行われる仕組みとする。  

○ 早朝・夜間帯の保育については、その特性を踏まえ、必要な基準等につ  

いて、さらに検討する。  

※ 利用者が限られ、需要が分散しているために、各保育所単位でニーズに  

対応することには限界があることから、市町村において、質の確保された  

公的保育の保障の責務の一貫として、計画的な基盤整備を行う仕組みをさ  

らに検討する。  
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※ 児童人口が少ない等により、市町村単位では需要がまとまらない地域に  

おける実施方法について、さらに検討する。   

牌部再掲）   
○ 休日■早朝・夜間保育と同じく、就労量に応じ、保育の必要量が認めら  

れることに伴い、連続的にサービス保障がなされることとなる。  

○ 延長保育については、利用者ごとに、保障上限量（時間）を、例えば過  

当たり2～3区分程度を月単位で判断する。  

○ 働き方の見直しが同時に進められるべきであることを踏まえ、就労時間  

と通勤に要する時間、また、子どもの生活の連続性等に配慮した適切な保  

育を行う観点を考慮し、さらに検討する。  

※ 当該時間を超える利用（超過勤務等に伴う利用）に対する財政支援のあ  

り方についてはさらに検討する。  

※ 延長保育利用者が少ない場合に、ファミリーサポートセンター等を含め、  

子どもにどのように最適な保育を提供していくか、さらに検討する。  

※ 保障上限量を超える利用に一定の支援を行う場合、働き方の見直しの観  

点も踏まえ、負担のあり方を併せて検討する。   

州）小規模なサービス類型の創設  

家庭的保育（保育ママ）事業に加え、新たな小規模保育サービス類型を創   

設する。  

※ 必要な基準等については、さらに検討する。   

iv）病児・病後児保育   

○ 事業者参入に関し、裁量性のない指定制を導入する。  

○ 実績を評価しつつ、安定的運営も配慮した給付設定を行う。  

※ 病児・病後児保育の検討に際しては、子どもの視点で検討を進めること  

が必要であり、働き方の見直しを同時に進めていく必要がある。  

※ 子どもの健康・安全が確保される水準の保障とともに、利用しやすい多  

様なサービスの量の拡充に向けた仕組みをさらに検討する。  

㈱（一部「4」と共通）   
○ 弄り用者のより良い選択、情報の公表を通じたサービスの質の確保・向上等  

に向け、職員の雇用形態や経験年数等を含め、サービスの質に関する一定の  

情報について、事業者自身による情報公表の仕組みとともに、公的主体が事  

業者からの情報を集約して、客観的にわかりやすく情報提供する仕組みを制  

度的に位置づけ、具体化していくことを検討する。  

※ 保育の情報公表の仕組みの具体化等に際しては、質の確保された公的保育  

であるか否かが利用者にとって明確に判別できるための方法について、さら  

に検討する。  

○ 保育所保育指針に盛り込まれた保育の内容等の自己評価の着実な推進が  

重要であり、その際、より良い自己評価のために意義を有する第三者評価に  

ついても、質の向上を図るために重要な仕組みであり、評価機関の水準の向  

上や評価項目のあり方、受審促進の方策等二 より実効ある制度となるよう、  

さらに検討する。  ー司  

⑫ 今後の検討  

「新たな保育の仕組み」の検討過程においては、保育関係者より、以下の意  

見が示されている。今後のさらなる検討の際には、こうした意見も考慮しなが  

ら検討を進めるべきである。  

保育料の軽減（緩和）を実現すべき。  

定員別保育単価（月額単価）を維持すべき。  

小規模園の定員定額制を導入すべき。  

・保育時間（8時間）と開所時間（11時間）の帝離の問題について検討す  

べき。  

・障害児保育が一般財源化されていることからくる市町村の取組格差の問題  

を検討すべき。  
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を図っていく上で、財源面についてどのような仕組みとすることが適当か、   

検討の必要がある。   

⑥ 放課後こどもプラン（留守家庭の子どもの健全育成を目的とした「放課後   

児童クラブ」と、すべての子どもを対象として安全・安心な子どもの活動拠  

点（居場所）を設け、様々な体験活動や交流活動等の取組みを推進する「放  

課後こども教室」を、一体的あるいは連携して実施する総合的な放課後対策）   

を推進していく上で、両事業の一体的な運営を行っている場合の制度上の位  

置づけ（人員配置や専用スペースの基準等）をどうしていくか、検討の必要   

がある。  

2 放課後児童クラブについて  

」L盟て利生の望埠 

○ 放課後児童クラブについては、保育所を利用していた子ども等に対し、小学   

生になった後においても、切れ目なく、保護者が働いている間、子どもが安全   

に安心して過ごせる生活の場を提供する基盤となっている。一方で、全小学校   

区のうち、約3割が未実施となっている。こうした状況を踏まえ、放課後児童   

クラブについては、次世代育成支援のための新たな制度体系においても、両立   

支援系のサービスとして不可欠なものの一つとして位置づけるべきであるが、   

現状については、関係者の意見を踏まえると、以下のような点が課題となって   

いる。  

①保育と同様に、女性の就業率の高まりに応じて必要となる大きな潜在需要に  

対応した放課後児童クラブの量的拡大を抜本的に因っていく上で、場所の確  

保の問題、人材の確保の問題をどうしていくか、検討の必要がある。  

②放課後児童クラブについては、現行法制度上、市町村の事業として実施され  

ており、また、その実施については市町村の努力義務として位置づけられて  

おり、その実施状況には地域格差が見られ、利用保障が弱い。そして、利用  

方式については、地域によって、市町村がサービス決定しているケースと、  

実施事業者に直接利用申し込みを行うケースが混在している。  

このように、同じ両立支援系のサービスである保育とは大きく異なった法  

制度上の位置づけとなっているが、新たな制度体系において、法制度上の位  

置づけの強化について、どのような対応策が考えられるか、検討の必要があ  

る。  

③対象年齢について、現行制度は′ト学校3年生までを主な対象としているが、  

小学校高学年も現に一部利用がされている現状があり、制度の対象年齢につ  

いてどう考えるか、検討の必要がある。  

④質の確保については、「ガイドライン」を発出しており、望ましい規模、開  
所時間等について示し、また、国庫補助基準上、一定の条件を課しているが、  

保育所のような法令に基づく最低基準は設けられていない。放課後児童クラ  

ブの質の確保について、新たな制度体系において、どのような基準の内容を  

どのような方法で担保していくべきか、検討の必要がある。  

⑤国からの補助の財源は、児童手当制度における事業主拠出金を財源とした、  

裁量的な補助金と位置づけられている。また、現在の国の補助基準額とクラ  

ブ運営に係る費用の実態とに帝雛があり、指導員の処遇が厳しい状況にある  

という指摘もある。サービスの利用保障を強化し、また、抜本的な量的拡大  
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醐L   
O 放課後児童クラブについては、保護者が働いている間など、子どもが安全に   

安心して過ごせる生活の場として、子どもを預かり、健全な育成を図る事業で   

あり、就学前の保育と並んで、小学校就学期の両立支援系のサービスとして不   

可欠なものであり、地域格差を生じさせることなく、全国的に実施していくべ   

きである。都市部に限らず地方も含め、就学前の保育から切れ目のないサービ   

ス利用が可能となるよう、質の確保を図りながら、低学年を中心としつつも小   

学校全期を対象として量的拡大を図っていくことが重要であり、このような観   

点から、新たな制度体系において位置づけていく必要がある。   

○ 量的拡大を図っていく上では、まず、場所の確保が欠かせない。特に、小学   

校は、移動時の事故等の問題もなく安全・安心であり、校庭などで他の子ども   

たちなどと触れあうこともでき、引き続き、その積極的活用を図っていく必要   

がある。   

○ 大幅な量的拡大を図ってい〈ためには、人材確保が重要な課題である。現在、   

従事者の勤続年数が短い、指導員の処遇が厳しい状況にあるという指摘も踏ま   

え、財源の確保と併せ、人材確保のための職員の処遇改善等を因ってい〈必要  

がある。  

その際、地域ボランティア、定年退職者など、多様な人材の参画を求めてい   

くという視点、一方で、指導員と子ども、保護者との間で安定した人間関係が   

築けることがサービスの性格上望ましいという視点に配慮することが必要で  

ある。   

○ 子どもが良好な環境の下、放課後の時間を過ごせるようしていくべきこと、   

障害児の利用にも積極的に対応してい〈必要が高まってきていること、現在の   

国の補助基準額とクラブ運営に係る費用の実態とに帝離があるという指摘な  
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どを踏まえ、サービスの質の維持・向上を図っていく必要があり、財源の確保   

と併せ、そのための基準の要否、そのあり方、担保の方法を検討していくべき   

である。  

その際、大幅な量的拡充を図っていく過程であることや事業実施の柔軟性と   

いった観点も併せ考える必要がある。  

また、指導員の養成、専門性の向上に向けた研修の強化を図っていく必要が   

あるとともに、事業に関わる著すべてについて障害児を含めた子どもとの関わ   

りについての研修機会の確保など条件整備をしていくことが重要である。   

○ 以上のような量・質両面からの充実を図ってい〈ため、必要となる制度上の   

位置づけ（市町村の実施責任、サービス利用方式、給付方式等）及び財源のあ   

り方を、さらに検討していくべきである。  

その際、サービス利用保障を強化するための財源保障を強化をする場合には、   

財政規律の観点からの一定のルール（※）が必要となると考えられることに留   

意が必要である。   

※他の制度例では、サービスの利用の要否に係る認定の制度（保育の場合は   

保育にかけるか否かの判断）、給付の限度額の設定、サービスの利用量に応じ  

た利用者負担などがある。   

○ 放課後児童クラブと放課後こども教室との間の関係については、連携を一層   

進めていく必要があるが、一体的運営については、放課後児童クラブを利用す   

る子どもは保護者が働いている間は家に帰るという選択がないことに十分配慮   

する必要があり、一方で、いろいろな子どもとの遊びの機会、サービス利用の   

自由度、効率的な事業実施といった観点から一体的運営に利点がある場合も考   

えられ、放課後こどもプランの実施状況などを十分踏まえながら、対応すべき   

である。  

3 すべての子育て家庭に対する支援について  

（1）御題  
○現行制度では、すべての子育て家庭を対象とした各種の子育て支援事業の実   

施は、市町村の努力義務にとどまっており、その実施状況には大きな地域格差   

が見られる。一方で、核家族化や、地域のつながりが希薄化する中、3歳未満   

の乳幼児を持つ家庭ではその約8割の母親が子育てに専念している現状にあ   

り、とりわけ専業主婦の子育ての負担感・孤立感が高まっていることも踏まえ、   

これらの事業の充実を図っていくことが求められているが、新たな制度体系に   

位置づけて行くに当たり、以下のような課題がある。   

① 保育の必要性の判断基準（「保育に欠ける」要件）の検討において、公費に   

よる給付の公平性わ観点からも、専業主婦家庭に対する保育あるいは一時預か   

りの一定の利用保障が行われるべきという議論への対応の必要がある。  

また、育児疲れの親の一時的なリフレッシュ、子どもにとって友達や親以外   

の大人とふれあえる機会となるなど、一時預かりに寄せる子育て家庭の期待は   

高く、また、子育てに専念する親が一時預かりを通じて保育への理解を深める   

ことにより仕事と子育ての両立の途に踏み出していくという意義もあり、これ   

らの需要に積極的に対応していく必要がある。  

一方で、保育所における一時保育は、待機児童の問題の影響もあり、短時間   

労働者の規則的な利用の受け皿となっている場合が多く、通常保育の受け皿の   

拡充により、本来的な機能を発揮しうるようにしてい〈とともに、一時預かり   

の場の広がりの必要がある。   

②一時預かり事業に対する国からの補助は、児童手当制度における事業主拠出金   

を財源とした、裁量的な補助金と位置付けられている。サービスの利用保障を   

充実し、量的拡大を因っていく上で、財源面につきどのような仕組みとするこ   

とが適当か、検討の必要がある。   

③乳児家庭全戸訪問事業・養育支援訪問事業や、地域子育て支援拠点事業は、子   
育ての負担感■孤立感を軽減し、虐待の防止にもつながる重要な意義を有して   

いるが、こうした事業の取組の促進をどう図るか、検討の必要がある。   

④その他多様な子育て支援事業があるが、地域特性に応じた柔軟な取組を尊重し   

つつ、積極的な取組を促すために、どのように支援していくか、検討の必要が   

ある。   

⑤一時預かり事業や地域子育て支援拠点事業等、各種の子育て支援事業の量の拡   

充に向けた担い手の育成をどう図っていくか、また、質の向上に向けた担い手   

の研修やバックアップといった取組の強化が必要ではないか、その他、各種の  
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子育て支援事業の質の向上をどう図っていくかといった点について、検討の必   

要がある。   

⑥ 保育をはじめ各種子育て支援サービスの利用に際してのコーディネーター的   

役割の必要性も踏まえ、親の子育てを支援するコーディネーター的役割につい   

て検討の必要がある。  

されている。   

また、子育てや子育て支援するサービスについての理解を助け、実際の地域   

の子育て支援サービスにつなげていく機能、さらには、保育をはじめ具体的な   

サービスの利用調整機能などを包含した、子育て支援の「コーディネート機能」   

を実質あるものとして位置づけていく必要がある。   

その際、市町村、保育所、地域子育て支援拠点など、地域の実情に応じた担   

い手、関係機関の連携といったことに留意しつつ、さらに検討していくべきで   

ある。   

（地域子育て支援拠点事業等）  

○ 在宅子育て家庭を支援する地域子育て支援拠点事業は、身近で気軽に利用で   

きるよう量的拡充を図っていく必要がある。また、子育て家庭のリスクにもき   

め細やかに対応できるよう、全戸訪問事業をはじめとして地域の様々な子育て   

支援の資源と連携しながら、地域全体が子育てに関われるような支援となるよ   

う、ネットワーク化をはじめとした機能の充実を図ってい〈ことが必要である。   

（その他地域特性に応じた多様な子育て支援の取組）  

○ その他多様な子育て支援事業に関しては、地域特性に応じた柔軟な取組を尊   

重しつつ、積極的な取組を促す支援、各種の子育て支援事業の量の拡充に向け   

た担い手の育成、親がやがて支援者側に回れるような循環を生む環境作り、質   

の向上に向けた担い手の研修やバックアップといった取組の強化など、さらに   

検討していくべきである。   

（子育て支援事業の制度上の位置づけ・財源のあり方）  

○ 以上のようなすべての子育て家庭を対象とする子育て支援事業を充実してい   

くため、必要となる制度上の位置づけ及び財源のあり方を、介護や障害といっ   

た他の社会保障制度の例（一部の事業について市町村の必須事業としての位置   

づけ、市町村が事業実施しやすい費用負担のあり方など）を参考にしつつ、そ   

れぞれの事業の子育て支援事業全体の中における意義や位置づけを整理しなが   

ら、さらに検討していくべきである。  

（2）新たな制度体系における方向性  

（全体的な方向性）  

○ 乳幼児のいる専業主婦をはじめとする子育て家庭の子育ての負担感・孤立感   

を解消していくため、保育、放課後児童クラブといった仕事と子育ての両立に   

関わるサービスの充実とバランスよく、すべての子育て家庭を対象とした各種   

の子育て支援事業の充実を図っていくことを基本に、これらの事業を新たな制   

度体系に位置づけていく必要がある。   

○ その際、事業を実施していくに当たっては、保護者、祖父母、地域住民、N   

PO、企業など、多様な主体の参画・協働により、地域の力を引き出して行っ   

ていくべきである。  

また、サービスの担い手としては、従来の半公的主体以外にも、広く多様な   

主体の参画を進めるとともに、地方公共団体における施策の決定過程やサービ   

スの現場等においても、親を一方的なサービスの受け手としてではなく、相互   

支援や、サービスの質の向上に関する取組などへ積極的な参画を得る方策を探   

る等、全員参加型の子育て支援を実施していく必要がある。   

（一時預かりの方向性）  

○ （1）①で整理されるような課題に対応した一時預かリサービスの保障充実   

の必要性にかんがみ、必要となる制度上の位置づけ（市町村の実施責任、サー   

ビス利用方式、給付方式等）及び財源のあり方を、さらに検討していくべきで   

ある。  

また、地域子育て支援拠点事業とともに一時預かり事業を行うことの意義、   

事業運営の安定性の確保、近接するサービス（ファミリーサポートセンター、   

ベビーシッター等）との関係の整理、地域の実情に応じた柔軟な取組の支援な   

どを考えていく必要がある。   

（情報提供・相談援助や「コーディネート機能」）  

○ 地域の中で子育てが孤立せず、子育ての楽しさを実感できるようしていくた   

めには、．乳幼児を持つ顆の成長の支援も含め、子育ての情報提供や相談援助機   

能がまず重要である。先進的な取組として、すべての子育て家庭が、希望する   

保育所へ登録し、相談援助機能等の多様な支援を受けることができる取組もな  

3G  

（3）経済的支援について  

O 「基本的考え方」や社会保障国民会議の最終報告における指摘も踏まえ、緊   

急性の高さや実施の普及に時間がかかることを考慮し、とりわけサービス（現   

物給付）の拡充に優先的に取り組む必要があることに留意しつつ、育児休業の   

取得促進にとって重要な育児休業給付、児童手当や税制上の配慮も含め、子育   

てに関する経済的支援の充実も、引き続き検討していくべきである。  
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5 財源■費用負担について  

4 情報公表・評価の仕組みについて  
O 「基本的考え方」においても確認したとおり、また、社会保障国民会議の最終   

報告における指摘も踏まえ、以下のような点について、引き続き検討していく必   

要がある。  

少子化対策は我が国の社会経済や社会保障制度全体の持続可能性の根幹に関   

わる国家的・緊急的課題に対する政策であること、我が国の次世代育成支援に   

対する財政投入が諸外国に比べ規模が小さいこと、新たな制度体系の実現には   

財源確保が欠かせないことなどを踏まえ、一定規模の効果的財政投入が必要で  

あること。そのために、必要な負担を次世代に先送りするようなことがないよ  

う、税制改革の動向を踏まえつつ検討を行う必要があること。   

・新たな制度体系の費用負担のあり方については、社会全体（国、地方公共団  

体、事業主、個人）で重層的に支え合う仕組みが必要であること。   

・全国に共通する基幹的な次世代育成支援策については、国が基本的設計を行  

うとともに、その施策ごとの費用を、国と地方公共団体の最適な負担を検討し  

ていくべきであること。  

自治体間でのサービス内容・水準の不適切な地域差が生じることがないよう、  

厳しさを増す地方財政への配慮が必要であること。また、公立保育所の一般財  

源化による影響を踏まえた議論が必要であること。   

・事業主の費用負担については、事業主にとって次世代育成支援が持つ意義を  

考慮するとともに、働き方と関連の深いサービスなど、個別の給付・サービス  

の目的・性格に照らし、受益と負担の連動を考慮すべきこと。   

・利用者負担の負担水準、設定方法について、低所得者が安心して利用できる  

ようにすることに配慮しながら、今後、具体的な議論が必要であること。   

・ 多様な主体による寄付の促進方策についても検討すべきであること。   

○ また、財源の程度と政策のプライオリティ付けは相関関係にあり、給付設計を   

考えていく上でも、財源についての議論を深めることが必要である。   

○ さらに、働き方の見直しと新たな制度体系の関係性の深さにかんがみ、例えば、   

事業主拠出を求める場合に事業主の働き方の見直しを促進するような仕組みの検   

討なども引き続き進めるべきである。  

（1）情報公表について  

○ 乳幼児全戸訪問事業等を通じ、すべての子育て家庭に、早期に、市町村内の   

子育て支援の取組みが概観できるわかりやすい情報が着実に提供されるよう、   

市町村の取組みを促進していく必要がある。またその上で、情報が必要なとき   

に容易に入手できる環境整備を、子育て支援のコーディネート機能の仕組みの   

検討と併せ、検討していく必要がある。   

○ 弄り用者のより良い選択、情報の公表を通じたサービスの質の確保・向上等に   

向け、職員の雇用形態や経験年数等を含め、サービスの質に関する一定の情報   

について、事業者自身による情報公表の仕組みとともに、公的主体が事業者か   

らの情報を集約して、客観的にわかりやす〈情報提供する仕組みを制度的に位   

置づけ、具体化してい〈ことを検討していくべきである。   

（卿て  
○ 質の向上に向けた取組としては第三者評価があり、個々の事業者が、サービ   

ス提供における問題点を把握し、質の向上を図っていくために重要な仕組みで   

ある。また、対人社会サービスは情報に非対称性があることも踏まえ、評価結   

果の公表等により、利用者の適切なサービス選択にも資するものとしても、一   

層の充実が図られることが望まれる。第三者評価のあり方、受審の促進方策等   

について、さらに検討していく必要がある。   

○ その際、子どもの健やかな育ちの視点に立った評価方法を考えていく必要が   

あること、自己評価なども含め保育の質の評価のプロセスを日常的な保育の取   

組みの中に取り込んでいくことが望ましいこと、評価機関自身の質の確保を図   

っていく必要があること、認可外保育施設も含めた受審促進が適当であること   

などに留意が必要である。  

・・I  
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匝垂∃  

以上、保育を中心に、議論の中間的なとりまとめを行ったが、新たな制度体系   

としては、未だ検討しなければならない課題が多く残っている。  

新たな制度体系には、   

イ包括性・体系性」（様々な考え方に基づく次世代育成支援策の包括化・体系化）、  

・「普遍性」（誰もが、どこに住んでいても、必要なサービスを選択・利用できる）、  

・「連続性」（育児休業明けや小学校就学など、切れ目無く支援されること）   

が求められるところであり、こうした要素の制度設計上の具体化についてさらに   

検討を進める必要がある。  

本報告を踏まえ、税制改革の動向も踏まえながら、弓ほ続き、速やかに検討を   

進めていく。  

6 その他  

O 「多様な主体の参画・協働」、母子家庭や、障害のある子ども、社会的養護を必   

要とする子どもなど「特別な支援を必要とする子どもや家庭に対する配慮」のテ   

ーマについては、「基本的考え方」を踏まえつつ、新たな制度体系の設計に向け今   

後さらなる検討を進めるべきである。   

○ また、「基本的考え方」でも指摘したとおり、少子化の流れを変えるため、子育   

て支援に関する社会的基盤の拡充とともに、車の両輪として取り組むべき「仕事   

と生活の調和」の実現に向けた取組を引き続き進めるとともに、新たな制度体系   

の設計に当たっても、その両者が密接に関わる点を十分に意識しながら検討を進   

めるべきである。  

○ すべてのサービスを通じ、限られた財源を効率的に活用していくため、既存施   

設等の資源を、最大限有効利用していくべきである。   

○ また、本部会は、必要な財源の手当を前提として、大きな制度設計を行うこと   
をその任務としているが、その検討の過程である本報告書の中で指摘した事項の   

中には、以下の事項のように、新たな制度体系の始動を待たずに、できるところ   

から進めていくべきものもある。   

・子育て支援の従事者の研修や養成などの質の向上の取組（認可保育所のみな  

らず、認可外保育施設等を含め、自治体内のすべての保育従事者に対する研  

修、各種子育て支援の従事者の養成等）   

・地域子育て支援拠点事業等を活用した地域の子育て支援関係者のネットワー  

（別添省略）  

ウ化  

保育所をはじめとする地域の子育て支援関係者間での情報共有  

子育て家庭が必要な情報を容易に入手できる環境整備  等   

また、社会保障国民会議において示された運用改善事項や、全国の先駆的な事  

例も参考に、できる取組を速やかに進めていくべきである。   

さらに、保育士等の担い手の養成や、サービス基盤の整備は、新たな制度体系  
の始動以前より着実に進めてい〈べき事項であり、「安心こども基金」をはじめ、  

活用できる現行の枠組みを活かし、計画的に進めていくことが求められる。  
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土工薫り＿迭坦董旦狂う立役二⊆奉る，【別紙3】  

夏蚕」摩討に際しては、   
日々子育てに向き合っている保護者の支援はもちろんのこと、いかに「子ども   

の視点」を尊重する仕組みとするかが重要であること  
・都市部と地方部等、地域により子育て支援の課題やニーズに違いがあることを   
踏まえ、地域にかかわらず保障されるべき共通の施策とともに、地域の特徴に応   
じた柔軟な施策の展開を促すことのできる仕組みとする必要があること  

という認識の下に取り組んできた。これらは今後の詳細設計に際しでも重要な視点  
である。  

払杢準1耽鱒事と子育て甲申年事象‖岬り方   
互生虹としたものとなったが、次世代育成互換弘ためlニは「すべての子育て家庭   
への支援」丁も同ほに重要互選畢であり、今後十分に議論が深められる必要がある。  

主立ら少子化の流れを変えるためには、次世代育成支援のための給付■サービ   
ス基盤の拡充のみならず、男女を通じた働き方の見直しによる「仕事と生活の調   
和」の実現が「車の両輪」として力盟⊥進められることが不可欠である。   噛7日少子化社   
会対策会議決定）に榊⊥に関する国民の希望と   
現実の間には大きな車離があり、．その希離を生み出している要損三1墓」土盛   

独」卸し、安定性   
に対する不安が、また、「出産」嘩土拳を続けられる見   
通しや仕事と生活の調和の確保度合いの低さ等が指摘されていれ  

当部会の今後の検討跡削二、こ旦［旦事と生量里過払旦塞現聖堂   

要性を意識しながら進めら奥地要地皇⊥¶  

lはじめに1   

社会保障審議会少子化対策特別部会においては、き盛」一旦年末の「『子どもと家族  
を応援する日本』重点戦略」のとりまとめを受け、旺宜3月より、6回に渡り議論  
を行い、比生5月20日、「次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向け左  

基本的考え方」（以下「基本的考え方」という。）をとりまとめた。【別紙5】  
「基本的考え方」においては、新たな制度休系が目指すものとして、「すべての子  

どもの健やかな育ちの支援」を基本におくとともに、「国民の希望する結婚・出産・  
子育てが実現できる社会」としていくこと、また、「未来への投資」として将来の我  
が国の担い手の育成の基礎を築いていくことを確認した。   

また、新たな制度体系に求められる要素として、「包括性t体系性」（様々な考え  
方に基づいて実施されている各種の次世代育成支援策の包括化・体系化）とともに、  

「普遍性」（誰もが、どこに住んでいても、必要なサービスを選択・利用できること）、  

「連続性」（切れ目ない支援が行われること）を備えるペきものと確認した。   

さらに、我が国の次世代育成支援に対する財政投入量は、欧州諸国と比較して際  
だって低水準であることも踏まえれば、今後、一定規模の効果的財政投入が必要で  
あり、そのための負担は、税制改革の動向を踏まえつつ、社会全体（国、地方公共  

団体、事業主、個人）で重層的に支え合う仕組みが求められることを確認した。  

その後も、「保育サービスの規制改革について平成20年内に結論を得る」ことと  
された「経済財政改革の基本方針2008」（吐乳6月27日間議決定）をはじめとして・  

次世代育成支援に関しては、各方面より様々な指摘がなされている。  

また、社会保障国民会議最終報告旺11月）においては、新たな制度体系の構築  
に向け、潜在的な保育サービス等の需要に対し、速やかにサービス提供されるシス  
テムとすることや、子どもや親の視点に立った仕組みとすること等に対する期待が  
寄せられている。また、少子化対策は、社会保障制度全体の持続可能性の根幹にか  
かわる政策であり、その位置付けを明確にした上で、効果的な財政投入を行うこと  
が必要であり、「未来への投資」として、国・地方・事業主・国民が、それぞれの役割  
に応じ、費用を負担していくよう、合意形成が必要等とされた。   

呈」主長」その後、「持続可葦な社会保障遇盟とその安定財源確保に内且た』生地ヱ  

＿【  ロクうム』」（肝年㈱寸源を  
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1これからの保育制度のあり方について  

（1）これまでの保育制度が果たしてきた役割  

○ 現行の保育制度は、昭和祁年代に、未だ核家族化が進んでおらず、また、   

女性の雇用労働者としての就労が一般的でなかった時代に、特に支援を必要と   

する家庭（「保育に欠ける」児童）に対する福祉として、その骨格がつくられ   
た。その後、昭和36年に「保育に欠ける」旨の判断lこ関する基準が通知によ  

り示されるなどして今日に至っている．   

0 その後、保育関係者の長年の尽力により、我が国は、家庭の状況や保護者の   

所得にかかわらず、すべての子どもに健やかな育ちを支える環境を保障してき   

た。諸外国に比べ、決して手厚いとは言えない従事者の配置の中で、累次の保   

育所保育指針の改定に対応し、入所する児童の最善の利益を盟二E皇室、その   

福祉を積極的に推進することに最もふさわしい生活の場，を目指し、乳幼児の健   
全な心身の発達を図るための努力が重ねられてきた。保護者からの保育所に対   

する信頼は一般に厚く、社会から寄せられる期待も非常に大きい。  

○ また、少子化が進み、地域の中で子ども同士の交わりを通じた成長が保障し   
づらくなっている中、保育所は、全国を通じ、芦団の中で子羊も力準長す争機   

会を保障する役割も担っている。我が国では、人口減少が進む過疎地域であっ   
たとしても、ほぼすべての子どもに、小学校就学前に芦田の中で三上も姐重量   

生皇機会を保障できるようになっており、，迎よi旦地域においては、とりわ   

け保育所が多くの子どもの育ちを担っている。  

○ さらに、待機児童の多い都市部を中心に、定員を超過しながらの積極的な受   
入れにも努めるなど、限られた保育資源の中で、可能な限りの受入れの努力が   

なされてきた。また、近年は、「保育に欠ける」子どもに対する保育のみならず、   

地域の核として、多様な子育て支援に取組む場面も多く見られるようになって   
きている。   

○ こうした中、平成9年には、従来の措置制度を一部見直し、利用者が入所希   

望保育所を記載した上で、市町村へ利用申込みをし、市町村が利用者の希望を   

勘案して入所決定する制度に改めることにより、利用者による選択を可能とす   

る仕組みを目指した。しかしながら、後述するように、利用者に対するサービ   
ス保障が弱く、また、事業者の新規参入が行政の広い裁量に委ねられて⊥垂「主   

姐 ＿ 
からも厳格にならざるを得ない等により、都市部を中心に待機児童が解消され   
ておらず、真に選択が可能な状況に至っていない。また、人口減少が進む地域   

において、統廃合を迫られ、地域の保育機能旦き迫拉が難しくなっている等、近   
年の社会環境の変化に対応しきれていない現状がある。  

・】  

（2）新たな保育サービスの提供の仕組みの検討に際しての前提  

○ 本郎会は、昨年5月の「基本的考え方」においてナ質の確保された保育サー   

ビスを量的に拡大し、利用者の多様なニーズに応じた選択を可能とするため、   

保育の公的性格・特性を踏まえた新たな保育メカニズム（完全な市場メカニズ   

ムとは別個の考え方）として、新たな提供の仕組みを検討していく，互邑呈示⊥   

たところである。   

○ こうした「基本的考え方」を踏まえ、新たな保育の提供の仕組みの検討に際   

しての前提を以下のように整理した。  

◇ 良好な育成環境の保障を通じたすべての子どもの健やかな育ちの支援が  
必要であり、所得等によって利用できるサービスの質など子どもの発達保障  

が左右されない仕組みが必要であること  

◇ 情報の非対称性や、質や成果の評価に困難が伴うこと、選択者（保護者）  
と最終利用者（子ども）が異なることといった保育サービスの特性を踏まえ、  
保護者の利便性等の視点だけでなく、子どもの健全な発達保障の視点が重要  
であること  

◇ 親としての成長の支援など保育サービスの提供者と保護者の関係は経済  

取引関係で捉えきれない相互性があること  

◇ 急速な児童人口減が現実化している地域の保育機能の維持・向上が図られ  

るような仕組みが必要であること  

◇ 保育サービスは、利用の態様等から、生活圏で提供されることが基本の地  
域性の強いサービスであること  

◇ 新しい仕組みを導入する場合には、保育サービスを選択できるだけの「量」  

が保障されること、また、それを裏付ける財源の確保がなされることが不可  

欠であること  

－、・い  
】削除＝は  

l聖二三千と至れモ   

l ＝㌦   

『 「   

■ソト 一－、  

し竺竺三竺？ 

【  
し車不  

（3）保育をとりまく近年の社会環境の変化（保育制度の検討が必要となっている背景）   

こうした検討の前提も踏まえ、保育をとりま〈近年の社会環境をみると、以下  

のような変化が見られる。  
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また、女性の育児期の働き方に対する希望を見ても、子どもが0歳の間は、  

育児休業の取得や育児に専念することを希望し、子どもが1歳～小学校就学  

前の間は、短時間勤務を希望し、小学校就学後には、フルタイムで残業のな  
い働き方を希望する母親が多くを占めている。  

また、少数ではあるが、医療現場などの交代制勤務者やサービス菓など、  
夜間・深夜・休日に就労ヱ旦冬埋草与二重モー阜甲二万で、夜間・深夜・休日の  
保育の受け皿の整備はほとんど進んでいない。このため、夜間・深夜・休日  
長革現生皇軍貪、＿べぎ二声テルなど公費の支援がない認可外保育施設に頼ら  
ざるを得ない現状にある。   

ii）規支真の必 性の壷屋り   

核家族化が進んだ今日においては、子育て経験を有する祖父母と同居する  
者は少なく、日々の子育ての中で支援や助言を受けながら、自然に子育ての  
力を高めていくことが難しい。   

また、現在の母親世代は、自らの卿も減少しており、年の離れ  
た旦垂壁娃の育ちを間近で見た経験も少なく、自らの子育て力に自信が持て  
ないと感じる親が増えている。   

加えて、地域のつながりも希薄化し、近隣の支援が期待しにくくなってお  
り、孤立感・不安感・負担感も大きい。   

さらに、働き方の見直しが進められるべき一方で、現実には、子育てと仕  
事の両立は様々な局面において容易ではない。   

このように子育て環境が変化する中、保育は、子どもを預かり、養護と教  
育を行うのみならず、一人ひとりの親と向き合い、親としての成長や、仕事  
をしながら子どもを健やかに育てていくことを支援する役割が求められてき  
ている。   

仰の支援の必軍牲   
核家族化が進み、地域のつながりも希薄化する中で、従来こ些但であった  

親族や近隣の支援が得られにくくなり、親が孤立感・不安感・負担感の中で  
子育てに向き合う場面が増えている。こうした側面は、保育所等による支援  
がなされにくい専業主婦家庭により強く見られる。  

の 保育需要の飛躍的増大  
i）共働き世帯の増加（サービスの一般化）   

我が国は、19開年代頃まで、雄琴周煮で卒冬雲と専挙享婦かう確率き不孝  
世帯が多数を占め、墾犀周章中共鱒．き鱒革l享少数であった。しかしながら、  

1紺7年を境に共働き世帯が専業主婦世帯を上回り、その後も、共働き世帯の   

割合が年々増加し続けている。  

このように、女性の雇用労働者としての働き方が一般化した今日、保育は、   

特別に支援を必要とする家庭に対する措置としての性格から、多くの子育て   
家庭が広く1般的に利用するサービスヘと変化し、多くの子どもの健やかな   

育ちの基盤としての役割を担うようになってきた。   

㈹替在需要（未就学児がいる母親の「就業希望の高さ」と現実の「就募率の   

低さ」との大きなギャップ）  

それでもなお、我が国は、未就学児がいる母親の就業率が相当低い水準に   
あり、欧州諸国と比較しても際だっている。  

しかしながら、これは我が国の女性の就業意欲が低い結果では決してない。   
現在、働いていない未就学児がいる母親であっても、就業希望を持っている   

者は非常に多く、「就業希望の高さ」と現実の「就業率の低さ」との間には、   

大きなギャップが存在する。そして、未就学児がいる母親のうち、実際に働   
いている者の率（就業率）と、働いていないが就業希望を持っている者の率   

（潜在的就業率）を足し合わせると、スウェーデンやフランスといった女性   
の労働市場参加が進んだ欧州諸国旦迫巳水準に到達する。  

今後、こうした未就学児がいる母親の就業希望の実現を支え、女性の労働   
市場参加を進めていく中で、すべての子どもに健やかな育ちを支える環境を   

保障していくためには、虹色＿2月の「新待機児童ゼロ作戦」で示されたよう   
に、質の確保された保育サービス量を、スピード感をもって抜本的に拡充す   

ることが不可欠となってきている。  

削除：雇用者  

削除：雇用者  

削除：が避けられない  

削除：きょうだい  

可  

1削除：と同程度初  

し竺竺竺？竺＿▼一＿   巨竺千丈一．＿，▼＿、～＿＿  

＠保育重要の深化・多様化  卿休日等）  
一方で、我が国の女性の働き方を見ると、依然として第一子出産を機に退   

職する女性が多く、その後正社員としての復職が必ずしも容易でないことも   

あり、子育て期である：‡0～40代の女性の相当部分は、パートを中心とする非   

正規雇用となっている。  

G  

③地域の保育機能の維持の必要性  
一方、人口減少が進み、地域の保育機能の維持が困難となっている地域も   

みられる。   
小学校就学前に幼稚園又は保育所を経験した比率（幼児教育経験者比率）   

を見ると、1970年頃は全国と過疎地域とでは大きな格差があったが、近年は   

ほぼ格差がなくなり、過疎地域においても、ほとんど（97％）の子どもが小学  
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課題となっている。  校就学前に芦団の中で庄旦壬二旦機会を得られるようになってきた0   

しかしながら、こうした人口減少地域においては、年々児童数が減少し、  

地域の子どもに、集団の中での成長を保障していくことが困難となってきて  

いる。子どもの健やかな育ちのためには、子ども同士の関わりが欠かせない。  

児童数が減少し、自然には子ども集団が形成されに〈い地域にこそ、保育所  

の機能の維持が大きな意味阜持つ。   
待機児童の解消という緊急度の高い大きな課題のみならず、こうした児童  

人口が急速に減少する地域における保育機能の維持という両方の課題仁、地  

域の実態の差を把捉しつつ、取り組んでいく必要がある。  

削除：子ども  

剖検：青まれる   

（4〉現行中牒育制度の課題   

①スピード感あるサービス量の埠本的拡充が困難  

「待機児童の解消」が重要な政策課題となって久しい。この間、現行制度   

の下で、各自治体による性鼻捷型整備が続けられてきた。しかしながら、過   

去5年間（平成15～20年）をみても、1ニi万人の定員増に対し、待機児童は  

7千人しか減少していない。  

これは、行政に入所申込みをすることにより「待機児童」として把握され  
ている数は、顕在化した一部の需要であり、その背後には、保育が利用でき   

ないために求職活動もできずに就労を断念するなど、申込み以前に保育の利   
用を諦めていたり、「待機」する余裕なく認可外保育施設の利用に至っている  

などの大きな「潜在需要」があることを示している。  

先に述べた女性の就業希望を実現するためには、此生2月の「新待機児童   

ゼロ作戦」において示されたとおり、今後10年間で、保育サービスの遅些   
率（その年齢の子どもに占める保育サービス利用退室の割合）を、0～2歳   
で，20％1里或」」」互生Jから38％に引き上げることが必要とされており、従  

来のペースを造かに上回る抜本的な拡充が求められている。  

一方、待機児童はごく一部の限られた都市の問題であるという認識がなさ   

れやすい。しかしながら、既に顧在化している待機児童だけを捉えても、待   

機児童のいる市町村数は全国の2割を占め、また、当該市町村に居住する子  
育て世代（20～：i9歳）の人口は7割近くに達する。  

さらに、働く希望を持つすべての女性が保育を利用できるためには、現在、  

既に待機児童として把握され顕在化している需要を遠かに上回る「潜在需要」  
が存在していることを踏まえる必要がある。今、既に顕在化している待機児  
童を解消しても、女性の就業率が上昇すれば、過去においてもそうだったよ  

うに、次々と潜在需要が出てくると考えられる。人口減少が著しい地域など  

に対する配慮とともに、全国的な課題として取り組んでいくことが求められ  

る。  

このよう現員貴重量のスピード感ある抜本的拡充馳せ⊥  

他方、現行制度には以下の制度的課題がある。  

酬半う役割の深化   

我が国は、近年の急速な少子高齢化によって、  

・女性が「結婚・出産」のために「就労」を断念すれば、労働市場参加が  
進まないことにより、中期的（～20：iO年頃）な労働力人口の減少が避け  

られず、  
・逆に、「就労」のために「結婚・出産」を断念すれば、出生率の低下を通  

じた人口減少により、長期的（20：∋0年以降）な労働力確保が困難となる   
という状況におかれており、女性の労働市場参加の促進と、国民が希望する  
結婚・出産・子育ての実現という二兎を追わなければならない状況におかれ   

ている。  

そして、労働力人口の減少は、経済成長を大きく制約し、ひいては年金・  

医療・介護を含む我が国の社会保障全体の持続可能性に大きな影響を及ぼす。  

こうした中で、保育は、現に「保育に欠けている」子どもに対する福祉と   

いう従来からの役割を超え、女性が「就労」を断念せずに「結婚・出産・子  

育て」ができる社会の実現を通じ、我が国の社会経済や社会保障全休の持続  
可能性を確保してい〈という緊急的・国家的課題に関わる新たな役割が期待   
されるに至っている。   
そして、この保育の新たな役割は、すべての子どもに健やかな育ちを支え   

る環境を保障しながら果たしていかなければならない。  

し亘室む二＝二二三］  

誕二≡≡∃  

－1＼：トI：  

t苧竺‡竺竺 

ー
，
 
 

「
 
 

軋多層の公費投入を受ける制度としての透明性・客観性等の要請   

近年の保育需要の飛躍的増大に伴い、保育制度は、匡巨地方を通じ、年間  

1兆円もの公費投入を受ける制度となっており、様々な次世代育成支援策の  
中でも、児童手当制度に並び、最も大きな公費が投じられている。   

こうした多籠の公費投入を受ける制度としての透明性・客観性等の確保が  
求められるようになってきており、また、財源の公平・公正な配分が重要な  
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課題があるものの、サービス量の拡充に際しては、制度改革により大きな成  

果を挙げている。   

揃）主体聞の補助格差や運営費の使途制限Iこよる新規参入抑制   

また、現行制度においては、初期投資費用である施設整備費用については、  

保育所運営費負担金においては手当壬せず、「次世代育成支援対策施設整備交  
付金」（ハード交付金）において手当しているが、同交付金は社会福祉法人や  

公益法人等のみを対象としており、NPO法人や株式会社に対しては手当さ  
れない。このように、公費投入におけるイコールフッティングが図られてい  

ないために、NPO法人や株式会社において初期投資費用の回収が難しく、  

新規参入が活発に進みにくい現状にある。  

さらに、保育所運営費負担金の使途制限において、原則として当該保育所  
の運営費に充当することを求めており、新規の保育所設置費用への充当に一  

定の制限を設けているため、保育所の運営実績のある法人が、その経験を活  

かした新規開設を行うことに制約がある。また、保育所の土地建物の賃借料  
への充当にもー定の制限が設けられているため、賃借による機動的な保育所  

設置が図られにくい。さらに、株式会社の配当への充当が認められていない  

ため、株式会社として参入しづらいとの指摘がある。  

会計基準の適用においても、株式会社であっても、社会福祉法人会計基準  

の適用を求めており、事務的負担が大きいという指摘もある。   

iv）保育の必要性の判断と受入保育所決定中一体実施lこ伴う需要の潜在化   

さらに、現行制度においては、市町村が、個々人の保育の必要性の判断（「保  
育に欠ける」か否かの判断）と、受入保育所の決定とを一体的に行っている  

ため、地域の認可保育所に空き定員がなく、受入保育所が決定できない場合  
には、窓口においてその旨が伝えられることにより、申込みに至るまでもな  

く諦めざるを得ない事例が指摘されている。   
また、行政が、個々人が利用する受け皿まで個別に決定し、委託していく  

仕組みは、今後の大幅な需要の増加やニーズの多様化を適切に供給主休に伝  

え、それぞれに対応していくことを困難にさせることにもつながり、円滑な  

供給増を図っていく上では課題が多い。  

i）利用保障の弱さ（市町村が、財政状況との兼合い等で、保育が受けられない  

ことも許容せざるを得ない仕組み）   

現行制度では、市町村lこ対して、「保育の実施義務」（認可保育所において  
保育する義務）を課しており、市町村による義務履行（＝公立保育所におい  

て自ら保育するか、私立保育所へ保育を委託）を通じて、保護者に認可保育  

所が利用される仕組みとなっている。   
ただし、「保育の実施義務」には例外が設けられており、「付近に保育所が  

ない等やむを得ない事由」があるときは、「その他適切な保護」（認可外保育  

施設のあっせんでも可）もあり得るという制度となっている。  

このように、現行制度においては、個人が保育サービスを利用できるか否  
かが市町村の判断に委ねられており、特に、地域に認可保育所が足りない場  

合には、「保育に欠ける」と判断された場合であっても、市町村が財政状況と  
の兼合い等で、声援を受けられないことも許容せざるを得ない仕組みとなっ  

ている。このように、個人に対しては、権利としての利用保障がなされない  

上、市町村に対しても、厳しい財政状況との兼合いから認可保育所の基盤整  

備が困難な仕組みとなっている。  

一方、他の社会保障制度（医療・介護・障害）においては、近年の改革も  
あ．り、行政による認定等によって客観的にサービスの必要性が認められた者  

に対しては、例外なく受給権が生じ、受給権に基づくサービス利用に伴う費  

用の支払いを、保険者又は行政が義務的に行う仕組みとなっている。   

ii）認可の裁量性による新規参入抑制   

さらに、現行の保育所の認可制度には、認可権看である都道府県に、認可  
の可否の判断に対する幅広い裁量が認められている。このため、待機児童が  

いる市町村で、かつ、客観的な基準を満たしている事業者からの申請であっ  

たとしても、地域の直面する状況によっては、必ずしも認可されないことも  
ある制度となっている。  

一方、他の社会保障制度（医療・介護・障害）においては、客観的な基準  

を満たした事業者は、入院・居住系を中心とする一部のサービスを除き、給付  

対象として指定される仕組みとなっており、指定拒否できる事由が限定的に  
列挙されている。このように、原則として、行政が供給量を抑制することの  
ない、透明度の高い仕組みとなっている。   

とりわけ介護・障害については、従来は、新規の事業者参入に対し、行政  
が幅広い裁量を有する仕組みを採ってきたが、近年の改革により、i）の利  

用保障の強化（行政による客観的な認定に基づく受給権の付与）とも併せ、  
客観的な基準を満たした事業者に対する裁量性のない指定制を導入したこと  

により、飛躍的なサービス量の拡充が図られた。これらの制度にはそれぞれ  

10  

l盲蒜忘妄三三▼‾叫 
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当  

l削除‥サービス  

② 深化・多様化したニーズへの対応   

＝保育の必要性の判断基準のあり方  

現行制度においては、市町村が保育の実施義務を負う対象を「保育に欠け   

る」児童と定義し、「保育に欠ける」か否かの判断基準は、全国的には大枠の   

基準を示すのみであり、詳細の基準は各市町村の条例に委ねる仕組みを採っ  

11   
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地域の柔軟な対応を可能としつつ、地域の財政事情等が判断基準に影響を与   

えたり、不適切な地域差が生じることがないように配慮すべきである。   

‖）保育の必要性の判断基準の内容  

また、国で定めている大枠の基準の内容を見ても、就労に関する基準は、  
「昼間」の就労を「常態」としていることを求めており、早朝・夜間の就労  

や、短時間勤務の者、現に就労していない求職者などが保育の必要性を認め   

られにくい基準となっている。こうした現状からは、就労時間帯を問わず、   

また、短時間であっても、就労量に応じて利用を保障する方向を、また、求  

職者であったとしても保障される方向を制度的に明確にすることが求められ   

ている。  

また、政令において、同居親族等が保育できない場合にのみ、補足的・例  
外的に脚必要性を認める仕組みとしており、家族形態によって、退塾立  

並上＿⊥⊥なっている面がある。   

蛸拠金  
現行制度においては、基本的に、一定の「開所日数」（日曜・祝日以外の週   

6日）と、「開所時間」（一日11時間）の範囲内であるか否かによって、腹  
象史遅」生旦吐坦曳を区分するという、いわば提供者側から捉えた仕組みとな   

っている。  

また、この一定の「開所日数」・「開所時間」を超える休日や早朝・夜間の   
保育については、実施の要否を市町村の判断に委ねた上で、必要なかかり増   

し経費を奨励的に補助する仕組みを採っているが、認可保育所においては、   

現場の環境や体制が抱える課題を克服する困難を伴うこともあり、補助制度   
の活用と十分な受け皿の整備が進んでいない。このため、休日や早朝・夜間   

など、働き方により、利用時間が保育所の「開所日数」・「開所時間」とずれ   
ている場合には、受け皿自体がなく、事実上、認可外保育施設の利用となら   

ざるを得ない仕組みとなっている。   

噸育所との関係性  

現行制度においては、市町村に保育の実施義務が課せられており、保護者   

は市町村へ保育の利用の申込みを行い、市町村が入所保育所を決定の上、市   
町村が保育所に対し、個々の子どもの保育を委託する仕組みとなっている。   

このよう射通拉且保護者■保育所の保育の利用・提供双方にとって、   

信披性・安定性が期待できる仕組みである一方、市町村との関係性に重点が   
置かれた仕組みとなっている面が否めない。   
保育所にとっても、利月］の申込みが間接的畔遺   

し主力＿三＿し∴退彗ユLl主上」⊥」ゝ」1址二⊥Lゝ地出土＿三組l   

成されに〈い面もある さらに当事者である保護者と保育所の間に法的関係  

1：i  

ている。   

各市町村の条例を見ると、需要が供給を上回り、受入保育所の決定が難し  
い地域であるほど、例えば週4日以上の就労でないと認めないなど、財政状  

況との兼合い等で基準を厳しくせざるを得ない傾向にあり、逆に、供給と需  

要が均衡した、又は供給が需要を上回る地域では、大括りで緩い基準とする  
傾向にある。このような傾向は短時間勤務の取扱いのみならず、求職者の取  

扱い等においても市町村の状況により散見される。  

このように、本来であれば、女性の労働市場参加が進む中で、すべての子  

どもに健やかな育ちを支える環境を保障してい〈ためには、短時間勤務、求  

職中等を含め、住んでいる地域に関わらず普遍的に但東の必要性が判断され  

るべきであるが、現行制度では、保育の実施義務の例外規定もあり、市町村  

の厳しい財政状況との兼合い等で、促阜の必要性の判断基準の方を、地域の  

脛屋の供給基盤の状況に合わせざるを得ない現状がある白  

また、母子家庭や虐待事例など、特に優先的に利用確保されるべき子ども  
について、優先すべきとする概括的な方針を示してはいるものの、市町村に  

よっては、基本的な優先度を就労量により決定した上で、同一優先ランク内  
の調整指数として勘案したり、そもそも基準に位置づけられていなかったり  

する事例も見受けられる。  

このような実情を踏まえれば、女性の労働市場参加が進む中ですべての子  

どもに健やかな育ちを支える環境を保障すること、また、母子家庭や虐待事  

例など特に優先すべき子どもの利用確保を確実に図ることを国全体で共通的  
に進めていくためには、居住市町村に関わりなく、保育の必要性が認められ  

るべき範囲や、優先的に利用確保されるペき子どもについて、国が定めるこ  

とが求められる。  

一方で、地域によっては、都市部など多様な就労形態が多く見られたり、  
農林漁業など姓雇用者でない就労者が多い場合など、平均的な過当たりの就  

労時間で保育の必要量を一律に計ることが難し〈、地域の実情に応じたきめ  

細かな判断基準が求められる場合もある。   

また、過疎地域やへき地など、児童人口が著しく少なく生活圏域内に幼稚  
園がない場合、当該地域における保育所は、小学校就学前に，集町  

阜か痩尽す呑，ことを保障する役割を果たしており、保育の必要性の判断を柔  

軟に行うことが求められる地域もある。  

これらの現状を踏まえれば、国が保育の必要性が認められるペき範囲や、  

優先的に利用確保されるべき子どもについての基本的事項を定めた上で、さ  

らに地域の実情に応じた対応を可能とする仕組みが求められる。その際には、  
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生活の空間があるかどうかという点も重要である。   

また、最低基準におし、ては、保育従事者には保育士資格を有することを求  
めている。保育は、家庭における子育てと異なり、他人の子どもを責任をも  
って預力、リ、集団的に養護・教育（例えば、4歳以上児の配置は30‥1）  
するという特性があり、さらに、親支援や障害のある子どもの受入れなど、  
保育所の役割の深化・多様化もあり、保育従事者に求められる資質はますま  
す高まっている。また、現迂¢保育士の配置数甚、年長児を中心に、国際的  
にみても十分な水準と言えず、また、8時間の保育時間を前提とした配置で  
ありながら、実際の利用時間は開所時間の11時間に近づいているとの指摘  
もあり、さらに、保育所の役割の深化・多様化に伴う保育士の業務の負担の  
高まりもある。  

一方で、保育従事者の要件の緩和を求める指摘もあるが、子どもの将来に  
向けた発達に悪影響を及ぼす可能性に加え、良質な保育が提供されなければ、  
やはり女性は働くことを断念せざるを得ず、女性の労働市場参加の促進や、  
ひいては持続可能な社会保障制度そのものが堅牢なものとならないことに   
十分留意する必要がある。   

iii）保育士の 成・研修・処旦里 

現行制度においては、保育士資格は、指定保育土着成施設（大学、短大、  
専修学校等）における2年の養成課程を履修するか、都道府県の実施する保  
育士試験の合格により、取得する仕組みとなっており、年間約5万人の保育  
士が養成されている。保育の量の抜本的拡充を進めていくためには、その担   
い手となる保育士の量・質の確保、計画的な養成が欠かせない。  

また、いったん資格を取得した後は、各保育所における研修や、地方公共   
団体、保育団体による研修への任意の参加に委ねられており、制度的な専門   
性向上に向けた研修の体系は整備されていない。また、研修に参加できるだ   
けの人員の余裕がない等の指摘も聞かれる。   
自治体の中には、認可保育所のみならず、認可外保育施設等を含め、自治   

体内のすべての保育従事者に対する研修や情報共有を積極的に実施してい   
るところもあり、こうした取組も参考にしながら、制度的な研修のあり方を   
検討していく必要がある。  

また、保育士の平均勤続年数・賃金は、女性が7．7年、21・7万円／月、男   
性が5，0年、22．9万円／月となっており、福祉施設介護員（女性が5J〕年、   
20．G万円／月、男性が4．9年、22．7万円）より若干勤続年数が長く、賃金が   
高いものの、全産業平均（女性が8．8年、2：i．9万円／月、男性が1：う・5年、  
：汀：う万円）に比べ、低い現状にある。保育士の頻繁な交代は、子どもの心理  
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がない構成であることから、結果的に、保育所においてニーズに即応した対   
応がしづらいという声もある。   

このため、入所前・後を通じ、実情を最も良く理解している保護者・保育  
所の当事者間で、より良い保育に向けた相互理解や協働をより深めていける   
ような、より向き合った仕組みの制度的な保障が求められている。   

∨）すべての子育て家庭に対する支援の必要性   

現行制度においては、専業主婦家庭については、基本的に保育の必要性が  
認められておらず、現に、3歳未満の子どもの8割はゃ家庭内で育てられて   

いる。今後、保育の量の抜本的拡充を進め、潜在需要を満たしたとしても、   
未就学児のいる母親のなお半数は、育児に専念する状況と想定される。  

しかしながら、前述のとおり、核家族化が進み、地域のつながりも希薄化   
した今日においては、従乳二股迫であった親族や近隣の支援が得られにくく   
なっており、専業主婦家庭の方がより孤立感・不安感・負担感を抱えながら   
子育てをしている現状がある。孤独で密室化し、周囲の支援が受けられない   
状況の中では、児童虐待に至るリスクも相対的に大きい。  

また、多額の公費を投入する制度としての公平性の観点からも、専業主婦   
家庭に対する一定の支援が求められる。  

座竺の＿▼＿【＿＿▼＿  

l蒜石戸垂亘、誓1   

削除：保育所による支援を受けず  に  

‾‾‾‾’1■ 

1  
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③認可保育所の質の向上  

i）最低基準のあり方   

現行制度においては、住んでいる地域にかかわらず、すべての子どもに健   
やかな育ちを支える環境を保障するため、施設設備や保育士資格者の配置に   
っいて、児童福祉施設最低基準において、全国共通の最低基準を定めている。   
このうち、施設設備の基準については、地方分権の観点から、質の確保のた   
めの方策を前提としつつ、全国一律の最低基準という位置づけを見直し、国   
は標準を示すにとどめ、自治体が条例により決定しうるなど、自治体の創意   
工夫を活かせるような方策を検討すべきと「地方分権改革推進要綱（第1次）」   

他生6月地方分権改革推進本部決定）において指摘されており・最低基準の   

あり方について検討が求められている。   

ii）最低基準の内容   

児童福祉施設最低基準は昭和2；う年に定められたが、現行の最低基準でも、   

保育室等の面積については、当時と同じ数値基準を定めている。子どもは、   
自ら周囲の環境に働きかけ、環境との相互作用により発達していくものであ   
るが、限られた空間では、主休的な活動を促すことが難しく、子ども同士の   
関わりも少なくならざるを得ない。また、保育室の面積だけでなく、全体の  
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期に渡り、自身の資質を向上させていけるような仕組みが求められる。  

さらに、退職等により保育現場を離れた保育士の再雇用を視野に入れ、研   

修を含め保育現場に復帰するためのシステムを構築し、増大する保育需要に   
対処していく必要がある。  

付）保育の質に関する科学的・実証的・継続的な検証   

現行制度においては、保育の質を支える仕組みとして、保育内容について   

は「保育所保育指針」により、保育の目標や内容、計画等について定め、保   
育環境については、児童福祉施設最低基準において、施設設備の状況や保育   

士資格者の配置等を定めている。  

一方、こうした保育の質を支える仕組みのそれぞれについて、子どもの健   
やかな成長に対しどのように影響を与えるかについては、長期に渡る継続的   
な検証が必要であるが、米国等と異なり、我が国ではほとんど科学的・実証   
的・継続的な検証がなされていない。  

保育の質の定義（何が良質な保育であるか）は難しい。親の利用者満足度   
も大切ではあるが、それだけでは決して測ることができないものである。  

アメリカの研究では、撹は保育の質を高めに評価しがちであること、また、   

質の悪い保育の危険性を規や社会が十分認識していない場合には、質への需   

要は過小となり、良質な保育に対し、お金を払おうとしないことを意味する   
と指摘されている。  

また、NfCHD（アメリカの国立小児保健・人間発達研究所）の大規模な   
長期縦断研究においては、保育の質について、ポジティブな養育という概念   

で定義し、具体的要素として、保育者がポジティブな態度を示す、子どもの   
発声・発話に応答する、子どもに質問する等の要素を示している。さらに、   
こうした保育の質には、大人と子どもの人数比率、クラス規模、保育者の学   

歴、専門教育歴が高いほど良質になるという結果が出されている。  

こうした先行研究の結果や諸外国の例も踏まえつつ、我が国における科学   

的・実証的・継続的な検証の枠組みのあり方や、保育の質について検討して   
いく必要がある。  

・命 認可外保育施設の真の向上  

i）認可外保育施設数・財政支援  

現在、我が国には、約1万箇所の認可外保育施設があり、約23万人の子   

どもが利用している。これは認可保育所の施設数の2分の1、利用児童数の   
約1割左占める。中でも、夜間や宿泊を伴う保育を行う「ベビーホテル」に   

増加傾向が見られる。  

一方、現行制度においては、認可保育所の保育の実施費用に対してのみ、   

市町村の支弁義務がかかっており、認可外保育施設に対しては、認可保育所   

への移行を支援する一部の補助金や、事業所内保育施設に対する助成金豊を   
除き、制度的な公費投入はな〈、各自治体が独自に支援するか否かに委ねら  

れている。   

」i）認可坐選育施設の現状   

（定員規模・設置主体の状況）  

定員規模の状況を見ると、在所児童数が20人以下の施設が半数以上を占   

めており、認可保育所の原則的な定員である60人を超える施設は1割に満   

たない。また、設置主体の約6割が個人と、個人立の小規模な施設が多数を   

占めている。大規模な保育所の設置は相当の初期投資費用を必要とし、機動   
的な設置が難しく、また、保育は日常生活に密着した地域性の高いサービス   

であり、広域集約的lこ設置するよりは、日常生活圏域で配置されていること   

が望まれるサービスでもある。こうした側面に加え、認可外保育施設の在所   

児童数の現状を踏まえると、定員規模の要件のあり方については課題がある  

ものと考えられる。  

（開所時間の状況）  

開所時間は認可保育所に比して長く、認可保育所による提供が進まない早   
朝や夜間の保育ニーズに対して、主として認可外保育施設が対応している現  

状にある。  

（施設設備の状況）  

施設設備の状況を見ると、面積基準は最低基準を満たしている施設が6割   

以上と推計される一方、調理室に関しては約半数が有していない可能性が伺  

われる。  

（従事者の状況）  

保育従事者の状況を見ると、保育士比率の割合が平均的に約6割にとどま  

っており、認可外保育施設間の格差も大きい。  

（利用料の状況）  

認可外保育施設の利用料を見ると、所得に関わりなく平均的に約3～5万  
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日程度の水準となっており、公費投入を受けていないにもかかわらず、この   
ような利用料水準で運営しているということからは、運営費の大半を占める   
人件費について相当切りつめざるを得ない運営状況が推察される。   

川）認可外保育施設の認可移行に関する考え左   

認可外保育施設の考え方を見ると、施設の約4割は、認可保育所への移行   

を希望しており、現状では最低基準に満たない点や、認可保育所への移行手   
続きが煩雑であること等を理由として、認可外保育施設にとどまっている現   
状にある。   

付）認可外保育施設の選択の状況   

こうした認可外保育施設の利用者の選択の実情を見ると、約6割の利用者   

は、認可保育所と比較した上で、認可保育所の供給量不足や、認可保育所が   
ニーズに合わないこと等により、認可外保育施設の利用に至っている。こう   
した選択の実情を踏まえるならば、待機児童の解消ができていない中、認可   
保育所に入所できれば、一定水準の賃の埋克と公費揮華の両方が得ら   
れ、認可保育所へ入所できなければ、その両方が得られないという点におい   
て、公平性に大きく欠けている現状にある。すべての子どもに健やかな育ち   
を支える環境を保障する観点から、まず最低基準への到達に向けた支援を行   
い、質の底上げ重囲るとともに、同じように保育を必要としている子ども・   
保護者の間の公平性の確保のための方策の検討の必要がある。  

化が図りにくい。  

また、児童人口が著しく少なく生活圏域内に幼稚園がない場合、当該地域  
における保育所は、小学校就学前に岸田の中で手ともが成長する，ことを保障  

する役割も果たしており、こうした地域の保育所が担ってきた機能について、  
認定こども圃の活用等も含め、柔軟に検討していくことが求められる。  

削除：子ども   

榊除：において育まれる   

⑥ 多様な保育サービスについて  
i）休日保育・夜間保育等   

現行制度においては、上述のとおり、一定の「開所日数」・「開所時問」を超   
える休日や早朝・夜間の保育については、実施の要否を市町村の判断に委ねた  
上で、必要なかかり増し経費を奨励的に補助する仕組みを採っているが、認可  
保育所においては、現場の環境や休制が抱える課題を克服する困難を伴うこと   
もあり、補助制度の活用と十分な受け皿の整備が進んでいない。（休日保育の実  
施率は認可保育所の3．8％、夜間保育（早朝を含む）の実施率は認可保育所の   

0」∋％にとどまっている。）  

このため、休日や早朝・液間など、働き方により、利用時間が保育所の「開  
所日数」・「開所時間」とずれている場合には、受け皿自体がなく、事実上認   
可外保育施設の利用とならざるを得ない場合が多く見られる。  

一方で、休日や早朝・夜間に甚牲卑華甲甲に序∴甲子革毎年ギ所得鱒鱒や†  
厳しい者も多いと指摘されており、多様なニー女への対応というだけでなく、   
むしろ児童福祉の観点からも、財政面・子育て面の支援が求められる。  

なお、こうした多様な保育ニーズの受け皿については、認可保育所はもちろ  
んのこと、家庭的保育や、現状の認可外保育施設の質を向上させることなどに   
ょって、質の確保された多様な担い手を視野に入れて検討する必要がある。   

椚病児・病後児保育   
現行制度においては、実施の要否を市町村の判断に委ねた上で、裁量的に補   

助を行う仕組みとなっているが、休日保育・夜間保育と同様に、十分な受け皿   
の整備が進んでおらず、加0万人を超えるすべての保育所利用児童に利用可能   
性があるサービスであるにもかかわらず、実施箇所数が著しく少ない。（認可保   

育所の利用児童約2700人に1箇所、1市町村当たり0．4箇所。）こうした中、   

NPOによる非施設型の取組等が、受け皿の不足を補っている現状がある。  

働き方の見直しにより、子の看護のために仕事を休むことが当たり前にでき   
る社会を目指すべき一方で、現に欠勤することが困難な状況にある親もおり、  
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l州軒・－・   ！  
l削除＝投入  

⑤ノ㈱・向土  
児童人口が著しく少ない地域を含め、すべての子どもに地域の子ども集団   

の中での成長を保障していくことが必要であるが、現行制度においては、認   
可保育所として比較的手厚い財政支援が受けられる「小規模保育所」（認可保   

育所）であるためには、最低定員が20人以上であることが求められている。  

また、「へき地保育所」（認可外保育施設）に関しては、最低入所児童数が川   
人で足りることとされているが、財政支援が一定の水準にとどまっている．  

こうした地域は、一般に非常に厳しい財政状況を抱えており、自治体単独   
で多観の財政投入を行うことは容易でなく、すべての子どもに、地域の子ど   
も集団の中での成長を保障するためには、地域の実情に応じた設置を可能と   
するとともに、相応の水準の財政支援が不可欠である。  

また、児童人口が著しく少ない地域については、対象となる子どもの年齢   
に応じ、地域子育て支援拠点や、児童館、放課後児童クラブなどの各種施設   
を設置することに困難があることも多いが、現行制度においては、こうした   
異年齢を通じた複合施設としての財政支援の枠組みがなく、保育所の多楼能  

18  
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病児・病後児保育は、仕事を続けながら子育てをする保護者にとって、いわば   
セーフティーネットとして重要な役割を果たしており、その実施箇所数の拡充   
は不可欠な課題となっている。また、保護者の抱える多様な状況への対応の視   
点も求められる。  

現行の補助制度を見ると、施設規型ごとの均一な単価設定となっており、施   
設の受入人数の規模や実績に応じた仕組みとはなっていない。一方で、病児・   
病後児保育は、子どもが病気の場合に必要となるというサービスの特性上、利   
用者数の変動が大きく、運営が安定し難い特質も持っている。  

こうした事業の特質を踏まえつつ、施設規模や事業実績をより評価する制度  
的な拡充方策が必要となっている。  

なお、他の社会保障制度（医療・介護・障害）において課題とされてきている事  
項と、それに対する対応も参考にしながら、新たな制度休系の検討を進めていく必  
要がある。  

また、認定こども園のあり方については、現在、「認定こども園の在り方に関する  
検討会」において検討が行われているところであり、当該検討会における検討結果  
も踏まえ、新たな制度体系のあり方の検討をさらに深めていく必要がある。   
認定こども園のあり方をはじめ保育制度について検討していく際には、幼児期に  

おける教育の充実という視点を重視していくことも必要である。  

② 新たな保育の仕組み（「サービス保障の強化等＋財源確保」案）   

・量の拡充や、多様なニーズヘの対応が進まないのは、財源が不十分であ   
るだけでなく、制度に起因する問題もあり、財源掛呆とともに、現行制度に   
ついて必要な改革を行うべきという考え方。   

③ 市場原理に基づ〈直接契約・バウチャー方式とした場合  
・‥量の拡充や、多様なニーズヘの対応は、市場原理に委ねることにより達成   
されるべき（価格を通じた需給調整に委ねる）とする考え方。  

ー31の市場原  」リリ足駐⊥互迦童左遷拉ても上」甘酢臣録過重皇  に．bいても、   

型三塁ユ封建軋ヱ±ユニ五重上皿し星旦」去を空ヱ皇T  

そ些毯」1腹産室豊量捉討呈り主ょ包立論皇堕工ゝ＿旺匹宝，を基本として、今  
後、制度の詳細設計を進めていくべきと肺  

なお、その実現には、財源確保が欠かせないものであることに留意が必要で  

ある。  

削除：12月に提示した考え方  

（別添）に修正を加え、  

1削除：考える。（P）   

〈保育制度のあり方に関する造本的考え方〉  
良好な育成環境の保障を通じたすへ  姿の板書引こ際しては   今後の保奇利  

て吐と五里蛙里雌但真顔を基本上すべきで旦良三 ▼  
l墨＝二はスヒート感ある抜本的拡充か必要であるが、胤の碓悍され  

脚ため頗  
に向けた『中期プロクラム』l（平成ごt）年㍑月間議決定）を踏まえた財源確保 二＿二：．⊥．．．上∴■二■ ｝l ′ －■      ■ 【‾  ‾「 11          」      ‾   ■  （5）今後の保育制度の姿 一新たな保高の仕組み－ 「，‾′    ■‾■「 二二 J ■，■ ■ T▼m ▼ ■1      ■ニー  ▼ T T      」         」l   

本部会においては、以上のような保育をとりまく社会環境の変化や、現行の   
保育制度の課題について、9月以降、議論を深めてきた。また、事業者の立場   

からの検討を深めるため、「次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に関   
する保育事業者検討会」（以下「保育事業者検討会」という。）を設置し、並行   
して議論いただくとともに、随時、議論の状況の報告を受け、それも踏まえて   
検討を進めてきた。  

このように、本部会としての詩論と、「保育事業者検討会」における議論、ま   
た、関係各方面の議論も踏まえ、今後の保育制度の姿について、別添の通り、   
以1てり3通りの考え方に整理したを里透し2J〕！」墨示した。  

① 現行制度維持（「運用改善十財源確保」案）  

・量の拡充や、多様なニーズヘの対応が進まないのは、制度的問題ではな  
く、財源が不十分であるためであり、財源確保とともに、運用改善を行うべ  
き（現行制度を基本的に維持）という考え方。  
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が 進互生星型L塁上一腰靡  ズヘの対応   が不可欠であるか、星の拡充や、多ほな二  

が不十分であるだHでなく、制度に起因する問題もある一 財源擢保とともに、  

また、保高は、住んでい各地域にかかオ迫ず、我が国の楳童丘必要とするす  

ベきものである 子ともの蛙やかな育成は、r未来  の 子どもに  ベて   
ものであり、住吉の保時の  上   て、悶か責任をもって取り組むベ  ↑建塗」＿上  

近な市m】村）力く黒たす役割二壷」圭退去＿皇｛星雲  た址一缶狙上土担封建罠  
責任の弧化が回・ちれるべき  である頗  

である、  

1r 仁l乙告の必要性等の車‖り†  

Il甘木的仕組み  

市‖†村が、  

埋毎夕主要翼性宣  
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柚購雛痛絹沌ど克則的■短＝引脚川1や、不定期勤務者l二ついて、フル  ▲   －■L■一JI■りトー′ノレノ ■1∪ ‾ ノ■‾′＝l■■    ‾‘■‘■’ ‾ ＝－－⊥     ■  ■  ■ ■  
タイム利用と更け仙を別とするかとうかは、払木的に個々の事業者の判憫      ノ l ‾’⊥Lこ⊥」＝′丁’■■ －′′′ ‾ 一一・ 
と考えられるが、糾たな給軒別■！を設けるかどうかさらに極討する      、‾ J ′ し ‾ノ ■ ‾ V ■■ †「′■ ■「■ 、J r■1－1■′■ ▼▼【 ‾’‾－   二一▲     ■     ▲            ▼‾‾  

′■  、J－′1「、－▲－′一「′J、†・G r ‾【 I′、‾■‖     ■ 一’リ ■ ■‥’            ■  ■ ‾ ‾  

jl■はは、別の受け川はすることを基本とし、一時預かりとして件臆する      ′■J、‾ 二’＝．．ゝ、ニイ■ ’・「 ニニニ■ ■ 一L－こ－一 ‾ ‾’‾ ■二  1     ■ ■■  ‾  

保護者か非就労である障害児については、障害者施策との関係も含め、   ■    レ「＼1t■ql」一） ノl’」iU′⊥ J 、′ －■ll 【 ′】’       二二 ■  ■ ■  ■  ■ ■‾ ■    ’‾    ‾         ■   

皇 

・j・兄弟姉妹のいる場合に対する配慮について、ニーズを組まえ、さらに！うミ   ’  二■U′lノ′‾■■▼－1㌧二ニT－・ご √■「l」・ニ」－二 ‾「‾1⊂∴－ニ：一      ’  
立壬 

．＿▼   

山）保障上限塁   

○㈱壷㈹冊）を、例えば過当たリ2～3区分程度  
を月単位で判晰する．  

立通ほ五廻摘几椚軸』進数訝るべきであることを鑑五え、就労疇圃   
と過軸した適切な保   

象互生醜上l迎垂⊥－  

L皇誼吐乳を過去五割週⊥超過遡j鮎亘キ岨ユ＿上里土塁鰻重崖¢あ  

監畳坦l圭棚里隠避j‥一主る／ヾき子とも（増子射蓮、虐待掛かと二iカニ  
旦拠肛むL  

丁二地主二 

施し、その旨の卿   
児童（認定左受けたにもかかわらず質の確保された公∩り僅古か受けられて       ノ∪‾一■ ヽl【′、一：＝■■ ・二‾‾  ∫ ■‾    ▼    ■   ‾  ■  ■ －     ■1              ■‾■  ‾■‾‾  

いない者）に係る情報開示を行う仕組みとする   

二 需要を明確†とする＿とともに」塞遡的に必割出遡足さ並立皇と．も仁  

ついて、公的保育を受けることができる地位をイ寸与するし例外ない保  

室保障）  

生し」臣亘軌主星迫星宣む仁重当な哩屯立上虐女王埴生ゝ虹〕上⊥山墜生蜘⊆剋   
閂確保さ吐息±呈王上も旦！重畳愛ム蓮透旦誕生＿＿  

井：」母二F家庭等■こついては、優先的な利用確保そのイ鵬己慮が必要である   

虹） 

＿，▼ 

』娼旦劉鮎出班遇腹鼓虹求職者等）、」弧利用肝促す上皇王＿ど丘  
▼－  （母子家庭・虐待∃碑   
上で、1岬を亘鑑仁王る（人口減少埴些1⊆羞且尋   

集団の中での手ともの成長機会の保障、きめ細かな判断基準等1）    ′l、■－－▼→  ■ ！二こ  ‾  ‾  ▼   ■ ■▼■▼’’▼    ■ ■ ■ ■ ■                        ‾    ‾   

㈱掴l）  （⊃㈱  
」」亘瞳埋盤堂畳に対して旦亜畳量⊆直上土盛塁畳屋遡脳ヱ透」  

＿＿  

⊥ ▼＿ ＿ 
宣を判軌」  

Ⅷ引ニ対しても必要†生を認める∴   

9 ▼「＿＿ 
l主2邑王立凰堅旦亀 ▼  

㈱喚脚  

Olか業主婦家庭に対してもー定量の－・l耶如、りを保障する   

∴1」監星組t；剋但並医王上皇三上i⊥旦王室塵」塵盟旦剋喜1＿1週止定＿完選  

が供給を上回る地域における対象都岬冊   

脚劉生の・脚  
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さらに検討する  リ方については   

土 ＿＿ 
点も踏まえ、負担のあり方を併せてl串討する  

∨）優先的に利用権促されるべき子どものための仕組み  
旦】㈹tるべきモども（母王室直」星廷旦岨」；ユいエ   

は、市椚寸寸が保育の必要性・星の判断と併せ、優先度を判断する  

仁一 保育所に、托紳す   
七ともに、優先的に利用確保されるべき子どもから、受入れを行う優先受  
入義硝を課す  

立 ▲ 
いては、市町村が保育の利用申込みの和琴苧l三千り 

． 

…▼ （⊆うした市町村としての公的関与の中で、虐待制帽についてL坦蓮週  

2：う   



阻吐旦蛙王立尋1牡†壬与りモ壬生些鼠三三上ユニプJ三垣切1≡二王ない宣しユり揖：どl三′   

虫坦塁三重金 一  

低所得者、障吉なと在野由に、事業者の不適切な道雄＝二より、サービス   

皐仁‾三しニュ王 ＿ 

l‡j）利川壱の手続則坦や一差←育所の∃う子完餌勘二対する紀応  
利用者の申込み手鏡や、事業者の募集・選考等の円ナf∃‥公里皇室右腑）、  

Fりmができなくなることかないよう、公止な選考を促悼寸る仕組みについ  

て、壬一うJ三蛙責   

L」雲韮蠍主剋馳拉萱三Lゝ息づ宣子ともか竺ミ≡景〔勺1主監しヒ4買主1旦監珪哩軍   
縮保錆についてさ■うに極討  

や、靖三者によるコ叫ティネートの仕組  市咽  

みについて、さらにlや討する  

3）参入の仕組み  

＝参入の基本哩吐退塾   
蛋の確作された保蔓所のスヒート感ある拡充か図ら直るよう、市…‖寸が保   

育の費用の支払い蒜筏を負う対等となる保育所の判l川は、最低基準により■だ．■   

観的に行われるJl紺みとする このため、宮硯的基準（最低基准1による指   
定剋主星主上上コ 

虹L坦り⊥基ム豊危生する施設竪岨適塾  

施設豊†品質（減l刑責却掛については、道営字引二相当■錘の上熊せを瞳討す  

しL、■ ＿．   

明地助や、㈱出立壁   

用等の補助は維持する．   

）′！））l欠Hる」という棋譜の見迫L  

一一川上旦毒J地上上⊥亘理鼓し；2＿じ二〔さ」皇11呈週⊥姓互生必要上旦む互ヱL   

今後塑性産別塵担養（三ふ旦」ヱ亡．いも些1二見」卓う二⊆上土す旦＿、  

三1乱臣旦堤旦阻止坦卑  

し迅坦捏埋旦塵杢岨吐処女  【  
Q▼塞姐阻1三姐生壁馳き′奥王4吐こ王とも1主▲三Ll三ゝ＿公地」呈喜を受け丘主上赴  

できる川日立旦且呈する．（」刈ク艮≦上腿れた公的据眉の保障）  

Q亙11】1盟仁」蛙貴重迫豊±＿互廷と五⊆旦些姐地主也」姐董史上三  

保膵されるための実施責務岬下の内容）を法制度上課す  

ア） 各組約に住吉の必姿性がや‖Ⅲされた子ともについて、蛋の確保され   

二豊迭迫旦旦蚤些旦鑓聖堂辻皇塩吐息′辿良性皇室盟 

＿▼   

虹し逆営費の快途制限  

磯行う 

社会福祉法人去喜＝む華のぶ別別こついては、指導監督の櫛慢性が確保てき  

為政とjカ1豊里盟皇も豊担」宣1皇抵皇塩記す旦  

質素の流出の妥当性等の観点も含めさらに慎重に伏討する  

⊥」鼠邑土壁些道二主左包影笠」三＿フし＼L三色G彪蚕互遮選ヱ＿あ旦  

た公的保育を更けることができる地位を付与（也サトない貰の確保された   

公凸班已皇軍▼堤燈L  

：f⊥一旦岨た公坦幽墨旦岨1蛙亙型必劉生の認定   

【 玉堂」ナた子とも塾互助監」監組亘1j軋塑造宜空五重丘，逸上⊥畳宣⊆廷   
の咽   

き醐臼  

ウ1遡旦皇箆旦過戯」他者上耳鼻盈⊆董」土肥邑生公的控貞  

；旦互垂重盗1  

壬⊥」対隷a数狙坦真．払上ユ農逃   

【叫 両耳り川方式  

市Ilり付か、利用者と僅菖所に対し、上記ア）・㌧工）の公的手引壬を果たす三  

豊坦建他狙吐劇但童女捏呈直上公岨臥蔓里拉皇崖（し圭り▼向丘う鎧蜂  

1主する▲L迦上皇三遷異見1＿  

⊥⊥地旦  

なゴミ姫里た些し市町甘些坦与＼？⊥j自主宣も告げ〕た∃ニテ】′ネニ±旦些二Ll遡  

24  

墨の腋不的損充に惜し．ての f質lの担悍・指導  lV）多様な俣牒主件の手入や、  

監些  
（つ 突然の撤退等により子ともの躁茜の碓操が担】靴となることがない。j二う   

左遷畳J他室些J監坦旦埜¢塵吐圭⊥出旦β旦皇堅塁づ互さ里整登1主き」す旦望吉   

止のあり方キ1について、さ・うに瞳討する   

色＿睾たゝ公費仁」；冬締付塑連荘蛙与推理すう美ぜ甚巧虻攫津巧ウニついて  

2h   



重しさ ＿▼＿ 保育を血接受ける子どもの視点左いかに担悍でき  皇女上⊥t＿う睨泉†三重与  

新しい躁高所保育指針に示された保高を真に実現するために、保育の貰の  
艶且二白土皇国二L王⊥1ゝ与とか必要三血豆＿＿  

調子どもとと引二組が成長すること  

の支援、二㈱   

謹者と保育所がともに手どものことを考える矧貞、保護者の満足感等の視   
点も重要である   0㈱  
要であり、解   

くことが必要である   

旦」出生上＿＿塵豊児旦受け入れの増迦」二△絶家庭の増加篭」羞塵  
環境㈱   

応した探宵の贅の向上（職員配置、保育士の処遇、せ門性の確保等）につU  

ヰー 最低基準  

㈲とし、保高の   

賃を肺促する．  

ふ 費用設定  

よを岨助盟主剥製毒虫坦盈L互生定旦亙」⊥公吏鉄也L  

M用量し寒剋盟量王追払i必要量）仁応旦た月額単価設定を基杢と上ユ⊇ゝ  

安定的運営に配慮する、ノ  

E墜土塁二蛤生配慮を基本I二、今後、   のあL」方について  とiに、さら遇皇返誼王立 

▼＿  

て、財源確保と   

具体的なあり方を検討する．また、利用者負担の水準の決定は、回の定める   
塾華旦工」務炭塵兜渥Lう▼旦錮1三jii五史上互旦⊥   

立」」迦吏！二二旦互1迎ユ壬旦岨迫設窒阜吸堅遡上】J三二三リエ⊥旦う▼1ヨ卓遥もす冬＿  

L選脚こ責任を互生る市町村が馳  ために取リ  
ことや第三者評価も含めた各保育所の運営の検吉山・評価の取組を進めるこ   

土屋 ＿ 

⊥鑑査旦旦旦進級・槻去⊥迂亜過勤皇⊥盛上L鑑真   ±土子と㈱・点蟻   
できる什組み、保育士卿できる   

保高士の吉成・研修、保育士の特性と能力を最大限発揮するための岨鳩の   
マネジメントなども重要である   

○僻   

岨土モ⊥土地山地⊥」蛇   

腹責± ＿ 
るためにも配置基準の見由しについて、財源碓保とともに、さらに詳甜を  

l離L   0凋ヨし   
玉堤Lい埋却」旦真也〔馳三地主皇呈1逗；旦ゝⅣ処遇旦星立腹せ王＿蓮華て   

い〈ことについて、財源躍操とともに、さらに詳州を検討する   

三・墨の抜本l■tノ油i、充を進めるに当たり必要な保育土の計画的養成につき、さ   

址」夷言寸する  

27   

・6・費印の支払い方法  （⊃脚  
立」製担虹連出旦旦虹．他姓旦基些史王」顔j旦皇遭渥  

Lき五重軋坦⊆旦ヒ規を」  ○卿）か異な  
良土足i監育胱手ともの保育が確軋三水包よ  i」地さ具体  
坦㌫む邑鵬程執筆ユ．‖を主立過払   

二7′瑚）向土  
⊥⊥▲歴世旦準地方  

．＿  

脚埋鮭三並五郎な異辿．1拙て、旦虹らすゝ  

＿  

虞但阻聖水漫批をで垂ゑ∴   

」L」蛙責の芸如）具咤迫出土   

（二】テとも（P最薔の利童重昭埠し王とこもゃ健やか毎をち長与緩耳冬たや、  

2G  



二三・研嗅劇壇0三通建章坦吐起1；当た二っては、ゝ貢貫空腹毒所∫り卓立ら享二遷旦ヱ1   

址宣埴選基箪宣堕、地建艮但壬・ユノ三上旦埋置庄阜旦E封1てiiテも型±．すふ   

劫正史さ′う，仁底紆打L   

しL二 

推量里貴か子ども牡蔓旦丘与ふ垂還ま茎き臼三三じ王、一旦呈軋・，．基址l見な轟   

血・研究により、糾続l伸二晶鉦を行っていくーし細みをl掴毒する  

吋〕早班∴空位牡責  
里軋こ迭1辿旦岨酎；ユ〔1亡杜－▼モ叫引去生置ほみ、更警な基準1にプい   

て、さらにlリ1討寸■る  

9∴牡墜やど亡蔓性盤2牡とL」旦±   

人口減少1掛域における生活圏域での保育低能の継続的維持を図るため、以下   

が必要であむ」  
l〕小用惧サービス川里の創設   

」二！1■⊥しLl止j；＿こし三三∴土ユ十址⊥＿；」′∴J∴1」リトさ虻立エ「し∴111上j＿い岨ミ   

旦．竜」＿   
±必要な基準笠仁？上▲、て埴土、さ主1三越表すを   

ll）多は節理甥支揉  

瑚弓L上け  
し⊥遥旦生姐魁駈班遅旦亘L土旦  

【▲，～．  

ロ＿昼匝豊里生地主上た塵叢を堂埋旦重払いの軍旦と五重主と皇室華美す  

0 認可外保育場設を呪に利用している子どもを含め、すべての子ともに爬  人口減少地域において、保育所か、川ユ域子育て文様拠点や児童鵬、放課後  

児童クラブなとの役割を併せて一室」う 博明溜理」を支援することにより、地  

些嬰主星三重監粧ゝ▼さ三上上地理赴呈嬰睦と±工旦坦剋重旦とj主  
ヒ皇室瀬する  

必要な韮華半に∴いては、さらに匝討するし  

やかな育ちを悍晒する観点から、最低基準への  け、一定水準以上   

の施設に対して、【定期間の繹遡航な財政支ほ（最低基準到達支援）か必   

要三塁皇」▼  

との水準の施設まで蛙一馴勺な最低基準到達支ほの対克とするかはさら   

題ます三L  

踊旦」   

土星蛙塾生む旦たす温室型呈卿最低些  

！il）人口三J．乙屯少地域にJ封－】る保育陳情のあり方  

ノ＼ロ減少‖阻む剋＿＿監事廻1坦1tきた抜放嬰思せ道上コゼて】  
認定こども園の試用等も含め、さらにlタさ討する  

堂」三引兼な保育サニ上ヱ  

⊥⊥．＿旺旦風量⊥旦剋」旦払姐責⊥二出払担l  
⊂個  

り、曜日や帖間端を問わす、個．ノ＼に必要な悍告量が認められ、また、市町  

を満たし得な   ってもなお、給付対藷サービスのみでは  里剋達三選旦巨  

蜘討す  

ヽ「  

9＿造型芝上組蔓延長泣重量弧二魁旦吐ヱ⊥拠剋両県の指導覧豊の盤起  

とともに、11b域内のすべての保盲従車台を対象とした研修の実施や、jlしl域   

内の認可保苔所や子吉て支援に関わる者とのネ・ニ珊   

寸‖二連脚   

11⊥赴過埋±二王三相里の創造   

速度的劇眉⊥脛扇子耳l且封二加え」剋たをノじ現世既着サニヒ旦4日聖を創   

設する  

壬拉旦邑些墾凪匹室払戯  となる保育所の  班姐旦さj⊥Jユfワ   

とおり最低丑非により各組的に行われる仕組みとする   

∵⊥ 

いて、さらに庚討する  

刊川着かl限ら二†し ■需架か分散しているために、封fl冒鋸軒斡位でニスに   

担昼耳遠主上⊆遁辿ヒ迫か亙五言と虹・主上利別阻㌶甚、て、選塑施揖是担た  
買として、言摘帖沌虻灘  公的  保育の代将の責手篭の  盟鈍重丘ヱ＿比用みをさ   

さらに傾討する  らに瞼討する   必要な基準引二ついては、   
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▼＿＿ 二…二児童土旦む全身I）芳⊆圭り】運上坦j壬生拉では苛堅か車上卓立立上」山埜仁  

おける実施方j，いこついて、さ・らに検討する  

Il）延長促音・特定躁舌（一知内1酎   

llrl掛柑公表・評†江口の†1糾み（、一別14」と共通）   

㈹主生良吐茎姓⊥し毘皇旺皇室＿む直上互生＝土迎趣致二■包よ豊  

崎紬二．ついて、事業者自身による情報公表の什組みとともに、公約主…  

業者からの情事lほ集約して、一各組的に■fつかりやすくrl那別封共する†」二組みを制  

度的に位置づけ、具杯化していくことを横討する  

胸襟しては、貫の碓保された公的保育   

であるか否かが利用割湖上  

⊆」薮廻二塁」 ▼   

〔L＿鼠亀鑑毯亘蟄虻鶴り込凰岨昼生地恭実な推進か   
皇塁ヱあり、その際」畑榔ニ   

ュ吐三も、質の向上を図るた牒封二重要なイ土組みであり、喜平価機関の水準の向  

上や評価1貞目のあり方、受薔促進の方策等、より実効ある制度となるよう、   

卓＿立〔；蛙誼壬旦⊥  

0㈱めら  
4娃⊆上」迎）♪遭拉脚立きA七色立と上なる  

a遡駐釦÷ユM董追⊥性睦土限量上岨乱L皇ゝ出廷過  
呈た珊  

0 働き方姐孤塁ニー旦笠棚遡境遇  
土通勤l＿；旦する＿蛙見地た垣嬰な捏  
青且迂う観点度数与ら♭阻討す亙∴  

・当該時間を超える利用1超過勤務≡邑岬あ  
lと担二日憂さ与仁塵払   

；L＿延長現象割出遺岨蝮怠L之乙主洲＿Lえ二覧皇室ぬ  
子ともにとのように最適な保育を提供していくか、㈱  

士蛙塵土阻量旦題亘る利用に一定の支援星組腿見直上旦観  

点旦遡速見⊥‖負週旦皇旦互生晩生て」魁 

‥りノ日射岬   

」星塵雌雌鼻上埋紅てヱ⊥座選！迎を、逝去互生規退避葺旦ニヒろ箪聖圭剋   

＿   

鑑三丘＿．＿  

∴：∴止二塁⊥出 

粧し痙里∴塵塵坦選屋   

旦旦＿整遷星組遊星蛙やを鵬生息」  0㈱  
‥L戯二重後見旺喜空蝮誼出払姐旦L壬皇も些遡点旦姐泣皇進遡各キと  

他生壬軋製川勉＿き五旦見直上皇弘迫吐てい〈必空かあを⊥㍉ 

冊皇  

様なサ瑚  

ニラ0  

リ＿Zt＿▼迦蝮塾  
一新たな保高の仕組み」の匝討過指においては、保育関係者より、以下の意   

見塑壷．旦塾ている∴梨基吐ら在を1組娃、‖主i蛙蓋見も考慮L立夏  
ら検討を進めるべきである  

保育料の軽減t緩和〕を実現すべき  

⊥」致乱姐組邑堅飽⊥且塾堅飽L互髄遁ヱ±j＿  

・爛皇」  

＝鴫間）の云桶l仁の問題について換言］す   ∵」星畳吐乳上旦股間）と閉改姓規⊥⊥＿＿▼＿．＿劇＿＿，，▼岬｛＿＿．  

ゴ皇」  

⊥蜘塵  
を垣主すてミ妻 

■＿  

l削除：」旦阻  

：う1  

．√」  
－」   



を図っていく上で、財源面についてどのような仕組みとすることが適当か、   

検討の必要がある。   

⑥ 放課後こどもプラン（留守家庭の子どもの健全育成を目的とした「放課後   

児童クラブ」と、すべての子どもを対象として安全・安心な子どもの活動拠   

点（居場所）を設け、様々な体験活動や交流活動等の取組みを推進する「放   
課後こども教室」を、一休的あるいは連携して実施する総合的な放課後対策）   

を推進してい〈上で、両事業の一体的な運営を行っている場合の制度上の位   
置づけ（人員配置や専用スペースの基準等）をどうしていくか、検討の必要   

がある。  

、・・う一∫ミ㌔セド㍗ト、ニ・・ミ∴・い「二 

史 

○ 放課後児童クラブについては、保育所を利用していた子ども等に対し、小学   
生になった後においても、切れ目な〈、保護者が働いている間、子どもが安全  

に安心して過ごせる生活の場を提供する基盤となっている。一方で、全小学校  

区のうち、約3割が未実施となっている。こうした状況を踏まえ、放課後児童   

クラブについては、次世代育成支援のための新たな制度体系においても、両立  
支援系のサービスとして不可欠なものの一つとして位置づけるペきであるが、  

現状については、関係者の意見を踏まえると、以下のような点が課題となって  
いる。  

①保育と同様に、女性の就業率の高まりに応じて必要となる大きな潜在需要に  

対応した放課後児童クラブの量的拡大を抜本的に因っていく上で、場所の確  

保の問題、人材の確保の問題をどうしていくか、検討の必要がある。  

②放課後児童クラブについては、現行法制度上、市町村の事業として実施され  

ており、また、その実施については市町村の努力義務として位置づけられて  
おり、その実施状況には地域格差が見られ、利用保障が弱い。そして、利用  
方式については、地域によって、市町村がサービス決定しているケースと、  

実施事業者に直接利用申し込みを行うケースが混在している。  

このように、同じ両立支援系のサービスである保育とは大きく異なった法  

制度上の位置づけとなっているが、新たな制度体系において、法制度上の位  
置づけの強化について、どのような対応策が考えられるか、検討の必要があ  

る。  

③対象年齢について、現行制度は小学校3年生までを主な対象としているが、  
小学校高学年も現に一部利用がされている現状があり、制度の対象年齢につ  
いてどう考えるか、検討の必要がある。  

④質の確保については、「ガイドライン」を発出しており、望ましい規模、開  
所時問等について示し、また、国庫補助基準上、一定の条件を課しているが、  

保育所のような法令に基づく最低基準は設けられていない。放課後児童クラ  

ブの質の確保について、新たな制度体系において、どのような基準の内容を  

どのような方法で担保してい〈べきか、検討の必要がある。  

⑤国からの補助の財源は、児童手当制度における事業主拠出金を財源とした、  

裁量的な補助金と位置づけられている。また、現在の国の補助基準額とクラ  

ブ運営に係る費用の実態とに禾離があり、指導員の処遇が厳しい状況にある  

という指摘もある。サービスの利用保障を強化し、また、抜本的な量的拡大  
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（2）新たな制度体系における方向性   

○ 放課後児童クラブについては、保護者が働いている間など、子どもが安全に   

安心して過ごせる生活の場として、子どもを預かり、健全な育成を図る事業で   

あり、就学前の保育と並んで、小学校就学期の両立支援系のサービスとして不   

可欠なものであり、卿とな〈、全国的l；琴鱒斗ていくづ   
きである。都市部に限らず地方も含め、就学前の保育から切れ目のないサービ   

ス利用が可能となるよう、質の確保を図りながら、低学年を中心としつつも小   

学校全期を対象として量的拡大を図っていくことが重要であり、このような観   

点から、新たな制度体系においてイ立置づけていく必要がある。   

○ 量的拡大を図っていく上では、まず、場所の確保が欠かせない。特に、小学   

校は、移動時の事故等の問題もなく安全・安心であり、校庭などで他の子ども   

たちなどと触れあうこともでき、引き続き、その積極的活用を図っていく必要   

がある。   

○ 大幅な量的拡大を図っていくためには、人材確保が重要な課題である。現在、   

従事者の勤続年数が短い、指導員の処遇が厳しい状況にあるという指摘も踏ま   
え、財源の確保と併せ、人材確保のための職員の処遇改善等を図っていく必要  

がある。  
その際、地域ボランティア、定年退職者など、多様な人材の参画を求めてい  

くという視点、一方で、指導員と子ども、保護者との間で安定した人間関係が   
築けることがサービスの性格上望ましいという視点に配慮することが必要で  

ある。  

○ 子どもが良好な環境の下、放課後の時間を過ごせるようしていくべきこと、   

障害児の利用にも積極的に対応していく必要が高まってきていること、現在の   

国の補助基準額とクラブ運営に係る費用の実態とに帝離があるという指摘な  
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どを踏まえ、サービスの質の維持・向上を因っていく必要があり、財源の確保   

と併せ、そのための基準の要否、そのあり方、担保の方法を検討していくべき   

である。  

その際、大幅な量的拡充を図っていく過程であることや事業実施の柔軟性と   
いった観点も併せ考える必要がある。  
また、指導員の養成、専門性の向上に向けた研修の強化を因っていく必要が   

あるとともに、事業に関わる者すべてlこついて障害児を含めた子どもとの関わ   

りについての研修機会の確保など条件整備をしていくことが重要である。   

○ 以上のような量・質両面からの充実を図っていくため、必要となる制度上の   

位置づけ（市町村の実施責任、サービス利用方式、給付方式等）及び財源のあ   

り方を、さらに検討していくべきである。  

その際、サービス利用保障を強化するための財源保障を強化をする場合には、   
財政規律の観点からの一定のルール（※）が必要となると考えられることに留   

意が必要である。   

※他の制度例では、サービスの利用の要否に係る認定の制度（保育の場合は   
保育にかけるか否かの判断）、給付の限度額の設定、サービスの利用量に応じ   

た利用者負担などがある。   

○ 放課後児童クラブと放課後こども教室との間の関係については、連携を一層   

進めていく必要があるが、一体的運営については、放課後児童クラブを利用す   

る子どもは保護者が働いている間は家に帰るという選択がないことに十分配慮   
する必要があり、一方で、いろいろな子どもとの遊びの機会、サービス利用の   

自由度、効率的な事業実施といった観点から一体的運営に利点がある場合も考   
えられ、放課後こどもプランの実施状況などを十分踏まえながら、対応すべき   

である。  

3 すべての子育て家庭に対する支援について  

ヨiE 矧日㌫ 卜伝跳音節  

○現行制度では、すべての子育て家庭を対象とした各種の子育て支援事業の実   
施は、市町村の努力義務にとどまっており、その実施状況には大きな地域格差   

が見られる。一方で、核家族化や、地域のつながりが希薄化する中、3歳未満   

の乳幼児を持つ家庭ではその約8割の母親が子育てに専念している現状にあ   

り、とりわけ専業主婦の子育ての負担感・孤立感が高まっていることも踏まえ、   

これらの事業の充実を図っていくことが求められているが、新たな制度体系に   

位置づけて行くに当たり、以下のような課題がある。   

①選亘の必要性の判断基準（「保育に欠ける」要件）の検討において、公費に   

よる給付の公平性の観点からも、専業主婦家庭に対する保育あるいは一時預か   
りの一定の利用保障が行われるべきという議論への対応の必要がある。  

また、育児疲れの親の一時的なリフレッシュ、子どもにとって友達や親以外   

の大人とふれあえる機会となるなど、一時預かりに寄せる子育て家庭の期待は   

高く、また、子育てに専念する親が一時預かりを通じて保育への理解を深める   

ことにより仕事と子育ての両立の途に踏み出してい〈という意義もあり、これ   
らの需要に積極的に対応していく必要がある。  

一方で、保育所における一時保育は、待拙児童の問題の影響もあり、短時間   

労働者の規則的な利用の受け皿となっている場合が多く、通常保育の受け皿の   

拡充により、本来的な機能を発揮しうるようにしていくとともに、一時預かり   
の場の広がりの必要がある。   

②一時預かり事業に対する国からの補助は、児童手当制度における事業主拠出金   

を財源とした、裁量的な補助金と位置付けられている。サービスの利用保障を   

充実し、量的拡大を図っていく上で、財源面につきどのような仕組みとするこ   
とが適当か、検討の必要がある。   

③乳児家庭全戸訪問事業・養育支援訪問事業や、地域子育て支援拠点事業は、子   
育ての負担感・孤立感を軽減し、虐待の防止にもつながる重要な意義を有して   

いるが、こうした事業の取組の促進をどう図るか、検討の必要がある。   

④その他多様な子育て支援事業があるが、地域特性に応じた柔軟な取組を尊重し   
つつ、積極的な取組を促すために、どのように支援してい〈か、検討の必要が   

ある。   

⑤一時預かり事業や地域子育て支援拠点事業等、各種の子育て支援事業の量の拡   
充に向けた担い手の育成をどう図っていくか、また、質の向上に向けた担い手   
の研修やバックアップといった取組の強化が必要ではないか、その他、各種の  
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子育て支援事業の質の向上をどう図っていくかといった点について、検討の必   

要がある。   

⑥ 保育をはじめ各種子育て支援サービスの利用に際してのコーディネーター的   

役割の必要性も踏まえ、親の子育てを支援するコーディネーター的役割につい   

て検討の必要がある。  

されている。  

また、子育てや子育て支援するサービスについての理解を助け、実際の地域   

の子育て支援サービスにつなげていく機能、さらには、保育をはじめ具体的な   

サービスの利用調整機能などを包含した、子育て支援の「コーディネート機能」   

を実質あるものとして位置づけていく必要がある。  

その際、市町村、保育所、地域子育て支援拠点など、地域の実情に応じた担   

い手、関係機関の連携といったことに留意しつつ、さらに検討していくべきで   

ある。   

（地域子育て支援拠点事業等）  

○ 在宅子育て家庭を支援する地域子育て支援拠点事業は、身近で気軽に利用で   

きるよう量的拡充を図ってい〈必要がある。また、子育て家庭のリスクにもき   

め細やかに対応できるよう、全戸訪問事業をはじめとして地域の様々な子育て   
支援の資源と連携しながら、地域全体が子育てに関われるような支援となるよ   

う、ネットワーク化をはじめとした機能の充実を図っていくことが必要である。   

（その他地域特性に応じた多様な子育て支援の取組）  
○ その他多様な子育て支援事業に関しては、地域特性に応じた柔軟な取組を尊   
重しつつ、積極的な取組を促す支援、各種の子育て支援事業の量の拡充に向け   
た担い手の育成、親がやがて支援者側に回れるような循環を生む環境作り、質   
の向上に向けた担い手の研修やバックアップといった取組の弓削ヒなど、さらに   

検討していくべきである。   

（子育て支援事業の制度上の位置づけ・財源のあり方）  

○ 以上のようなすべての子育て家庭を対象とする子育て支援事業を充実してい   

くため、必要となる制度上の位置づけ及び財源のあり方を、介護や障害といっ   

た他の社会保障制度の例（一部の事業について市町村の必須事業としての位置   

づけ、市町村が事業実施しやすい費用負担のあり方など）を参考にしつつ、そ   

れぞれの事業の子育て支援事業全体の中における意義や位置づけを整理しなが   
ら、さらに検討していくべきである。  

（2）榔三  
（全体的な方向性）  

○ 乳幼児のいる専業主婦をはじめとする子育て家庭の子育ての負担感・孤立感   

を解消していくため、保育、放課後児童クラブといった仕事と子育ての両立に   

関わるサービスの充実とバランスよく、すべての子育て家庭を対象とした各種   
の子育て支援事業の充実を図っていくことを基本に、これらの事業を新たな制   
度休系に位置づけていく必要がある。   

○ その際、事業を実施していくに当たっては、保護者、祖父母、地域住民、N  

PO、企業など、多様な主体の参画・協働により、地域の力を引き出して行っ   
てい〈べきである。  

また、サービスの担い手としては、従来の半公的主体以外にも、広く多様な   
主休の参画を進めるとともに、地方公共団体における施策の決定過程やサービ   

スの現場等においても、親を一方的なサービスの受け手としてではなく、相互   

支援や、サービスの質の向上に関する取組などへ積極的な参画を得る方策を探  

る等、全員参加型の子育て支援を実施していく必要がある。  

（一時預かりの方向性）  

○ （1）（Dで整理されるような課題に対応した一時預かりサービスの保障充実   

の必要性にかんがみ、必要となる制度上の位置づけ（市町村の実施責任、サー   

ビス利用方式、給付方式等）及び財源のあり方を、さらに検討していくべきで   

ある。  
また、地域子育て支援拠点事業とともに一時預かり事業を行うことの意義、   

事業運営の安定性の確保、近接するサービス（ファミリーサポートセンター、   
ベビーシッター等）との関係の整理、地域の実情に応じた柔軟な取細の支援な   

どを考えていく必要がある。   

（情報提供・相談援助や「コーディネート機能」）  

○ 地域の中で子育てが孤立せず、子育ての楽しさを実感できるようしていくた   

めには、乳幼児を持つ親の成長の支援も含め、子育ての情報提供や相談援助機   
能がまず重要である。先進的な取組として、すべての子育て家庭が、希望する   
保育所へ登録し、相談援助機能等の多様な支援を受けることができる取組もな  
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（3）経済的支援について   

O 「基本的考え方」や社会保障国民会議の最終報告における指摘も踏東え、緊   
急性の高さや実施の普及に時間がかかることを考慮し、とりわけサービス（現   

物給付）の拡充に優先的に取り組む必要があることに留意しつつ、育児休業の   

取得促進にとって重要な育児休業給付、児童手当や税制上の配慮も含め、子育   
てに関する経済的支援の充実も、引き続き検討していくべきである。  
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O 「基本的考え方」においても確認したとおり、また、社会保障国民会議の最終   
報告における指摘も踏まえ、以下のような点について、引き続き検討していく必   

要がある。   

・少子化対策は我が国の社会経済や社会保障制度全体の持続可能性の根幹に関   

わる国家的・緊急的課題に対する政策であること、我が国の次世代育成支援に   

対する財政投入が諸外国に比べ規模が小さいこと、新たな制度体系の実現には   

財源確保が欠かせないことなどを踏まえ、一定規模の効果的財政投入が必要で  
あること。そのために、必要な負担を次世代に先送りするようなことがないよ  

う、税制改革の動向を踏まえつつ検討を行う必要があること。   

・新たな制度体系の費用負担のあり方については、社会全体（国、地方公共団  

体、事業主、個人）で重層的に支え合う仕組みが必要であること。  

■ 全国に共通する基幹的な次世代育成支援策については、国が基本的設計を行  

うとともに、その施策ごとの費用を、国と地方公共団体の最適な負担を検討し  
ていくべきであること。   

・自治休間でのサービス内容・水準の不適切な地域差が生じることがないよう、  

厳しさを増す地方財政への配慮が必要であること。また、公立保育所の一般財  
源化による影響を踏まえた議論が必要であること。   

・事業主の費用負担については、事業主にとって次世代育成支援が持つ意義を  

考慮するとともに、働き方と関連の深いサービスなど、個別の給付tサービス  

の目的・性格に照らし、受益と負担の連動を考慮すべきこと。  

利用者負担の負担水準、設定方法について、低所得者が安心して利用できる  
ようにすることに配慮しながら、今後、具体的な議論が必要であること。  

・ 多様な主体による寄付の促進方策についても検討すべきであること。   

○ また、財源の程度と政策のプライオリティ付けは相関関係にあり、給付設計を   
考えていく上でも、財源についての議論を深めることが必要である。   

○ さらに、働き方の見直しと新たな制度体系の関係性の深さにかんがみ、例えば、   

事業主拠出を求める場合に事業主の働き方の見直しを促進するような仕組みの検   

討なども引き続き進めるペきである。  
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4 情報公表・評価の仕組みについて  

（1）情報公表について  

○ 乳幼児全戸訪問事業等を通じ、すべての子育て家庭に、早期に、市町村内の   

子育て支援の取組みが概観できるわかりやすい情報が着実に提供されるよう、   

市町村の取組みを促進していく必要がある。またその上で、情報が必要なとき   

に容易に入手できる環境整備を、子育て支援のコーディネート機能の仕組みの   

検討と併せ、検討していく必要がある。   

○ 利用者のより良い選択、情報の公表を通じたサービスの質の確保・向上等に   
向け、職員の雇用形態や経験年数等を含め、サービスの質に関する一定の情報   

について、事業者自身による情報公表の仕組みとともに、公的主体が事業者か   

らの情報を集約して、客観的にわかりやすく情報提供する仕組みを制度的に位   
置づけ、具体化していくことを検討していくべきである。   

（2）評価の仕組みについて  

○ 質の向上に向けた取組としては第三者評価があり、個々の事業者が、サービ   
ス提供における問題点を把握し、質の向上を図っていくために重要な仕組みで   
ある。また、対人社会サービスは情報に非対称性があることも踏まえ、評価結   

果の公表等により、利用者の適切なサービス選択にも資するものとしても、一   

層の充実が図られることが望まれる。第三者評価のあり方、受審の促進方策等   
について、さらに検討していく必要がある。   

○ その際、子どもの健やかな育ちの視点に立った評価方法を考えていく必要が   

あること、自己評価なども含め保育の質の評価のプロセスを日常的な保育の取   

組みの中に取り込んでいくことが望ましいこと、評価機関自身の質の確保を因   
っていく必要があること、認可外保育施設も含めた受審促進が適当であること   

などに留意が必要である。  
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削除：○ 新たな制度体系には、  

・「包括性・体系性」（様々な考  

え方に基づく次世代育成支援策の   

包括化・体系化）、  

・「普遍性」（誰もが、どこに住  

んでいても、必要なサービスを選   

択・利用できる）、  

・r連続性」（育児休業明けや小  

学校就学など、切れ呂無く支援さ   

れること）   

が求められるところであり、こ  

うした要素の制度設計上の具体化   
についてさらに検討を進める必要   

がある。  

匪画∃  

以上、保育を中心に、議論の中間的なとりまとめを行ったが、新たな制度体系   
としては、未だ検討しなければならない課題が多く残っている。  

新たな制度休系には、  

・「包括性・休系性」（様々な考え方に基ウj次世代育成支援策の包指†ヒ戯⊥  

．・こ＿デ、加ど、  

O 「多様な主体の参画・協働」、母子家庭や、障害のある子ども、社会的養護を必   

要とする子どもなど「特別な支援を必要とする子どもや家庭に対する配慮」のテ   
ーマについては、「基本的考え方」を踏まえつつ、新たな制度休系の声計に向け今   

後さらなる検討を進めるべきである。   

○ また、「基本的考え方」でも指摘したとおり、少子化の流れを変えるため、子育   
て支援に関する社会的基盤の拡充とともに、車の両輪として取り組むべき「仕事   

と生活の調和」の実現に向けた取組を引き続き進めるとともに、新たな制度体系   
の畏計に当年っても、その両者が密接に関わる点を十分に意識しながら検討を進   

めるべきである。   

○ すべてのサービスを通じ、限られた財源を効率的に活用していくため、既存施   

設等の資源を、最大限有効利用していくべきである。   

○ また、本部会は、必要な財源の手当を前提として、大きな制度設計を行うこと   

をその任務としているが、その検討の過程である本報告書の中で指摘した事項の  

を選択・利用で  どこに住んでいても、必要なサービス   ⊥蓮塵蛙」＿上進皇吐  

・「連続性」（育児休業明けや小芋校就芋など、榊L  
が求められるところで塵づ 

逸誼互造型旦必要があ五  

木報告を踏まえ、税制改革の動向も踏まえながら、引き続き、速やかに検討を  
進めていく。  

改ベーシ  

し丁ミいT・・  

（車重二≡≡≡  
中には、以下の事項のように、  制度体系の始動を待たずに、できるところ  
から進めていくべきものもある。   

⊥王鼻三重脚立   

らず、欄研  

修、各種子育て支援の従事者の養成等）  

・瑚   

2止  

・保育所を噂Jめとする地域の子育て支援関係者間での情報箆互   

二王酬引こ入手できる環境整備   笠  ＿  

また、社会保障国民会議において示された運用改善事項や、全国の先駆的な事  

例も参考に、できる取組を速やかに進めていくべきである。   欄L新たな制度休系  
旦掴）、  

活用できる現行の枠組みを活かし、計画的に進めていくことが求められる 

削除：地方公共団体において、  

削除：よる子育て支援の従事者に  

対する研修などの質の向上の取組  

や、地域の子育て支援関係者のネ  

ットワ【ク化．子育て家庭が必要  

な情報を容易に入手できる環境整  
備など、  

4l   40  



今後の保育制度の姿（案）  

第21回（H20．12．16）に提示した「新たな保育の仕組み」案からの変更点  

（変更点：下線部分）   



新たな保育の仕組み  

（「サービス保障の強化等＋財源確保」案）  

○ 量の拡充や、多様なニーズヘの対応が進まないのは、財源  

が不十分であるだけでなく、制度に起因する問題もある。  

○ 財源確保とともに、現行制度について必要な改革を行うべ  

き。  

保育制度のあり方に関  

する基本的考え方  

※以下を追記。  
○制 章  

じたすべての子どもの健 や力、な看らの支援を基本とすべき‖  
潮、  
一旦1必鼠侵さnた「呈上也拡允丑山空てあり、モしりたム坤熊プロ？ラ  

△重題＿蓋え脚〝   

○髄ら亘」義理国辺僅扁童必要と  
亘る宣脚払Ⅳ遭健や訟星最盛  腿」J未来へ弧  
三象り、保育の保障のた弧」王政上と岨ユ1主民」こ皇近な蓮根  
果たす役割∵量J王l孟左量凰艶選鑑堤ととj邑にゝ旦∴地二亘皇通  過量n  

；l  

1保育の必要性等の判断  

（1）基本的仕組  ○ 市町村が、   

① 保育の必要性・量   

② 優先的に利用確保されるべき子ども（母子家庭、虐待等）か   

どうか   

を判断。  

※働定とは独   

立＿し三呈雌至芸施L  

※以下のように修正  

堂戯m、M受入箆堤毒鋲塑決定と堤独立   
して判敬重芙施」」宣塑呂辺認慮義朗虞萱交昆亘るとと已に」   
認定者の登録管理、脚 ＼かわらず   

蔓剋廷泣1董1に像る債戟   
鼠泰亘短う」±腰ぁと二軋急1J  

働こ必要性が判断された．   
王と跳瀾劃ユ急こと空で量る地位を位皇L   
（例外ないイ某育保障）  

※以下を追記。  
※母子家庭等については、優先的な利用確保その他配慮が必要。   

二L呈盟白鮎：必要性地象鎧旛  
付与により、需要も明確化r〕   

※ 保育所に応諾義務（正当な理由なく拒んではならない）と、  

優先的に利用確保されるべき子どもの優先受入義務  



1保育の必要性等の判断（続き）  

新たな保育の仕組み  （案）   

（「サービス保障の強化等＋財源確保」案）  

（3）判断基準  ○ 就労を理由とするものについては、以下のとおり整理。   ※保育対象範囲と修正。  

の内容   ・短時間就労者に対しても就労量に応じた必要量を判断。   

（給仕対象範囲）   ・昼間の保育を基本としつつ、早朝・夜間など時間帯にかかわらず必要  
量を判断。  

・求職者に対しても必要性を認める。  

○就労以外の事由（同居親族の介護、保護者の疾病・障害等、虐待事  
例等）についても保障。  

○同居親族の有無を問わず必要性を認める。  

○専業主婦家庭に対してもー定量の一時預かりを保障。  

※優先的に利用確保すべき子ども（母子家庭、虐待事例等）  
に加え、需要が供給を上回る地域における対象者間（例：フル  
タイム勤務者と短時間勤務者）の優先度の判断の必要性の有  

無・方法等についてさらに検討。  

※杢定刻塵剋魔と修正。  

ついて、フルタイム利用と受け皿を別とするかどうかは、基本  
的に個々の事業者の判断と考えられるが、新たな給付類型を設  
けるかどうかさらに検討。  

※以下を追記。  

など定期的利用とは、別の受け皿とすることを基本とし、一時  ※兄弟姉妹のいる場合に対する配慮について、ニースを踏まえ、さら  
預かりとして保障。   Jこ塩≡立  

※保護者が非就労である障害児については、障害者施策との  
関係も含め、さらに検討。  

※「給付上限量」を上屋遅土限量」と修正。  

※以下のように修正  

○ 利用者ごとに、保障上限量（時間）を、例えば週当たり2～3区   
分程度を見単位で判断。   

○ 働き方の見直しが同時に進められるべきであることを踏まえ、就   
労時間と通勤に要する時間、また」重＿豊玉の生活の連続性等に配慮   
』左遷辺査堤毒窒i亘う観点を考慮し、さらに検討。  

（4）給仕土限量  

○ 利用者ごとに、給仕土限量（時間）を、例えば過当たり2～   
3区分程度で判断。   

○ 働き方の見直しが同時に進められるべきであることを踏まえ、   
就労時間と通勤に要する時間を考慮し、さらに検討。   

※ 当該時間を超える利用（超過勤務等に伴う利用）に対する財   

政支援のあり方についてはさらに検討。  

※ 絵一仕土盟量を超える利用に一定の支援を行う場合、働き方の   

見直しの観点も踏まえ、負担のあり方を併せて検討。  
3   



1保育の必要性等の判断（続き）  

新たな保育の仕組み  （案）   

（「サービス保障の強化等十財源確保」案）  

（5）優先的に利用  ○ 優先的に利用確保されるべき子ども（母子家庭・虐待事例  

確保されるべき  等）については、市町村が保育の必要性・量の判断と併せ、優  

子どものための  先度を判断。   

仕組み   
○保育所に、応諾義務（正当な理由なく利用を拒んではならな  

い）を課すとともに、優先的に利用確保されるべき子どもから、  
受入れを行う優先受入義務を課す。  

○虐待事例など、保護者の自発的な利用申込みが期待できない  
ケースについては、市町村が保育の利用申込みの勧奨等により  
意思決定を補佐するとともに、必要な場合は児童養護施設等へ  
の措置を実施。  

（こうした市町村としての公的関与の中で、虐待事例等につい  
て、関係機関が連携する市町村の支援のネットワークに適切に  
つないでいく仕組みが必要。）  

※低所得者、障害などを理由に、事業者の不適切な選別により、  
サービス利用ができなくなることがないよう、公正な選考を保  
障する仕組みについて、さらに検討。  

※優先的に利用確保されるべき子どもが緊急的に生じた場合の  
受け皿の確保策についてさらに検討。  

『  



2保育提供の仕み 
（案） 

（「サ＿保」案， 

※以下のように修正。  

0 豊艶迫に必要性変革岨巨さ担た王どもについ工、公的保青竜受ロ   

ること∠空でさる地位皇位与。 し例外在ら1蛋の確保された公的保   

毒但1墓但量⊥   

G⊥私設軋こ促音を必要土亘る壬ども！こ蛋（功違促された公白勺堤告   

か、毒真上こ保障されるための裏地責軌以下の内富）を5去制度上吉男   

互」  
∴一三血」二三≡註ユ址豊てニュゴ止』三山三上こ宣 長二1⊥こ」喪己心   

像された公眉勺保毒整受口ることガニ∈きる題位を付与（、軋外ない   

賀の確保された公弧呈詠出剋監L」  

三r旦の踵保王払た公朗僅毒のj是供座剃確保毒磨し保霞の払要性   

塑亘忍定量受け⊇皇重こ五数量勘霊しし望」嵐誼塵β）遠足二芙缶等重   

通じし邑芙lこ星の確保呈出左公朗保毒空煤塵しうるた」了の地建   

せ〕温倶基盤互聖i紅亘づき量挽。jたユ最低墓室・促音主旨針等に   

廃る追導二監豊、盟」j宣の芸左鮎鼓と  

旦▼剋鼠喜劇日周過監利用者と」某寛政における円j見な公   

∃別呆毒雲屋地軸五及ヱ♪履缶tこ関する支援1  

⊥提言の費用の支払い義盛  

（1）利用保障の   

基本的仕組み  
G茎観良立」エ必要」生地艶三才した畳」主、受給撞丘捌戯運上仕皇．   

a長上吐出上こ僅喜の費．監剣温吐義塵や」塑埋旦ヨ星鮭基盤旦整備是   

直筆を通じた選俵屋二軌整儀畳佳堂私見支度＿（旦」周題整董1から   

なる真施責任互譲す 

5   



○ 施設整備費（減価償却費）については、運営費に相当額を   
上乗せを検討。  

a集史的生整偲旦促進ヱる土め里親助旦塵適期間にお仕る   
改修量用量の補助は絶］孟」  

（2）NPO法人   

等に対する   

施設整備補助  

※以下のように修正。  
ただ』一纂空白旦豆聖腐空足進亘るため塾頭助やし経過艶聞」三金口   

の補跳  
る改修費用等  

○ 他制度の例も参考に見直し。  

※ 社会福祉法人会計基準の適用については、指導監督の適切   
性が確保できるかどうか等の観点も含め、引き続き検討。  

※ 株式配当の可否等について、事業運営の安定性確保、保育   

事業以外への資金の流出の妥当性等の観点も含めさらに慎重   

に検討。  

※ 保育士の処遇へ与える影響について、さらに検討が必要。  

（3）運営費の   

使途制限  

○ 突然の撤退等により子どもの保育の確保が困難となること   

がないような措置（指定の際の基準のあり方、公的関与のあ   
り方、事業者に対する監査のあり方等）について、さらに検   
討。   

○ また、公費による給付の適正性を確保するための方策のあ   
り方についても、併せて、さらに検討する必要がある。  

（4）多様な提供主体の  

参入や、量の抜本的  
拡充に際しての  

「質」の担保・指導  

6   



4 最低基準、5 責用設定、6 給付方式  

※以下のように修正  

「6 費用の支払邑己法  
○憾   

酬の定める基準の下、   
盟渥上二う 強温室る市町村において行うものとする 

○卿（子と   
も〕㈲ 未納があっても子 と五   
の保育が確保され良よ主」孟た、保竃所における徴収事務体制が   
なしlこと簑！a三雲愚生臣監蓋え」具体朗な五簑上西型1杢1とi呈毒所必呈   

割簑⊥窒さ卓丘怯主立n  

6 給付方法  

（複軌走去L  
潮筏を負i企」実務上は市町   
村が保育所に対して支払い汀酬＝こ応   
上土巣二庖設掛盈」   

牒は、＿保育所が行うことを基本（としつつ」こ未納か   

あ乏工も王ども亀鑑貴逝魔握さ吐息よう⊥圭土真美畳二＞」星影   

誓！三配慮ヒた五簑上菟」弧村里閻圭葦⊥互亘ら！主腹芸も  

7   



※以下のように修正。  

「子どもの最善の利益を保障し、子どもの  
健やかな育らを支援するため、保育を直接  
受ける子どもの視点をいかに担保できるか  

という視点に立ら、新しい保育所保育指艶  

。  

その上で～（以下略）。」  

○ 子どもの最善の利益を保障し、子どもの健やかな育ちを支援するため、保育を直接受   
ける子どもの視点をいかに担保できるかという視点に立って、保育の質の維持・向上を   
図っていくことが必要。   

その上で、保育の質を考える上では、子どもとともに親が成長することの支援、子ど   
もと親が地域社会とのつながりを強める場としての機能、保護者と保育所がともに子ど   
ものことを考与る環境、保護者の満足感等の視点も重要。  

○ 認可保育所は、保育を必要とする子どもの健やかな育ちを支援する場の要であり、今   
後とも、その「質」を確保しながら「量」の拡充を図っていくことが必要。  

○ 親支援の必要性、障害児の受け入れの増加、一人親家庭の増加等、家庭環境の変化等   
に伴って保育所に求められる役割や、専門性の高まり等に対応した保育の質の向上（職   
員配置、保育士の処遇、専門性の確保等）について、財源確保と併せさらに検談   
※ 保育の実施に責任を有する市町村が保育所の質の確保のために取り組むことや   

第三者評価も含めた各保育所の運営の検証，評価の取組を進めることなども重要。   
※ 保育の質の維持・向上のためには、行政による監査の徹底・強化、保育士と子ども   

との間の安定的関係の観点から離職率といった点を把握・点検できる仕組み、保育士   
の職場環境が変わる中実際の保育現場で実践できる保育士の育成・研修、保育±の   
特性と能力を最大限発揮するための職場のマネジメントなども重要。   

○ 施設長や保育士に対する研修の制度的保障の強化や、実務経験と研修受講を通じてス   
テップアップが図れる仕組み（専門性ある保育士や、現場の保育士を指導助言する役割   
など）について、また、研修の受講を可能とするためにも配置基準の見直しについて、   
艶j盈鮎と」差せ皇らに腹鼓」  

○ さらに、実務経験と研修受講を通じステップアップした者の配置に関しては、絵」土⊆   
a吐三選適する等により、処遇改善を併せて進めていくことについて、財源確保土佐坐   
さ＿ら」三途証。▼   

※ 量の抜本的拡充を進めるに当たり必要な保育士の計画的養成につき、さらに検討。   
※ 研修の制度的保障の強化に当たっては、認可保育所のみならず、認可外保育施設ま   

で含め、地域内のすべての保育従事者に対して行うものとする方向で、さらに検討。  

保育の質の具体  

的向上  

こ言羊細劉軋⊥と  

盈凰呈とと五に出に註屋旺検証」と  

※［費用の支払いにおいて評価⊥と修正。  

氾羊網引英討n」 と   



8 認可外保育施設の質の引上げ  

※「要員」⊇支払し1盟主l象」と修正。  ○ 最低基準を満たした施設を絵止丑＿象とすることを基本。  

○ 認可外保育施設を現に利用している子どもを含め、すべて   
の子どもに健やかな育ちを保障する観点から、最低基準への   
到達に向け、一定水準以上の施設に対して、一定期間の経過   

的な財政支援（最低基準到達支援）が必要。  

※ どの水準の施設まで経過的な最低基準到達支援の対象とす   

るかはさらに検討。  

※ 無資格の従事者が業務に従事しながら資格取得を図れる仕   

組みを含め、認可外保育施設の従事者に対する研修のあり方   

等をさらに検討。  

※ 最低基準を満たす保育の量の拡充や、認可外保育施設の経   
過的な最低基準到達支援を行ってもなお、給付対象サービス   

のみでは需要を満たし得ない地域における利用者間の公平性   

の確保の方法については、さらに検討。   

○ 認可外保育施設の質の確保・向上に向けて、都道府県の指   
導監督の強化とともに、   

地域内のすべての保育従事者を対象とした研修の実施や、地   

域内の認可保育所や子育て支援に関わる者とのネットワーク   

形成など、市町村と連携した取組をさらに検討。   

認可外保育施設の質の  

引き上げ  

9   



9 地域の保育機能の維持・向上  

新たな保育の仕組み  （案）   

（「サービス保障の強化等＋財源確保」案）  

小規模サービス   ○ 家庭的保育r保育ママ1事業に加え、新たな小規模保育サービス類  ※以下のように修正。   

類型の創設   聖長創誇 る迩より 人旦減少地域における生さ 麺での   人口減／少加工或における午活圏壬或での俣胃機能の継続的維持を  

畳扱能但鹿足を匡】る」．」澄必畳屋基塗豊臣⊇リ工蛙」呈ら」三鷹   
立」⊥＿＿   

a墓庭朗イ育（保育ママ）事丘狙えL観た星山規擾堤毒旦二と  

一三組   

10   



10 多様な保育サービス  

※2（1）・3（1）に準じて修正。  
○ 保育のサービス保障の基本的な仕組み   

が以下のとおり。  

「華甲的モニや要性タさ判甲声平た軍l〒、  

休日保育  

夜間保育  

受給権を例外なく付与（保育の給付義務）   

市町村に保育の費用の給付義務や、地域の提供基盤の整備  
計画等を通じた提供体制整備責任や利用調整等の支援からな  

る実施責任を課す0 」＝コ7  

○ 曜日や時間帯を問わず、個人に必要な保育量が認められ、   
受給権が付与される仕組み。（裁量性のない指定制。）   

・を和親畳姐阻迦ゝ，孟夏虹分逝⊥て⊥＼るこ上⊆か－左し塑塾、長   
町塵寸〔ニ去る託旦出を基盤整備型仕組董卓さらJ；媛証」  

※ 児童人口が少ない等により、市町村単位では需要がまとま   
らない地域における実施方法について、さらに検討。  

※ 夜間保育については、その特性を踏まえ、必要な基準等に   
ついて、さらに検討。   

※以下のように修正。   
潤しノてし＼るためlこ、各保育所単位で   
二ニスに匁血豆ることに且胆毘企及ることかソ≡し市旦珪寸にM、   
星の確保亘れた公自生保毒但僅陸免責路の二貫としてL計画助な基盤   

を行う什組み斉さらに検討「  

○ 基本的枠組みは休日・夜間保育と同じ。  

（就労量に応じ、保育の必要量が認められることに伴い、連続   
的にサービス保障がなされる。）  

○ 延長保育については、利用者ごとに、給血土凰量（時間）   
を、例えば過当たり2～3区分程度で判断。働き方の見直し   
が同時に進められるべきであることを踏まえ、就労時間と通   
勤に要する時間を考慮し、さらに検討。  

延長保育  

特定保育  

※以下のように修正  

○ 延長保育については、利用者ごとに、保障上眼量（時間）を、  
例えば過当たり2～3区分程度室員里位で判断。  

○ 働き方の見直しが同時に進められるべきであることを踏まえ、  
就労時間と通勤に要する時間」蓋た、子どもの生活の連続性等に  
配慮した運辺な保養亘iiう屋昆虫を考慮し、さらに検討。  

※ 当該時間を超える利用（超過勤務等に伴う利用）に対する   

財政支援のあり方についてはさらに検討。  

※ 延長保育利用者が少ない場合に、ファミリサポートセン   
ター等を含め、子どもにどのように最適な保育を提供してい   
くか、さらに検討。  

※ 給仕土胆量を超える利用に一定の支援を行う場合、働き方の見   

直しの観点も踏まえ、負担のあり方を併せて検討。  

※保障上阻量と修正。  
11．   



10 多様な保育サービス（続き）・11情報公表・評価の仕組み  

○ 事業者参入に閲し、裁量性のない指定制を導入。  
○ 実績を評価しつつ、安定的運営も配慮した給付設定を行う   

藻働進め‾てし、く必墓」   

※ 子どもの健康・安全が確保される水準の保障とともに、利   
用しやすい多様なサービスの量の拡充に向けた仕組みをさら   
に検討。  

病児・病後児  

保育  
以下のように修正  
璧－〔痘児二脱正に際して広ゝ＿王ども重視点三旗鼠を進   

やるこ．こつ＼心霊て方り、圃主巧の見直しき同時に進けていく心霊」  

『  

○ 利用者のより良い選択、情報の公表を通じたサービスの質   
の確保・向上等に向け、職員の雇用形態や経験年数等を含め   

サービスの質に関する一定の情幸酎こついて、事業者自身によ   

る情報公表の仕組みとともに、公的主体が事業者からの情報   

を集約して、客観的にわかりやすく情報提供する仕組みを制   
度的に位置づけ、具体化していくことを検討  

情報公表・評価の仕組  

み  

以下を追記。  
※ 保育の情報公表の什掴みの里   

姐去長つい‾こ」亘らに検言‡L  

呉引こ際しては、琴の確保さ  
ことって明石引こ判別できるた  

以下のように修正  
∈し一崖＿音庚爆音捉墨土上こ盈旦込ま岨星毒」塑包整等辺自己謡価の毒害   

な推進が重要で虚盟」その際、より良い自己評価のためlこ薫義を   
についても、脚仕組   

声する第三者評価  み三あnL＿設鹿妻艶願の水茎j塑包土空言型面題目剋方⊥受憲促進  型左藁葺 

）」去旦塞効ある剋度と亘るよう1さらl≡▼挨主監   

○潤   
価機関の水準の向上や 価項目のあり方 

促進の方策等、より実効ある制度となるよう、さらに検討。  



新たな保育の仕組み  
（「サービス保障の強化等＋財源確保」案）  

11 今後の検討  ※以下を新規記載。   

e′定義L†巌た星僅差！塑1±組み」（塑鱈泣過委呈におLlて堤1堤喜  

劇後のさらなる検討  

塊≡堤、通覧墓易重量感立ながら検証空進遡るこさき三あ   

る」  

q」呈毒岸里の軽遡（緩阜日ユ畳芸現す乍き。  

二、定員五山呈喜里塵し且呈貞里凰j皇維］茸耳へ童〕   

牒皇」  

∵1保責堕迫し芝垣問ユ、と鼠鋲！昼間し11』毒閏〕の秀離の問題  
にコ上⊥こ∑主主立旦＿ゝき⊥   

牒カ、らくる市町村の  

遡題超真の腰題を埋言動己  
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